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〈はしがき〉

　都市開発におけるサスティナビリティの実現は、今日、世界各地で広く問われている課

題である。1992年の環境と開発に関する国連会議を経て、世界各地でサスティナブル・デ

ベロップメントの必要性が高く認識され、限りある資源の有効利用、環境負荷低減のため

の物質およびエネルギーの有効利用を目指して、コンパクトな都市づくり、質の高い空間

づくりに向けた計画制度が考えられ始めている。今後、環境負荷の低い資源循環型社会を

構築する必要があるが、これに対する土地利用転換を伴う街づくりの影響は非常に大きい。

　ところで、サスティナビリティの実現の重要な要素であるエネルギー分野についてみる

と、わが国では自治体においてエネルギーを専門に担当する部局はほとんどなく、環境行

政の一部に組み込まれていることが多い。エネルギー基盤の構築は、海水、河川水などの

公共水面を熱源（ヒートソース）や熱の処理先（ヒートシンク）としての利用、施設の敷

設のための公共空間の利用など計画的に時間をかけて段階的に行うことが必要であるた

め、例えばマスタープランの一項目として扱うなど、今後、都市計画に組み込むことが望
まれる。

　またサスティナブル・デベロヅプメントを実現するには要素技術のレベルから検討する

必要がある。環境負荷低減を実現するための要素技術に関しては、環境アセスメントや汚

染されたものの浄化技術は進んでいるものの、今後のサスティナブルな社会構築のために

必要な物質とエネルギーの有効利用技術は開発の余地がある。特に、エネルギーの有効利

用の仕組みを都市づくりの中に採り入れていくためには、具体的な検討が必要であり、都

市計画制度上の枠組みを支えるためにも、要素技術のあり方の検討、それらのシステム化

を含めたあるべき具体像を明らかにする必要性がある。さらに、既存の省エネルギー技術、

カスケード利用等によるエネルギー再利用技術に加えて、ケミカルヒートポンプ等のエネ

ルギーを改質して再利用するエネルギーリサイクルの次世代技術を育てて導入していく

ことがサスティナブルな開発として必要である。

　これまでの都市再生研究は、土地の高度利用化、計画制度、環境負荷低減などの個別具
体分野での議論が多く行われてきた。本研究は、サスティナブル・デベロヅプメント実現

のために、個別分野を束ね、以下の特徴ある研究を進めることができた。

　　①土地の有効利用とエネルギーの有効利用を連携させる計画指針、基準のあり方を
　　　　総合的な視点から明らかにした。

　　②その実現のために要素技術にまでさかのぼって、土地の有効利用、エネルギー有
　　　　効利用の実験的検討、シミュレーションを行った。

　　③既存の計画制度、事業制度の下で関係権利者などがサスティナブル・デベロップ
　　　　メント実現のための合意形成を図る仕組みを事例研究により検討した。

　　④上記の検討調査をもとに計画制度、事業制度のあり方を検討した。
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1　はじめに

1司　研究の背景と目的

　2002年の都市再生特別措置法に伴い、我が国では階下活力の積極的な活用により都市再

生が進められている。現在のところ、大都市既成市街地の低・未利用地を中心に都市型プ

ロジェクトが進行しているが、今後、工場跡地などの低・減勢用地並びに大都市都心部の

成熟市街地などの更新型再生のあり方や密集市街地等の防災上大きな問題を抱える地域

における再生のあり方などを考えていく必要性が高く認識されている。

　さらに都市再生、地域再生はこれまで開発の問題であると認識されてきた嫌いがあるが、

近年では開発と同時に管理運営の問題であるという認識がもたれてきており、国の都市再

生の議論に地域管理（エリアマネジメント）の重要性が指摘されるようになっている。す

でに大都市都心部や都心部周辺地区の大規模開発地域や成熟市街地の更新型再生地域で

は地域管理をエリアマネジメン・トやタウンマネジメントという名称で展開している地域

が現れるようになっている。

　それは開発（デベロップメント）という「まちを創ること」とならんで「まちを育てる

こと」が都市再生には重要であることが認識され始めた証左であると考える。地域がまと

まって「まちを育てる」には、関係者が同じ方向を向くための動機付けが重要である。動

機付けの中には地域が経済的に活性化することあるいは地域が景観などの面で魅力的な

地域になることなどがもちろんあると考えるが、今日それと並んで関係者が同じ方向を向

く動機としてサスティナビリティがあると考える。今後、地域管理の重要な要素としてサ

スティナビリティが取り上げられ、サスティナブル・デベロップメントの必要性が高く認
識されてくるものと思われる。

　都市開発におけるサスティナビリティの実現は、今日、世界各地で広く問われている課

題である。1992年の環境と開発に関する国連会議を経て、世界各地でサスティナブル・デ

ベロップメントの必要性が高く認識され、限りある資源の有効利用、環境負荷低減のため

の物質およびエネルギーの有効利用を目指して、コンパクトな都市づくり、質の高い空間

づくりに向けた計画制度が考えられ始めている。今後、環境負荷の低い資源循環型社会を

構築する必要があるが、これに対する土地利用転換を伴う街づくりの影響は非常に大きい。

　大規模開発地域や更新型再生地域で地域管理を進めている地域では、サスティナビリテ

ィを地域全体の課題と考える地域も出てきているが、大規模開発地地域の場合と更新型再

生地域ではサスティナビリティの実現の手段が異なる可能性がある。それは大規模開発地

地域の場合は開発にあたって統一的にサスティナビリティの実現を考えて対処する可能

性があるが、更新型再生地域では多くは敷地単位で開発が進むことと、すでに何らかの形

でエネルギー分野での対応などを進めており、地域全体で新たに統一的なシステムを取り

入れにくいためである。今後の地域管理は、工場跡地などの低・未利用地における大規模

開発も考えられるが、どちらかというと成熟市街地の更新型再生地域でニーズが高いと考
えられる。

　　ところで、サスティナビリティの実現の重要な要素であるエネルギー分野についてみる

と、わが国では自治体においてエネルギーを専門に担当する部局はほとんどなく、環境行

政の一部に組み込まれていることが多い。エネルギー基盤の構築は、海水、河川水などの

公共水面を熱源（ヒートソース）や熱の処理先（ヒートシンク）としての利用、施設の敷

設のための公共空間の利用など計画的に時間をかけて段階的に行うことが必要であるた

め、例えばマスタープランの一項目として扱うなど、今後、都市計画に組み込むことが望
まれる。

　海外に事例を求めてみれば、英国では全ての基礎自治体がローカルアジェンダ21を策

定し、土地利用計画、開発計画との整合性、並びにローカルアジェンダ21に提示された

ターゲヅトを実現するための仕組みが成立している。都市再生は、地域固有性、環境負荷

低減、市民参加による計画合意、交通インフラといった様々な分野が融合し、個別具体の
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計画内容を指導する計画ガイダンス（PPG）や、「サスティナブル・デベロップメントのため

の都市計画（1998）」を通じて計画実現している。

　またサスティナブル・デベロップメントを実現するには要素技術のレベルから検討する

必要がある。環境負荷低減を実現するための要素技術に関しては、環境アセスメントや汚

染されたものの浄化技術は進んでいるものの、今後のサスティナブルな社会構築のために

必要な物質とエネルギーの有効利用技術は開発の余地がある。特に、エネルギーの有効利

用の仕組みを都市づくりの中に採り入れていくためには、具体的な検討が必要であり、都

市計画制度上の枠組みを支えるためにも、要素技術のあり方の検討、それらのシステム化

を含めたあるべき具体像を明らかにする必要性がある。さらに、既存の省エネルギー技術、

カスケード利用等によるエネルギー再利用技術に加えて、ケミカルヒートポンプ等のエネ

ルギーを改質して再利用するエネルギーリサイクルの次世代技術を育てて導入していく

ことがサスティナブルな開発として必要である。

　　以上、都市再生におけるサスティナブル・デベロヅプメントの実現には下記の3つの
課題があると考える。

　　　①コンパクト・シティ、ミヅクスユース、高密度化などに代表される土地の有効利

　　　　　用

　　　②省エネルギー、エネルギー再利用などに代表されるエネルギーの有効利用

　　　③建物コンバージョン、長寿命化などに代表される物質の有効利用
　　本研究では、上記の3つの課題のうち①、②に着目し次のような点を明らかにする。

　　①土地の有効利用、エネルギーの有効利用を連携させる計画指針、基準のあり方
　　②上記の計画指針、基準を適用させるための都市再生地区、プロジェクトの類型化

　　　　と現況調査・分析

　　③サスティナビリティの実現のための土地の有効利用、エネルギー有効利用の実験

　　　　的検討、シミュレーション
　　④土地の有効利用、エネルギーの有効利用を連携させるための計画制度、事業制度

　　　　のあり方の検討
　　⑤都市再生地区などでサスティナビリティの実現のための関係権利者などの合意形

　　　　成システムの検討
1戎　本研究の特色と意義
　　これまでの都市再生研究は、土地の高度利用化、計画制度、環境負荷低減などの個別具

体分野での議論が多く行われてきた。本研究は、サスティナブル・デベロヅプメント実現

のために、個別分野を束ね、以下の特徴ある研究を進めることができた。

　　①土地の有効利用とエネルギーの有効利用を連携させる計画指針、基準のあり方を

　　　　総合的な視点から明らかにした。

　　②その実現のために要素技術にまでさかのぼって、土地の有効利用、エネルギー有
　　　　効利用の実験的検討、シミュレーションを行った。

　　③既存の計画制度、事業制度の下で関係権利者などがサスティナブル・デベロヅプ
　　　　メント実現のための合意形成を図る仕組みを事例研究により検討した。

　　　④上記の検討調査をもとに計画制度、事業制度のあり方を検討した。
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2．エリア・マネジメントによるサスティナブル・デベロップメント

2－1エリア・マネジメントによるサスティナブル・デベロップメントの実現

2一伺　エリア・マネジメントによるサスティナブル・デベロップメントの検討内容と対象地域

（1）エリア・マネジメントによるサスティナブル・デベロップメントの必要性

大都市都心部における大規模開発（大規模跡地、混在市街地）において、開発と環境保存の両立

のために適切な環境管理の下で、施設の集約化とシステムの効率化による複合機能の複合用途開

発を推進するとともに、土地の節約とエネルギー効率等の観点から、職住近接と自然環境の保全

にも資する持続可能な開発の必要性が高まっている。

　また、基盤整備が出来上がった都心部の成熟市街地においては、既存ストヅクに加えて新たな

都市基盤施設の整備にも限界がある点も踏まえ、都市活力の維持とバランスをとりつつ、将来的

な都市施設容量（インフラ・キャパシティー）や環境制約を考慮して土地利用や開発容量を決定す

るなど、いわゆる成長管理的な考え方の必要性もある。

最近、成熟市街地の都市施設の整備や大規模開発において、開発から地域管理にいたるまで環

境負荷の軽減に十分配慮した手法で導入している。そのように観点から特定エリアを対象として、

持続可能な発展が実現できる地区レベルでの取組みとして地域全体のエリア・マネジメントによ

る環境・エネルギー対策などの対応が必要であると考えられる。

（2）サスティナブル・デベロップメントの検討内容と事例地域の選定

①エリア・マネジメントによるサスティナブル・デベロップメントの検討内容

本章では、エリア・マネジメント活動として地域再生を目指すサスティナブル・デベロヅプメ

ントを実現するために行っている活動を中心に分析した。

具体的な分析内容としては、エリア・マネジメントの関連計画なかで、サスティナブル・デベ

ロップメントの実現の取組みと関係がある活動内容を中心に次のように整理した。特に、これま

でのサスティナブル・デベロップメントの観点からみると、環境・エネルギーと自然環境対策に

限られていたが、本研究では、それだけではなく、交通・物流と情報通信対策などもって幅広い

活動について調査を行った。

　　表1サスティナブル・デベロップメントの検討内容

項目 具体的な内容

①環境・エネルギー対策
地域熱暖房、廃棄物処理、ゴミリサイクル、ヒートアイランド対策な

ﾇ
②自然環境対策 屋上（壁面）緑化、緑、水、風（風の道）など

③交通・物流対策 物流管理、駐車場管理、循環バスなど

④情報通信対策 電波対策、ITS、ユビキタスなど

⑤その他 ①～④であげられていないこと

②分析対象地域の選定

エリア・マネジメント活動内容の中で、サスティナブル・デベロヅブメントに関連した具体的

な活動を行っている剛：21、汐留シオサイト、晴海トリトンスクエア、六本木ヒルズ、大丸有地区

など5つの地域を分析対象として選定した（表2の網かけの地域）。
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表2対象地域の選定

エリアサービス
区分

環境・エネルギー　　　　　情報サービス その他

湖醗簾
罵．廉鑑物塾理．纏轡イク 1’　＿1’　・　　ノ 譲勝鍵内シ瀞ム．

uﾋ彊．懲灘撮大規

ﾍ跡
n型

渉留 錘¢嬉　　　　　　　　　1’・メ駕軒プ毒 灘管理

飯田橋
　棄物リサイクル（各事業者ごと

ﾂ別） 一 水景施設保守

晴海 …　　　　　　　【情報インフラ構築】 一

縷曇：ン薩タ拶
縁鞠器

混在

s街
n型

鍼飢戴奪壁イ：タ矯　　　　　　・メタ鯉ブ毒・ 騰・蟹勲舷撃灘
東五反田 【エネルギー対策1 【電波対策｝

生際 鑛¢。が箋腰載、簸：繕鑑
’1触ぐバー・儲製．　　　　、

[飯鞭鍬鵬
　驚古画電翻嵐
ｲ距駐牽道歌

成熟

s街
n型

衆上襲 挺鉱ぜミ鯵・イ一団
ジプ・舜蜘、灘醗緯

ｲ一灘南

。，翻寧鱒ルバス蘭流

@澱1灘擾魏整
長堀 一 一 一

旧居留地 一 一 一

③研究の内容と方法

エリア・マネジメントによるサスティナブル・デベロップメントに関する研究の内容は、①既

往研究からサスティナブル・デベロップメントの概要、②それに関連した都市政策の動向、③エ

リア・マネジメントとサスティナブル・デベロヅプメントとの関係、そして④エリア・マネジメ

ントによるサスティナブル・デベロヅプメントを実現に関する具体的な活動内容について分析し

た。それに基づいて今後エリア・マネジメントによるエリア・マネジメントによるサスティナブ

ル・デベロップメントの課題と可能性について模索した。

　また、エリア・マネジメントによるサスティナブル・デベロップメントに関する事例地域に調

査については、既往研究及び関連組織と機関にヒアリング調査を行った。

　表3各事例地域におけるヒアリング関連機関と日程

類型 地域名 ヒアリング対象組織 ヒアリング日程

　成熟

s街地型
大丸有地区

三菱地所（株）ビル事業本部

s市計画事業室

2005年9，月9日

大規模

ﾕ地型
MM2ユ地区 （株）横浜みなとみらい21 2005年L月20日
汐留地区 汐留シオサイト・タウンマネジメント 2005年1，月19日

　混在

s街地型

六本木ヒルズ
森ビル（株）六本木ヒルズ運営本部

^ウンマネジメント室

2005年2，月15日

晴海トリトンスクエア 晴海コーポレーション（株） 2005年L月19日
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2引一2エリア・マネジメントによるサスティナブル・デベロップメントの背景

（1）持続可能性とサティナブル・デベロップメントの概要

①持続可能性の概念

持続可能性（Sustainability）という概念は、国連の環境と開発に関する委員会、通称「ブルント

ラント委員会」が1987年に発表した報告書「Our　Co㎜．on　Fu加re」1｝の中で使われ、広まる事となっ

た概念である。ブルンドラント委員会では、持続可能な開発（Sustainade　Develop墨ent）を「将来

の世代が自らのニーズに必要な可能性を損なうことなく、今日のニーズを満足する開発」と定義し

ている。

EUの都市政策についてのレポートである「European　Sustainable　Cities」（1996年）では、上記

のブルントラント委員会などを引きつつ、持続可能な開発を以下のようにまとめている。

持続可能な開発は単に環境保全を意味するより非常に広範な概念であり、それは、将来の世代

への配慮や長期的な健康や環境保全への配慮を意味するものである。この中には、生活の質への

配慮や、現在の世代の公正性、現在と将来の世代にまたがる公正性、社会的な幸福が含まれ、そ

して、開発は環境システムのキャパシティを超えないものとしている。

　持続可能な都市（Sustainable　city）とは、この持続可能な開発を都市計画・都市経営の分野に

適応したものであり、経済的な維持・発展、都市コミュニティの維持、環境負荷や資源等の環境

制約要因への配慮を両立させる都市の形成を目指す概念である。

②持続可能な都市についての考え方

　持続可能な開発や持続可能な都市という概念は、広く使われているものの、具体的に何を意味

するのか、そしてそれらを実現するためにどのようなことが必要なのかについての統一的な理解

は未だ築かれていないのが現状である。

　その中で、学識者や建築家等のグループが独自に研究し、提案している事例がいくつか見られ

て、その中の代表的な考え方は次のように整理した。

6）Europea湾Sustainable　Citles（EU・1996年）

上記のEUによる「European　SustainaUe　Cities」では、持続可能な開発を行っていくために

考慮すべき領域を①都市のマネジメント、②政策統合、③エコシステム（環境や社会構造）の配

慮、④協力とパートナーシップの4つにまとめている。

　この中では持続可能性を政策の目標とするためにどのような事柄について配慮すべきかが

提案されており、①環境的な限界（生存していくために必要な環境リミット）、②需要マネジメ

ント（リミットに基づくマネジメント）、③効率的な資源の活用、④複合的利用と社会的経済的

な多様性、⑤公正性（コミュニティの結束）などが持続可能な都市を定義していると言える。

（11）Achlev1Rg　Sustai　nable　Urban　For餓

　また、イギリスを中心とした学識者が発表した「Achieving　Sustai聡bleUrban　FomJ2）では、

どのような都市形態、都市政策が持続可能な都市に結びつくのがということについて、様々な

データを用いて検討し、結論として持続可能な都市形態（持続可能な都市形態に必要な事柄）に

ついて述べている。（結論としては、地域特性や影響の不確実性などから一概には言えないと

している。

持続可能な都市形態については、コンパクトや集中といったキーワードや複合用途といった

キーワードで説明されているが、どの程度のコンパクトさや複合度などについては、それぞれ
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交付決定額（配分額） （金額単位：円）

直接経費 間接経費 合計

平成16年度 8，000，000 0 8，000，000

平成17年度 5，400，000 0 5，400，000

平成18年度 1，800，000 0 1，800，000

総計　　　　　　　　　15，20α000　　　　　　　　　0　　　　　15，200，000

研究発表

（1）学会誌等

小倉　裕直・岡野　聡史、次世代技術導入によるエネルギーサスティナブルな地域開発に

関する研究　一廃熱のオフライン化学蓄熱輸送利用に向けて一、日本都市計画学会都市計画

論文集41－3、2006年

天明　周子・小林重敬、エリアマネジメントの視点から見た「東京のしゃれた街並みづく

り推進条例」に関する研究　一公共空問の活用を中心に一、日本都市計画学会都市計画論

文集41－3、2006年

村木美貴・小倉裕直、イングランドの都市計画における再生可能エネルギー政策とその実現

性に関する：研究、臼本都市計画学会　都市計画論文集4（ト3号、20◎5年

Miki　M縫raki＆B：ironao　Ogura、　Sモヨs芝a麦ヨ｝ab董¢Deve1｛：｝pm，e煎£o：r　Ur亘）a捻Re饗¢〔）era蓄iσB沁Tokyo｝3ay

Aじ¢a：Bωw達ぜie五d　Devel◎pments　wl匿hお驚ct乏ve　E蓑玉ergy　U重ili冗aまiOn、　Asian　Plalming　Schools

Association、2005年

李　三株・小林　重敬、大都市都心部におけるエリアマネジメント活動の展開に関する研究

一　大手町・丸の内・有楽町（大丸有）地区を事例として、日本都市計画学会都市計画論文

集39－3、2004年

村木美貴、都市再生のための計画と事業の関連性に関する研究　一　イングランドの広域都

市圏の都市再生と計画主体に着目して、日本都市計画学会都市計画論文集39－3、2004年

B：ironao　Ogura　＆　Miki　Muraki、　Pla：㎜ing　Strategies　for　Sustainable　DeveloP湿e！｝t　by

Effective　Energy　Utilization、　Association　of　Ccllegiate　School　of　Pla㎜ing3－11

2004年

（2）口頭発表

潮田尚史・吉田聡・佐土原聡、神奈川口構想における工場排熱活用の事業化に関する研究

日本建築学会大会、2006年

佐土原聡・元アンナ・吉田聡、東京都区部における分散型エネルギーシステムのグランド

デザイン　その4　一エネルギー面的利用の負荷平準化効果の分析一、日本建築学会大会

2006年



の考え方があるとしている。

そして、この持続可能な都市形態が持つ性格としては①コンパクトさ（様々な形態がある）、

②複合用途と適切な街路配置（街区のレイアウトやサイズ）、③優れた公共交通ネヅトワーク、

④環境の管理、⑤優れた都市マネジメント等あようなことがあるとしている。

　また、持続可能な都市形態には決まった最終的な一つの形があるのではなく、環境の質や社

会状況などとバランスを取っていくためには、都市を形成していくプロセスが重要であるとし

ている。

（111）アワニー原則

アメリカの建築家が提案した「アワニー原則」（1991年）3）は、持続可能な都市コミュニティを

形成していくための原則を示したものである。

「アワニー原則」によると、①多機能、複合機能の形成、②自動車依存から脱却（公共交通や

徒歩・自転車交通の利用促進）、③多様な社会（世帯）構成、④自然環境への配慮、⑤資源（エネ

ルギー）の効率的利用といった事柄を重視し、都市開発を行うことが望ましいとしている。

（2）地球環境・循環型社会に対応した都市政策

①環境配慮に向けた都市づくりを目指す議論の進展

　1997年の都市計画中央審議会の報告では、「環境に係わる問題は即ち都市の問題であって、環境

と共生する都市の実現が重要な課題である」とし、「自然に過度に依存した資源エネルギー多消費

型の都市構造を見直し、自己完結型の都市構造を志向」する方向を打ち出している。

　また、1998年の「都市再構築へのシナリオ」では、地方中枢・中核都市において、「環境問題へ

の意識の高まりも踏まえ、都市の周辺の緑を極力残し、施設、エネルギーを効率的に使えるコン

パクトな構造とすべきである」と指摘し、また日本都市全体として「省エネルギー型の都市構造」

や「都市廃熱の回収」といったものが都市再構築へのキーワードとして上げられている。

　第1章で紹介した2003年の社会資本整備審議会は新しい時代の変化を乗り切る21世紀型都市

再生ビジョンで、今後の都市政策を考える上での課題として「地球温暖化」を上げており、そこ

から、これからの都市政策の方向として、「持続可能な都市の実現」を掲げ、拡散型都市構造から

の転換を指摘、その基本的方向として「市街地のコンパクト化」を目指している。また、2004年

6月には、社会資本整備審議会環境部会は社会資本整備分野における地球温暖化対策について中

間とりまとめをした。
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（出典：国土交通省社会資本整備審議i会（2003））

　　　　　　　　図1駅周辺等の拠点的市街地及び徒歩生活圏イメージ

②都市再生によるサスティナブル・デベロップメントの展開

G）都市再生事業を通じた地球温暖化対策・ヒートアイランド対策の推進4｝

　都市は、国の活力の源泉である一方、エネルギー消費密度の高い都市のあり方は、地球温暖化

問題やヒートアイランド現象などに大きく影響する。都市の再生は、都市に抜本的・構造的な環

境負荷低減対策を組み込む好機であり、「持続可能な都市」であるための幅広い取組を強力に推進

する。また、高度化等が行われる地域を中心に、以下のような、まちづくりと併せた環境負荷低

減のための取組を一体的集中的に推進し、上昇を続けている都市中心部の気温の低減と二酸化炭

素排出の削減を図ることである。

　　表4第8次都市再生プロジェクト「都市再生事業を通じた地球温暖化対策七一トアイランド対策の展開」の概要

○都市に抜本的・構造的な環境負荷低減対策を取り組む好機である都市の再生を通じ、「持

売可能な都市」への幅広い取組みを協力に推進

都市再生緊急整備地域等で、まちづくりと環境負荷低減対策を一本的集中的に推進し、都

市中心部の気温の低減と二酸化炭素排出の削減を図る

都市のエネルギー消費の合理化・排熱抑制

○高効率のエネルギーシステムの導入を推進

○企業連携による共同輸送化を推進

緑化等による地表面の熱環境の集中改善

○広場、屋上、地下道路・通路の地表面等の「，・

の再開発」、校庭の芝生化、壁面緑化等

○道路の保水性舗装化と散水、緑陰道路化野

建築物の環境性能の向上

○大規模建築物の環境性能を客観的・総合的

に評価・表示する仕組みを確立し、大都市部

において概ね5年後に一般化することを目途

重視する視点（モデル的取組みを推進・支援）

○様々な場面での共同化や連携等を通じた構

造改革の推進

　（街区単位でのエネルギー施設の集約、熱源

の相互利用、共同輸送、これらの需給の繋ぎ
合わせ等）

○利活用が不十分な既存ストヅクや資源の最

大限活用

　（新エネルギー（未利用熱源を含む）の活用、

下水再生水・地下鉄トンネル湧水の道路散水、

水面再生等への多面的活用、地場産材の都市

再生事業への積極利用等）
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　　（出典：都市再生本部（2005）、都市再生REPORT　NO．5、　p2）

　これらの取り組みに当たっては、①街区等単位でのエネルギー施設の集約、熱源の相互利用、

共同輸送、これらの需給の繋ぎ合わせ（マッチング）等、様々な場面での共同化や連携等を通じた

構造改革の推進、②新エネルギー（未利用熱源を含む。）の活用、下水再生水・地下鉄トンネル湧

水の道路散水、水面再生等への多面的活用、地場産材の都市再生事業への積極利用等、利活用が’

不十分な既存ストックや資源の最大限活用の視点を重視し、モデル的取組を推進・支援する。

　また、大規模な建築物の建築について、エネルギー利用、ヒートアイランド対策等の観点に関

わる環境性能を客観的・総合的に評価し点数表示する仕組を確立しようとしている。このための

基準を産学官の連携により整備し、市場機能や地方公共団体の助言指導等を通じ、大都市部にお

ける大規模建築物については概ね5年後に一般化することを目途として普及する。

（ii）地球温暖化対策・ヒートアイランド対策モデル地域

　「地球温暖化対策・ヒートアイランド対策モデル地域（以下「モデル地域」という）は、都市

再生の機をとらえて、都市に環境・エネルギー対策を組み込み、全国のモデルとなる先導的な取

組を実施する地域として、都市再生緊急整備地域その他都市活動の集積している地域等において

選定する。

　まちづくり施策と併せて、地球温暖化・ヒートアイランドの改善に資する環境・エネルギー対

策等を、時間と場所を限り一体的・集中的に投入することで最大の効果を図ることを目的とし、

経済活力と良好な環境を併せ持つ都市の再生を目指す。その進捗を通じて、京都議定書の目標達

成にも貢献する。

　「モデル地域」で実施される先導的な取り組みについては、今後、下府省、関係地方公共団体、

民間の施策を重点的に投入することでその集中度を一層高め、着実な推進が図られるよう努める。

取り組みの推進状況は、上記ワーキンググループにおいて評価し、適宜内容の見直しを行う。

（帽）「モデル地域」の選定の考え方

都市活動の集積している地域等であって、まちづくり施策と地球温暖化対策・ヒートアイラン

ド対策が併せて実施される地域のうち、次のいずれにも該当するものを選定する。

①国、地方公共団体、民間の共同化・連携等により、一体的・集中的な取組がある地域

②未利用ストックや資源の活用、高度な技術・ノウハウ等の活用など創意工夫を活かした先導

的な取組のある地域

③取り組みの結果、効果的な環境負荷軽減が見込まれる地域

複数省庁の関係施策が併せて実施される地域を原則とするが、一省庁の関係施策と地方公共団

体や民間の施策とが連携して実施され、かつ全：国のモデルとなる先導性を有する地域も含む。モ

デル地域は10都市で、13地域が選定された。

そのような都市再生事業を通じた持続可能な都市づくりを進めるにあたっては、エネルギー消

費構造や、地域の現況と今後の開発予定など、地域特徴に即した戦略的な取組みが重要となると

考えられる。
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表5地球温暖化対策七一トアイランド対策モデル地域

都道府県 モデル地域 主な取り組みの概要

北海道

札幌市都心地域

札幌駅前通の地下道整備や工場跡地再開発に併せ、雪冷熱エネル
Mー、バイオマスエネルギー、天然ガスコジェネを活用したエネルギーネットワークを構築。

室蘭市臨海地域
土地区画整理事業区域を含む臨海地区に風力発電施設を設置。新

K造成団地において新築住宅等に太陽光発電を集中的に導入。

都心地域

下水等未利用エネルギーを活用した都市廃熱供給処理システム導

?、屋上等緑化、保水性舗装と散水等官民を挙げた地球温暖化、ヒ

[トアイランド対策を実施。

新宿地域
再開発事業等への環境配慮を内在化（建物の断熱性能の向上、屋上

剽ﾎ化等）。新宿御苑を核とした地域の熱環境改善構想を作成。

東京都
大崎・目黒周辺

@　地域

目黒川を軸とした風の道の確保、保水性舗装やまとまった緑の確保等

�ｷり込んだ環境配慮ガイドラインの策定と地域を挙げた取組を実

{。

品川駅周辺地域

　市・居住環境整備重点地域である品川駅周辺の今後の開発に際

ｵ、風の道を含む新たな環境共生モデルを検討。大規模集合住宅等

ﾌ建設に併せた建築物の省エネルギー対策、屋上等緑化を推進。

神奈川県
横浜市中心部・

@金沢地域

立体公園制度を活用した大規模な緑化や保水性舗装・散水のほか、

ｩ然エネルギー・廃棄物発電・バイオマスからエコエネルギーを製造

ｵ、電力のみでなく熱利用も視野に地域の事業所、住宅等に供給す

驛lットワークを構築。

愛知県
名古屋駅周辺・

嚮ｩ・栄地域

　市再生緊急整備地域における都市再生事業に併せ、地域冷暖房

ﾌ導入や未利用エネルギーの活用の検討など地球温暖化・ヒートアイ

宴塔h対策を集中的に実施。

大阪駅周辺・中

V島・御堂筋周

@辺地域

β市再生緊急整備地域における都市再生事業に併せ、未利用エネ

激Mー（河川水）を利用した地域冷暖房、鉄道の整備に併せた公園・

ﾎの整備など、水都・大阪の特牲を活かした地球温暖化・ヒートアイラ

塔h対策を集中的に実施。

大阪府

守口市大日地域

β超再生緊急整備地域における大規模工場跡地の開発事業に併

ｹ、太陽光発電施設の設置や透水性舗装、道路散水などを集中的に

ﾀ施。

茨木市・箕面市

@彩都地域

大規模なまちびらきに併せ、カーシェアリング事業、太陽光発電等の

Vエネルギーの導入、緑化等を実施。

高知県 須崎市中央地域

津波避難路の整備・土地区画整理事業に併せて太陽光発電・風力発

dを設置。廃棄物処分場跡地、公共施設等にも太陽光発電を集中的

ﾉ導入。住宅や公共建築物等への高知県藷粥の活用と植林も推進。

福岡県

北九州市小倉
附閨E洞海湾臨

@海地域

企業遊休地等の再開発や既存工場との連携により、環境共生住宅・

n域冷暖房・風の道の整備、隣接工場のエネルギーの活用等、既存

Y業インフラの活用及び総合的なまちづくりと一体化した地球温暖化

ﾎ策を集中的に実施。

（3）東京における地球温暖化対策・ヒートアイランド対策の取り組み

①ヒートアイランド対策推進エリアと熱環境マップの作成

東京都は、23区におけるヒートアイランド現象の発生要因とされる人工排熱や地表面被覆の

状況等が、大気に与える影響（熱負荷）を示した「熱環境マップ」を作成し、これに基づき、「ヒ

ートアイランド対策推進エリア」として区部4箇所を設定した。

今後、この「ヒートアイランド対策推進エリア」で都市再生の一環として、民間再開発等にお

・9一



ける対策の誘導とともに、保水性舗装、壁面緑化、校庭芝生化等を重点的に実施する計画である。

また、この推進エリアは、本日、国の「地球温暖化・ヒートアイランド対策に関するモデル地域」

に採択されたので、国の施策とも連携しながら、対策を推進する予定である。

②ヒートアイランド対策ガイドラインの作成：民間建築物における対策の推進

　東京都では、これまでも公共施設を中心とした率先事業や各種制度の実施により、保水性舗装・

屋上緑化・校庭芝生化等の各種対策を推進してきたが、ヒートアイランド対策は幅広い主体によ

り取り組む課題であり、民間建築物における対策の推進も重要である。

　そこで、民間事業者や都民が、建物の新築や改修時に、地域の熱環境に応じたヒートアイラン

ド対策に取り組んでもらうため、熱環境マヅプ、東京モデル（地域特性別対策メニュー）、及び建

物用途別の対策メニューを「ヒートアイランド対策ガイドライン」として取りまとめた。

　今後、建築主・設計者等においては、本ガイドラインを活用し、地域の熱環境を把握した上で、

地域特性に適したヒートアイランド対策技術を積極的に取り込むことも期待されている。

2ヨー3　持続可能な都市とエリア・マネジメントの関係

G）持続可能な都市と環境・エネルギーとエリア・マネジメント

①「持続可能な都市」を実現する都市空間像・軸の構築

　G）都市づくりの方向性・望ましい都市構造の共有から具体の地区イメージへ

人1コ減少や高齢化、地球環境問題などといったこれまでとは異なる問題が顕在化してきた結果、

都市づくりの方向性として、「既存市街地の再構築」や「環境・景観への配慮」、「安全・安心な都市」

などと言ったキーワードが出されてきた。

　このような中で、「コンパクトな都市」や「拡散型から縮退（メリハリ）」といった都市の大きな都

市イメージが提案されている。しかしながら、これらの都市イメージを具体的な都市空間、生活

区間に落とした地区イメージ、そしてそれをどのように展開していくのかと言う点については議

論が深まっていない部分もあるため、都市イメージを実現するためにも都市を構成する地区のイ

メージについて整理することが必要である。

（肩）都市づくりの主体・官から民へ

　また、「都市再生」、「地域再生止いう流れの申で民間や地域住民などによる都市づくりの取り

組みが期待されている。具体的には「と示唆製緊急整備地域」や「特区」という一定の範囲の中で民

間の創意工夫を都市づくりに活かすということが求められ、そして地域の住民などによって街が

運営、管理していくことが期待され、国の支援もそういった方向性に向かっている。

　つまり、都市を構成する都市空間、生活空間の改善に民間の創意工夫を取り入れ、部分から徐々

に既成市街地の再構築を図っていくといる流れが生まれている。そのため、地域や地区で民間や

市民がどのように地区を改善していくのかについてイメージを提案していくことが必要である。

（111）温暖化対策や安全・安心など様々な領域からの要請に応える地区像の提案

京都議定書の発効をうけたこれからの温暖化対策では、これまでの「個の対策」に加え「面・ネヅ

トワークの対策」の促進が求められているため、これまでの理念的な目標・方針の共有から具体の

都市づくりの局面で温暖化対策にアプローチしていくことが必要となっている。

　また、安全にそして安心に暮らせる生活空間への関心も高まっており、これらの要求に対応す

る生活空間モデルの提案も求められている。
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以上のことから、これまでの国などから提案されている都市全体の構造や都市イメージ・方向

性を整理した上で、これらを実現するための具体的な都市空間像、地区の姿について検討してい

くことが重要であると考える。

②多様な環境配慮ライフスタイルを支える都市像・シナリオの構築

都市の作り方（供給側）と多様なライフスタイル（需要側）を環境配慮に近づけていくために、こ

れらを一体的に示すいくつかのシナリオを検討し、提示していくことが必要であると考える。

G）需要側・供給側の取組みを一体的に示すシナリオ構築の必要性

資源の循環を目指した循環型社会に向けた取組みにおいては、下記にあるようにライフスタイ

ルが異なるいくつかのシナリオを設定し、そこで、展開されるシステムが整理されている。エネ

ルギーの取組みにおいても、取組みのイメージを描く、このようなシナリオの構築が必要と考え

られる。

て壌の地域に落とした取組み（都市政策と環境政策の連携）を示すためのシナリオ構築の必要性

　また、様々な省エネルギー、エネルギー利用の効率化に向けた取組みを具体の都市の中で展開

していくためにも、具体の都市の中でどのようなシステムが導入され、どのような暮らし方が展

開されているのかを示すシナリオを構築していくことが重要と考えられる。

以上に見たように持続可能な都市が持つ性格として以下のようなことが考えられる。

　表6持続可能な都市が持つ性格

区分 概要 都市側のメリット エネルギー側のメリット

コンパクトな 様々な都市の活動（商業や業 ・拡散型都市構造からの転換 ・密度UPによる効率的

都市形態 務、交通など）がコンパクトな範 による都市のマネジメントコス なエネノレギー利用や都

囲に展開される都市の形態で トの抑制 市内エネルギー源（自然

あり、単に一極に集中されるも ・メリハリを付けた市街地づくり エネ、排熱等）の活用周

のではなく、コンパクトな地区 による賑わいの形成 辺地域でのオープン
が都市の中で展開される形態 ・高齢化社会に対応する「歩ペースによる都市気候

いて暮らせる市街地」の形成 緩和　　　　．

複合的な用 単一機能により地区を構成さ ・様々な機能が身近に存在す ・エネルギー需要の平準

途による地区せるのではなく、上記に述べた る事による街の利便性確保 化（昼間・夜間の差異軽

の構成 コンパクトな範囲の中に、様々 ・多様な都市活動の展開によ 減等）

な都市機能が展開される地区る都市活力の維持創出

蕾成

都市コミュニ多様な社会階層、世代、職業 ・地域内連携やコミュニケーシ温室効果ガスの排出原
ティの維持 が存在し、それらが強力なコミ ヨンの促進（生活面、治安面、 単位の軽減／環境配慮

ユニティにより維持される地区 防災面、福祉面等） 型ライフスタイルの促進

自動車への 質の高い公共交通により、コ’ ・混雑、騒音・大気汚染等解 ・移動エネルギー（総量

依存を低減さ ミクトな地区が結ばれるとハ 決 及び原単位）の低減

せる都市交 に、地区の中では徒歩・自転 ・交通事故低減

通体系 車交通が重視された地区 ・健康増進

β市マネジメ社会構造や環境の状態を持続 ・インフラ経費（イニシャル、ラ ・エネルギー・モニタリ’

ントの展開 させるためのモニタリングやコ ンニング）低減 グによる適性運用を通“

ントロール（土地利用規制や機 ・都市経営のB／Cの継続的改た省エネ実現／更新時の

能誘導など）のシステムが組み 善 エネルギーシステム改善

込まれた都市づくり
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（2）都市づくりの課題～持続可能な都市に向けて～

2003年4月にとりまとめた社会資本整備審議会都市交通・市街地整備小委員会のレポート5に

よると、現在の都市を取り巻く課題として地区温暖化や人口減少、拡散型市街地などが指摘され

ている。

持続可能な開発は開発プロセスに対する反省も重要である。日本の地域開発はしばしば外来型・

開発と呼ばれたように、開発の駆動力を地域内部にある固有の人材や資源に求めるというよりも、

外部から企業を誘致することに主眼がおかれ、地域は受け皿を準備するというスタイルが多かっ

た。しかし、グローバリゼーションの進展が地域産業の空洞化をまねきかねない状況に直面して、

地域資源や地域の伝統文化など、地域内部の潜在的可能性を活かし力量を伸ばしていく内発的な

発展のあり方を探る地域が増加している。

持続可能な発展は環境的な持続可能性を出発点として重視しつつも、開発のプロセスと成果を

測る尺度を転換するという意味で、社会的・経済的持続可能性を確保することも同等に重要なの

である。持続可能性は多元的要素をもっているので、空間や文化の独自の重要性を強調して、環

境的持続可能性、経済的持続可能性、社会的持続可能性に加えて、都市と農村のバランスのとれ

た配慮などの空間的持続可能性や、文化的持続可能性を持続可能性の柱として位置づける論者も

いる。ただこうして対象とする領域を広げていくと、持続可能性が追求されるべき個別領域は明

確になるものの、地域社会づくりの目標としては総合性も見えにくくなるし政策的な操作性はか

えって弱まる。各領域の持続可能性を統合した地域社会で共通了解化されるべき将来ビジョンの

明確化が求められる6）。

　したがって、持続可能な地域社会という議論は環境的な持続可能性を前提にしながら、経済的

な持続可能性と社会的な持続可能性等を併せて統合的に議論しないといけない。すなわち、持続

可能な地域社会づくりに環境、経済、社会を統合する基本視点を確立したうえで各領域間の相互

関係を踏まえつつ、各領域での取組みを具体化する必要があると考える。

　そのように、持続可能な地域社会の実現するために地区レベルでの取組みとしてエリア・マネ

ジメントを考えられる。
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2－1－4　事例地域におけるサスティナブル・デベロップメントの取り組み

（1）みなとみらい21地区

①関連計画における取り組み：みなとみらい21街づくり基本協定

6）街づくりの基本的要素

　それぞれの街の特性に応じて、特色のある街づくりを行ううえの主たる個別の要素について、

特に②水と緑、⑦駐車場と駐輪場などについて基本的な考え方を確認している。

（11）都市管理項目

来晶晶や施設利用者への便利性、快適性の向上に資するため、開発段階に応じた各種施設の快

適な維持・管理及び効率的な運営に共同して努めるものとし、エリア・マネジメントによるサス

ティナブル・デベロップメントの具体的な取り組みとしては、①都市システムの利用、②高度情

報化への対応、⑤環境への配慮、⑥周辺市街地への配慮、⑦リサイクル社会への対応、⑧交通円

滑化への対応等が挙げられる。

　　表7街づくり基本協定による都市管理項目

項目 内容

①都市システムの利用

・新しい都市システムとして地区に導入されている地域冷暖房、真空集

oシステムについてはこれらを利用するものとする。

Eただし、住居において廃棄物減量化の対策がなされ、かっ収集環境へ

@の配慮がなされているものについては、この限りではない。

②高度情報化への対応

・高度情報都市としての地区の位置付けを考慮し、極力、高度情報化に

ﾎ応した機能を有する建築の構造となるよう配慮する。

Eまた、地区内に導入が計画されている各種の高度情報通信システムに

ﾂいては、これらの積極的な活用に努め、既に導入されているCAT

@については、これを利用するものとする。

③都市防災等への配慮
・防災都市としての地区の位置づけを考慮し、極力安全性の高い建物

@の計画、構造となるよう配慮：する。

④バリアフリー社会への

@配慮

・誰もが快適で利用しやすく、安心して生活できるまちを目指し、建物・

@都市施設などの計画に配慮する。

⑤環境への配慮

・自然との調和をはかると共に資源・エネルギーを有効に利用する環児

演ﾗの少ない街づくりを目指し、建物・都市施設などの計画に配慮す

@る。

⑥周辺市街地への配慮

・本地区の開発に伴って、地区内及び周辺市街地において、電波障

@害、風害等の都市災害が生じた場合には、別途基準を定め共同し

@その解決にあたるものとする。

⑦リサイクル社会への対応
・廃棄物問題に対応するため、廃棄物の減量化を図るとともに資源化物

ﾌリサイクルを共同して進めるものとする。

⑧交通円滑化への対応
・自動車交通の円滑化、路上駐車の防止のため、駐車場への適切な経

@路誘導に努めるものとする。

⑨その他
・その他、みなとみらい21の街づくりに資する適切な都市管理につい

@は、協力してこれを行うものとする。

②環境・エネルギー対策

剛21地域における主な環境・エネルギー対策としては、地域冷暖房、エネルギー再利用、バイ

オマスエネルギーの研究、ゴミ回収・リサイクルなどがある。

　地域冷暖房はみなとみらい21熱供給という会社が蒸気と冷水を地区内に供給し、エネルギー再

利用については、真空集塵システムで生ごみやリサイクルごみ以外のものを一括集塵している。
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また、バイオマスエネルギーについての研究については、事業化するとしたらどういう問題があ

るかについての基礎研究を終えた。そして、ゴミ回収・リサイクルについては、みなとみらい21

リサイクル推進協議会でリサイクルごみの収集を推進している。

G）地域冷暖房システム：熱エネルギーを効率的に活用

地区内の熱需要に対応するため、日本最大の地域冷暖房システムを採用している。これにより、

温冷熱を集中的に製造・供給・管理しエネルギーの効率的使用を図るとともに、公害や都市災害

のない安全な都市生活を実現することを目指している。この目的から、経験の豊富な三菱地所に

東京電力と東京ガスがはじめて協力する形でみなとみらい21熱供給（株）が1986年に設立された。

　表8地域冷暖房システムの概要

現況

現在、地区内施設などへ供給中。特に、センタープラントでは低廉な深夜電力を

g用する世界最大規模のSTL潜熱蓄熱システムを採用、第2プラントでは業務用

ﾆしては日本最大のコージェネレーシ3ン（熱電供給システム）の排熱を使用するな

ﾇ熱コストの削減と省エネルギーを図っている。さらに、今後の供給地域の拡大に

ｹせて、第3プラントの計画も進めている。

熱供給開始 1989年4月
供給エリア UOha
事業主体 みなとみらい21熱供給株式会社

事業概要
地区内で必要となる温・冷熱を集中的に製造し、エネルギーの効率的な運用を図

閨A省エネルギーに貢献する。

経過・進ちょ

@く状況

平成元年4月：熱供給開始、平成6年4月：センタープラント設備増強

ｽ成9年6月、24街区内の第ニプラント稼働（現在ユ7施設に供給）

Gう）都市産業廃棄物処理システムG991年4月）

地区内の各施設から排出される廃棄物を効率的・衛生的に収集し、都市の環境をより快適にす

るために、都市廃棄物処理システムを導入している。これにより、地区内の投入口から投入され

た廃棄物は共同溝等に収容された輸送間を経て、みなとみらい21クリーンセンターへと送られ、

焼却工場へ車両輸送される。

そして、地区内の各施設から出される廃棄物の減量化と資源化を促進している。地区内の全事

業者が共同事業としてみなとみらい21リサイクル推進協議会を設立して古紙・びん・缶類を回収

している。

　表9都市産業廃棄物処理システムの概要

事業名 事業概要 経過・進ちょく状況

都市廃棄物

?理システ

@　ム

共同溝内に敷設された管路によって、地区

烽ﾌゴミを効率的に収集する。なお古紙等

ﾉついては、みなとみらい21リサイクル推進

ｦ議会で分別回収している。

平成3年4，月、システム稼働開始。

i現在16施設を回収〉

（浦）ゴミ回収ボリサイクル

みなとみらい21リサイクル推進協議会は、事業を実施における協議会の運営に係わる事項、さ

らには古紙等の共同回収等に関する業務に係わる事項を民間地権者間に協議するために、幹事会、

管理部会を随時開催している。

循環型社会の実現にむけた新しい回収システム等について研究するなど環境保全に対する先進

取り組みについても考えている。
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③自然環境対策：緑のネットワーク形成

みなとみらい21地区では、ウォーターフロントという恵まれた立地条件を活かすため、中央

地区の日本丸メモリアルパーク、臨港パークや新港地区の赤レンガパーク、新港パーク、運河パ

ークなど水際線に特色ある緑地を配置し、それぞれの緑地をプロナードで結んでいる。また、中

央地区の中心にグランモール公園を配置し、みなとみらい21地区全体で緑のネヅトワークを形成

している。

　されに、今後、帷子側沿いには水際公園を、新高島駅付近には高島中央公園を整備する予定で

ある。高島公園中央公園の計画にあたっては、市民による懇談会により、基本構想を検討するな

ど、市民や来二者に親しまれる公園づくりを目指している。

④交通・物流対策

環境にやさしい電気自動車を共同利用（カーシェアリング）し、ITS（lntelligent　Transport

Systems：高度道路交通システム）技術で利用者をサポートするレンタカーシステムが、日本で初

めて脳21地区で実証実験され、実用化されている。また、駐車場管理システムを導入して囲21

地区の駐車場を管理している。しかし、剛21地域の特徴上で地区内における物流管理については

対応していない。

⑤情報通信紙策

　情報通信や省エネルギーの技術を生かした安全で快適な都市環境の整備、企業活動や市民生活

を支援するための様々な事業や実験が行われている。

（i）光ファイバーネットワーク

地区内に、複数の通信事業者による光ファイバーが整備されており、多彩なサービスが提供さ

れている。

GのCATVシステムと電波対策

開発に伴う電波障害対策の実施と、CATV施設のより高度な活用を目的として（財）ケーブルシテ

ィ横浜がCATV事業を実施し、盗21事業による周辺地域への電波対策として横浜都心電波対策協

議会を設立し活動を行っている。

（2）汐留シオサイト

①関連計画と取組み：オフィスの省エネプロジェクト

　オフィスの省エネプロジェクトは、日本を代表するオフィス街やビルオーナー企業、テナント

企業などを対象に、具体的な省エネ数値が確認できるヅールや省エネ実践情報など、省エネを実

行しやすい環境作りをご提供、ご提案させていただき、昨今エネルギー消費量が増加傾向にある

民生業務部門における省エネルギー実践活動の推進を図ることである。

具体的なところでは近年、多くの最新省エネビルが立地し、多方面において影響力がある汐留

エリアなどでオフィスワーカーの方々に実践していた「省エネ計測結果」を各マスコミ・メディ

ア等を通じてr汐留エリアが省エネの街』という形でPRすると同時に、『オフィスの省エネプロ

ジェクト』の実施エリアの拡大を図ることである。

　具体的な実施概要としては、①計測装置や情報提供による省エネの推進、②夏季・冬季に推奨
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する省エネ10習慣、③夏季の冷房設定温度28℃の推奨と軽装の実施、④オフィスワーカー、ま

たその家庭における省エネ実践の普及活動、⑤活動支援ヅールの提供、⑥効果的広報の実施など

である。

②地域冷暖房

汐留アーバンエネルギー（株）を設立して地域冷暖房を供給している。この施設はコージェネレ

ーションなどの採用により、建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業としてNEDO7により

建設費の1／3補助を受けた。また、日本テレビなど、公共性の非常に高い企業を対象にしているた

め、災害における防災拠点としても考慮されている。

　コージェネレーションの効率は廃熱をいかに年間に通してバランスよく利用できるかに掛かる

が、4、11月の廃熱利用ができにくい時期に年間保守整備を行うなどで、全体として十分効果が

あると判断している。

　各ビルへの冷水の温度差は10℃で設計されているが、現状は7℃程度となっている。　ビル側

と使用方法のアドバイスなどを通じ、設計温度差になるようにしたい。エネルギー効率雛販売熱

量／（ガス＋電力＋廃熱蒸気）で表すことができるが、現状86～90％とかなり効率となっている。

　表10汐留地区地域冷暖房施設概要

項目 内容

会社名 汐留アーバンエネルギー株式会社

設立年度 1998年6，月17日

資本金 11億円

株主
㈱電通（27．3％）、日本テレビ放送網（27．3％）、アルダニー・ベストメンツ・ピーチイーイー・リミッテッド㈱、東京ガス㈱、松下電工㈱、三井不動産㈱

事業目的 1．蒸気・温水・冷水等の熱供給に関する業務

Q。前号の熱供給に係る設備機器の維持管理業務ほか

事業開始 2002年11，月1日

③再生水の供給

東京都は、汐留地区への再生水の供給を平成14年11月より開始した（図5－3－1）。この再生水は、

芝浦処理場にて下水を高度処理した水で、地区内の高層ビル等において、水洗トイレ洗浄用水等

の雑用水として利用される。

　このような雑用水利用施設は近年着実に増加しており、下水等の再生水や雨水は、都市におけ

る貴重な水資源となっているなど、今後も渇水時の上水道使用量の低減等、水の有効利用を図る

ために一層の普及が望まれている8）。

④路面散水実験施設の導入

汐留シオサイトでは、散水装置から保水性舗装への散水が展開されている。これは、都市部に

おけるヒートアイランド現象の改善を図ることを目的として、普通の舗装は、水を舗装内部に浸

水させないが、ここで用いられている保水性舗装は、すき間のあるアスファルト舗装に保水剤を

充填し、そこに、水を蓄え、その水が蒸発するときの気化熱で、路面の温度を下げる仕組みとな

っている。

　しかし、それだけでは、水が乾ききったときに冷却効果がなくなってしまうため、路面散水装

置を併せて設置し、冷却効果を持続させる工夫が取り入れられている。
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図2中水道の供給現況 図3路面散水実験施設

（3）晴海トリトンスクエア

①トリトンスクエアの環境情報マネジメント

　トリトンスクエアでは、建物のエネルギー消費や環境保全機能について、定型的な情報管理の

仕組み（BEMS：8uilding　Enviro㎜ent＆Energy　Manage述ent　Syste狙）を構築し、広範囲で継続的な

「環境情報マネジメント」を実施する。データとシステムの有効活用により、ムダ・ムラ・リスク

の少ない機能的なプロパティマネジメントの確立を目指している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　図4BEMSの概念図

①BE凹Sの管理対象と管理エリア

環境情報マネジメントの管理対象は、①エネルギー（消費実態の把握、省エネルギーの運営評価）、

②水（利用実態の把握、雨水、中水などの運用評価）、③ゴミ（廃棄実態の把握、分別（リサイクル）

の運営評価）の3つが中心になっている。

　トリトンスクエアは、3棟の高層オフィスビルと低層部の商業施設を特徴とする大規模複合施設

である。第1街区全体が一体建物であり、センタープラント方式による一元的なエネルギー供給

を行っている。センタープラントとしての総合管理範囲を基準と考え、第1街区の業務・商業ゾ

ーンを環境清報マネジメントの管理エリアとしている9。全体の管理エリアの延床面積は約46万

㎡である。
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②実施体制

　トリトンスクエアは多事業者による区分所有建物のため、各棟ごとの分散管理と管理エリアー

括の統合管理を組み合わせた管理形態にて運営されている。

各管理組合から活動承認を得ることにより、統一管理者（晴海コーポレーション）が、各棟管理

者や専門支援サービス業者等との連携体制にて「環境情報マネジメント活動」を行っている。また、

DHC（地域冷暖房）事業者とは、定期的な情報交換など、相互協力の体制を整えている。

③環境を配慮した街づくり（タウンマネジメントをサポートする先端技術）

環境への影響を最小限にするため、エネルギーや水の消費量、施設からの廃棄物量の最少化を

図っている。雨水、DHCブロー水、生活排水などはセンタープラントに集めて処理し、用途に応

じて利用する水循環再利用システムを採用し、水資源を有効利用している。これによって約40％（年

間20万㎡）の節水が可能となった。

　また、廃棄物を減らすため、ゴミの分別・リサイクルがスムーズに行える施設とし、さらに廃

棄物量を把握して減量に役立てるため、品目別ゴミ計量システムを採用している。熱源はホール

棟地下の地域冷暖房（DHC）から供給を受けている。　Y・Z棟地下には約2万㎡の巨大な蓄熱槽があ

り、DHCによって深夜電力の有効利用が図られている。オフィス部分では、多くの省エネ手法を

採用したことでエネルギー消費量を2／3に削減できると予測している。これによって（財）建築環

境・省エネルギー機構から優良建築物のレベル2に認定された。

　地域の一体的なタウンマネジメントをサポートする活動内容の一つとして地域の民間地権者が

中心になって、環境を配慮した街づくり活動を行っている。

④地域冷暖房

環境負荷の少ない夜間電力と高効率の冷凍機・ヒートポンプを最大限に活用して、冷水や温水

を同地区の地下に設置した蓄熱槽に蓄え、昼間に利用することによって、大幅な省エネルギー（従

来型システムに比べ総合エネルギー効率で約30％向上）と環境負荷の低減（蓄熱システム等を利

用しない場合に比べ、CO2で約40％、　NOxで約42％削減）を実現している。

　なお、蓄熱気は、日本の最大規模（19，060㎡、50mプール約10杯分）で、必要な冷水や温水の

70％以上を夜間に蓄えることができ、さらに火災時には消防用水として、災害時には緊急生活用

水として地域に役立つ「コミュニティタンク」としての機能も有している。

⑤自然環境

運河沿いの桜の散歩道、グランドロビーからトリトン通りにつながる内部のモール空間、そし

て1－1街区と3街区とを連続させるふれあい通り、これら3つの軸線を中心として緑あふれるオ

ープンスペースを1、2階レベルの随所に配置した。

　これらを歩行者デヅキなどで結んで、各ゾーンに回遊性の高い動線計画としている。アプロー

チ空間として、ノース、サウス、二つのトリトンパーク、商業施設周辺の花、緑水の3つのテ

ラス空間、2、3街区の人工地盤上の公園など、それぞれの表情を持ったオープンスペースにより

アメニティを高めている。

（4）六本木ヒルズ

六本木ヒルズは地球環境問題に配慮したまちづくりとして、様々なエリア・マネジメント活動

を行っている。
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①環境・エネルギー対策

（i）環境・エネルギー

六本木ヒルズでは、大規模コージェネレーションを導入し、需要に応じて地区内建物に全電力

を供給する特定電気事業と、その排熱を有効活用し冷温熱を供給する熱供給事業とを併せて行う

事業を実施している。

　六本木六丁目地区再開発事業では、特定電気事業の電気供給形態を採用しており、供給先の全

電力需要に応ずる発電設備を設置し、発電した電気を自ら保有する配電設備で各建物に供給して

いる。

　また、熱供給では、発電時の排熱を最大限に活動して冷水、蒸気の熱製造を行い、配管を通じ

て各建物に熱を供給している。都市ガスから熱と電気を生み出し、その排熱を利用して地域冷暖

房を行うシステムであり、六本木ヒルズの電力を自給し、約20％のエネルギーを削減している。

六本木六丁目地区の再開発事業で特定電気事業及び熱供給事業を行う事業会社として、2000年8

月に森ビル（65％）と東京ガス（35％）の出資により「六本木エネルギーサービス」を設立した。

環境、省エネルギー対策、防災対策として、天然ガスを燃料とする大規模コージェネレーショ

ンを利用して電気需要に応じて電力供給する特定電気事業と、その排熱を有効活用する熱供給事

業とを組み合わせたエネルギー供給システムのプラントを導入している。

　これにより省エネルギー化を実現できるとともに、NOxやCO2排出量の削減を図ることが可能に

なり、地球環境への貢献が期待される。また、このシステムの採用により、非常時（地震、災害）

の対応についても二重三重のバックアヅプ体制が兼ね備わっている。

GDゴミリサイクル・産業廃棄物処理

機密紙類、一般紙類、紙種類別に回収された廃棄紙は、それぞれの処理目的並びに再生用紙に

分類し、溶解処理され、100％の再資源化を行い、その結果に生まれ変わった紙類は再び六本木ヒ

ルズで使用される。（コピー用紙、トイレヅトペーパー、印刷用紙、手提げ袋、部封筒など）

六本木ヒルズでは、ゴミの分別回収を実施し、高層ビル分別搬送リサイクルシステムである「ヒ

ュー・ストン」も導入して、新しいオフィス環境を実現した省力・衛生的・高効率リサイクルシス

テムを構ii築している。

ゴミの分別は①古紙4分別（コンピューター用紙、再生紙・チラシ・雑誌など、新聞紙段ボー

ル）、②一般ゴミ、③産業廃棄物、④ビン、缶、ペットボトル、茶殻・生ゴミなどである。

②自然環境対策

G）緑化

　ヒートアイランド現像の進行による「都市温暖化」を少しでも軽減させるために、緑化による対

策を実施し、建物の高層化によって生まれたオープンスペースと、建物の屋上部分は次のようい

に積極的に緑化をしている。

具体的な緑化代作としては、①既存緑地面積を上回る緑地の確保（開発前：16，500㎡→開発後：

約26，000㎡）、②場所の特性を考慮した緑化手法の採用、③既存樹木の保全と移植樹木の活用、

④地上部の植栽と同等まで充実させた人工地盤面の緑化、⑤第二のオープンスペースとして活用

するための屋上緑化、⑥都市温暖化防止のための積極的な屋上緑化（セダム・クマザサ・タマリュ

ウ他植栽）等がある。
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’GD中水道システム

　地区中水処理施設を設立している。中水製造能力は、約1，000㎡／日におよぶ。各建物からトイ

レ洗面排水、バス排水、空調ドレンなどの比較的水質の良好な雑排水を受け入れ、水質処理を行

った上で各建物へ中水を供給し、トイレ洗浄水として利用している。中水供給対象施設における

上水の今日中の節水効果は約30％程度である。

（111）雨水利用システム

雨水貯留槽を地区内に13箇所設置し、その他、道路雨水浸透施設、敷地内浸透施設により雨水

流出抑制を図っている。このシステムにより、雨水流出抑制効果の試算では、再開発前の約30％

程度の排水量削減が期待できる。

　なお、貯留した雨水は中水原水として利用できるが、六本木ヒルズでは、地域冷暖房施設の冷

却塔補給水として利用し、約28％の節水効果があると試算している。けやき坂コンプレヅクス屋

上の水田への水供給も雨水を利用している。

③交通・物流対策

建物の高層化に伴い、揚重時間が他のビルと比較したかかること、エレベーターの混雑、利用

者が多いことによるセキュリティ低下に加え、地区内外での違法駐車や渋滞が予想される。これ

らの問題点を解決し、入館する搬入業者等を調整、統制し、地区内の混乱を防止するために物流

管理センターを設立した。

物流管理センターでは、物品等の搬出入を円滑に実施するため、搬出入のスケジュール、動線

等の業務を実施する。また、館内のセキュリティ保持やエレベーター運行調整のため事前手続き

システムを導入している。

④情報通信対策：イーヒルズ（株）による六本木ヒルズ全体の情報通信とユビキタス対策

　高度な情報通信基盤を備える六本木ヒルズ六本木ヒルズは建設当初より、高度な情報通信基盤

を備えることが目的のひとつとされていた。情報基盤として、六本木ヒルズのエリア全体に100㎞

以上の光ケーブルを敷設し、要所にはホットスポット（無線LANアクセスポイント）、　RFIDタグ

の受信拠点も設置されている。こうした設備が六本木ヒルズという広大なエリア全体で実現でき

たのは、森ビルがすべてのコーディネートを行っていることに加えて、長年、ネヅトワーク提供

サービスを行ってきた。「MI　I（Mori　Infor搬ation　Infrastructure）」と呼ばれるサービスが、1996

年忌り提供されており、これは森ビルのテナント向けインターネヅト・イントラネットサービス

である。同サービスは光ケーブルを採用した先駆けであり、テナントに外資系企業が多く、情報

通信に関する要望の強さを受け、独自サービスとしてインターネヅトアクセスラインおよびイン

トラネヅト構築サービスを事業展開してきた。このノウハウは六本木ヒルズにも活かされている。

　センサー技術を利用したワイヤレス・タウン情報サービス利用者の情報取得意思表示に基づき、

位置情報・利用者属性・時間などにより選択されたタウン情報等を提供するサービスである。ま

た、携帯電話を通じた、音声によるタウンナビゲーションも利用者特性に応じて提供される。

ユビキタス対応型プリントサービスは個人が作成したデータをセキュアに保管し、ICカードに

よる個人認証に基づき、セキュアに編集・印刷できるサービスである。また、六本木ヒルズの顧

客サポートの中核であるコミュニティパスポートのポイントシステム運用も24時間365日の遠隔

監視を行っている
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（5）大手町・丸の内・有楽町（大丸有）地区

①関連計画と政策

（のまちづくりガイドライン

大丸有地区においてはまちづくりガイドラインにより、エリア・マネジメント活動の一環とし

て地域全体の環境共生型まちづくりを図っている。

　　表11まちづくりガイドラインによる環境共生型街づくりへの取り組み

項目 対応内容

（D地球環児 ・地球環境に配慮した、環境共生型のまちづくりに、本地区全体として取り組んでい

への配慮 く。

・ゴミの減量、リサイクルの促進、水をはじめとした資源の有効利用などにより、持続

的発展を可能にする循環型社会の実現に努める。

・特に、解体を含めた建設十階においての分別収集を徹底することにより廃棄物の

低減を図るとともに、廃棄物になりにくく再利用されやすい資材やリサイクル材の

使用を進める。

・ビル内の執務空間における高箒ネ活動の推進や物流の効率化によるCO2の削
減に努める。

・太陽品等の自然エネルギーや下水熱等の未利用エネルギーの有効利用、負荷

平準化、コージェネレーシ滋ンシステムの活用、地域冷暖房等の高効率化を積撞

的に進める。

・資源の有効利用のため生ゴミ等のバイオマス処理などを検討する。

・東京湾、日本橋川、お濠と連続する水面や皇居の緑といった自然環境を活かすと

ともに、「風の道」を考えたまちづくりや屋上緑化や壁面緑化を積極的に進め、都

市の温暖化防止やヒートアイランド現象の緩和にもつながる親水・緑化空間の確

保や保水性舗装の活用を図る。

・また、効率的なエネルギー利用の観点から設備共有や設備更新の際の設備のネ

ットワーク化による効果的一華など、地域エネルギーのエリア・マネジメントのあり

を　討する。

（2）自然環冤 ・お濠や日本橋碁器の水辺環境を活かした整備を進める。日本橋川沿いでは、川

の創出・再生・ 沿いの緑化や護岸親水化を進める他、高速道路の地下化要請も検討する6

活用 ・各通り沿いの街路樹や公開空地の植栽等により都市空間の積極的緑化に努める

とともに、これらを皇居や日比谷公園を中心とした緑の骨格と連携させる。

・また、水辺空間の再生や形成、緑のネットワークの構築等により生物との共生や、

潤いある　市景観の形成を図る。

（3）水と緑のネ ・内濠沿いの道路を緑の骨格と位置づけ、緑化の充実を図り、お濠の水と皇居の緑

ットワーク を楽しめる空間とする。

・皇居前広場から行幸通り、丸の内駅前広場は緑が連続する空間として一体的整

備を図る。

・主要な軸では、歩道の街路樹を主体とした植栽の連続による景観形成を図り、郵

のネットワークを形成する。

・日本橋川沿いの歩行者専用道路の整備においては、水と緑を楽しむ空間としての

整備を目指す。

・常盤橋公園は、日本橋川の環境整備に併せて、緑豊かで歴史にふれる人々が憩

える公園として環境整備を図る。

・丸の内ゾーン、有楽町ゾーンの東西通りについては、より一層の緑化を進め、皇居

外苑の緑との連続感を形成する。大手町ゾーンでは、皇居から日本橋に至る華道

158号線や、その沿道の緑化により、緑のネットワークを補強する。

注）下線の内容は2005年改正により追加された内容である。
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特に、表のように2005年のガイドラインの改正によって（1）地球環境への配慮の項目に様々な

取り組みを考えている。

Gi）都市再生事業を通じた地球温暖化・ヒートアイランド対策の展開

大丸有地区は2004年12月に「都市再生を通じた地球温暖化対策・ヒートアイランド対策の展開」

を閣議決定し、モデル地域として東京駅周辺地区として当地区が取り上げられた。
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②環境・エネルギー対策

丸ビルは、解体時の廃材を徹底してリサイクルし「詠振エミッション（ゴミゼロ）工事」を進めて

きた。また一度使った水を浄化してトイレの洗浄水などの「中水」として再利用し、生ゴミを豚の

飼料にする仕組みを確立するなどの取組みも行っている。省エネルギー対策としては、コージェ

ネレーションシステムをはじめ、外気冷房、氷蓄熱、エアバリアシステム、照明制御システムな

どにより、導入しなかった場合に比べ、オフィスゾーンで27。8％の訴訟ネを達成した。
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　当地区では、地域冷暖房が広く普及され、熱源設備の集感化により、個別熱源方式に比べ一次

エネルギー使用率を12～16％減少するなどスケールメリットおよび運転効率の向上が実現されて

いる。また未利用エネルギーの有効活用により、さらに省エネルギー効果アップが可能となって

いる。例えば太陽光発電の実証実験を実施し、燃料電池の試験導入も予定している。

G）丸の内冷暖房（株）による地域冷暖房と中水道事業

　丸の内国供給（株）は、1963年に三菱地所株式会社ほか区域内の建物所有者、金融機関などを株

主として設立された。大手町地区は既成市街地としては世界でも例の少ない大規模かつ本格的な

地域冷暖房施設である大手町センターを有し、1966年より供給を開始した。以後、周辺ビジネス

街の熱需要の増大に伴い、1980年には内幸町地区、1984年には丸の内一丁目地区、1990年には

有楽町地区、1997年には丸の内二丁目地区と、供給地区の展開を図っている。

　近年、ビル高層化によるオフィス街の人口密度が進み、それに伴う上水道使用量の増大が大き

な社会問題となっている。しかも、オフィスビルで使用される水の40～50％は、便所洗浄水など

必ずしも上水の持つ水質を必要としない用途に用いられている。このことから、節水の励行と併

せ、水道機能のそのものの見直しによる有効利用の可能性が検討された。丸の内熱供給（株）は中

水道事業をその一環であり、洗面・給湯等に使用された上水を再生処理し、便所洗浄専用の中水

として各ビルに循環・供給することで、限りある水資源の効率的な使用を実現するものである。

　中水道施設は地域冷暖房のプラントに併設されており、これによりプラントの冷却塔ブロー水

も中水としての有効利用が可能であり、地域配管用の洞道内に中水用配管を併設することで、配

管コストの低減が可能といった大きなメリヅトも生まれている。

Gi）新エネルギー技術研究

　また、環境技術の進歩は目覚しく、当地区においても、都市型バイオマスシステムや都市排熱

処理システムなどの技術研究が進めている。都市型バイオマスシステムは亜臨界水処理を行うこ

とで大幅な高効率省スペース化を実現して、当地区の中で生ゴミ処理を行いバイオマスエネルギ

ーとして活用する計画がある。そして、都市排熱処理システムは下水と熱交換した冷却水を再開

発エリアと循環させるものである。

③自然環境対策

特に、大丸有地区では、屋上緑化も積極的に進めている。丸ビルではセザムによる緑化を行っ

たが、オアゾでは低層部の屋上がホテルロビー前という立地と周囲の高層ビルからの見下ろしの

視線も意識し、壁面も利用した屋上庭園として整備した。また、三菱信託銀行本店ビル敷地に位

置する永楽小径では壁面緑化を行って潤いある緑道を形成している。

　また、八重洲地区の開発計画に基づいて風の道の形成も考えているほか、三菱商事ビルと丸の

内八重洲ビル前の歩道には保水性ブロックが使われて、雨水などを保水し時間をかけて蒸発、そ

の気化熱によって路面温度の上昇を抑制するというものである。

④交通・物流対策

G）物流管理

物流TDM実証実験を行い、物流共同化（共同配送システム）により交通量・環境負荷・労働時

間の改善効果は物流車両の総走行距離が7％減少し、地区内の交通・環境が改善された。そして環

境自動車の導入により、NOx、　PMの排出量は各々！／2の水準に減少し、駐車マネジメントにより、
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貨物車及び乗用車の路上駐車台数をともに1／2に減少したことが明らかになった。

（11）無料循環パス

地区内の無料循環バスである丸の内シャトルは、マイクロガスタービンとバッテリーを組み合

わせたハイブリッド方式で環境に優しい電気バスである。

（冒の地域ルールの策定による駐車環境対策

⑤情報通信対策

（1）丸の内スーパーネットプロジェクト

NTT一囲と三菱地所が丸の内エリアで展開している企業向けインターネット接続サービス「丸の

内スーパーネヅト」を拡大し、新たに「メトロポリタンスーパーネット」としてサービス開始し

ている。

　「丸の内スーパーネヅト」はNTT一囲と三菱地所が共同で1999年12月から実施しているプロジ

ェクトで、ネットワークからコンテンヅまでIT技術を活用したさまざまなサービスを、大手町・

丸の内・有楽町地区を対象に行っている。このプロジェクトの一環として、企業向けに1．5恥bs

の回線速度のインターネヅト接続環境を20万円以下の価格で提供し、注目を集めていた。今回、

このインターネヅト接続サービスを「メトロポリタンスーパーネット」と改名し、提供区域を拡

大した形で新たに展開している。

（肩）丸の内ダイレクトアクセス（株）

丸の内ダイレクトアクセス（株）は、丸の内エリア再構築の一環として、同エリアにビルを保有・

運営する三菱地所（株）と通信インフラ事業のノウハウを持つ丸紅（株）の合弁により設立された会

社である。三菱地所が保有する約30棟のビルのみならず、他のビルも含め、大手町・丸の内・有

楽町地区のオフィスビル・データセンタービルを網羅する光ファイバー網を構築し、その結節点

には「丸の内データーセンター」を設立した。

　これらの設備は通信事業者を始めとするITプロフェッショナル、テナント企業が活用し、ビジ

ネスディストリクトとして他に類を見ない優れた情報システム・ネヅトワーク環境を実現してい

る。

Gi1）東京丸の内ユビキタスミュージアム

東京丸の内ユビキタスミュージアムは、大丸有地区の情報発信策として、まちの歴史や観光案

内、イベント情報など、「いつでもどこでも」あなたのケータイに配信し、ユビキタス時代にまち

全体を生きたミュージアムとして楽しむ企画で2004年12月24日に始まった。

　これまでのケータイ観光案内とちがう点は、①まち歩き携滞ナビ、②置き手紙である。「まち歩

き携帯ナビ」は、どんぴしゃり「いま居る場所」の情報が得られるGPS携帯ではもちろん一般の

携帯でも「ゾーン検索」や「地名検索」から、あるいはまちの各所に貼られたQRコード10から、

場所ごとのとっておきの情報を入手することができる。また、「置き手紙2は、いろいろな場所に

見えないポストイヅトを貼るように「置き手紙」ができる。ユーザーからの体験記報がまちのう

イブコンテンヅになる参加型システムであり、GPS携帯ならどこでもいま居る場所にポストイヅ

トである。
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④その他1大手町カフェ

大手町カフェは環境・エネルギーの情報発信拠点として、大手町ビル1階に400㎡の環境をテ

ーマとして2005年8月30日に開設された。このカフェは、「丸の内型サステナビリティ～人と街

と環境をつなぐ」をテーマに展示・セミナースペース、カフェスペースからなるコミュニティ空間

である。

　就業者・来街者にアメニティ空間を提供すると同時に、様々な研究機関や企業とのネヅトワー

クを構築することで、サステナブルな社会の形成に必要な環境に関する知識・技術の情報交流拠

点となることを目指している。
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2－1－5　まとめ

（1）エリア・マネジメントによるサスティナブル・デベロップメントへの対応

　ここでは、エリア・マネジメント活動内容として行っているサスティナブル・デベロップメン

トに関する活動を、ゴミ処理、物流管理など）を中心に分析する。

エリア・マネジメント活動として一般的に行っている環境・エネルギー対策は、地域冷暖房と乞

ゴミリサイクルと物流管理などである。地域冷暖房は、地域の民心地権者と熱供給会社（東京ガス

と東京電気）の出資により新規会社を設立し、その会社が地域全体に対してエネルギーを供給して

いる。晴海トリトンスクエアの場合は、地域冷暖房は特定会社（東京都市サービス（株））に委託し

ている。

　そのような地域熱供給は、効率的なエネルギーの利用、エネルギー源の多様化によるエネルギ

ーセキュリティーの確保、未利用エネルギーの有効活用、高い環境性、そしてコージェネレーシ

ョンシステム導入により効率アヅプを図れている。地域における地域熱供給の有用性が示された

と同時に、都市の環境・エネルギー問題を考える上で、エネルギー供給を包括的に行っている。

特に六本木ヒルズの場合には都市ガスから熱と電気を生み出し、その排熱を利用して地域冷暖房

を行うシステムであり、地域の電力を自給し、約20％のエネルギーを減少している。

　そして、ゴミリサイクルは全事例地域で行っており、ヒートアイランドの対策として屋上緑化、

風道、街路樹の植栽など環境・エネルギー対策として実施されている。しかし、コージェネレー

ションシステム導入の導入はヒートアイランドの対策としての効果はあまりないといる研究結果

もある。

　特に、大丸有地区や六本木ヒルズや汐留シオサイトや囲21地区などは2004年12月10日に都

市再生本部決定による「都市再生事業を通じた地球温暖化・ヒートアイランド対策の展開」を第

8次都市再生プロジェクトに決定され、街区・地域単位の徹底的なエネルギー消費の合理化、排

熱抑制を進め、環境負荷を低減する方針を示している。さらに、大丸有地区、六本木ヒルズ、汐

留シオサイト地区などは東京都のヒートアイランド対策推進エリアに選定されて民間再開発等に

おける対策の誘導とともに、保水性舗装、壁面緑化、校庭芝生化等を重点的に実施する計画を推

進している。

　物流管理は大丸有地区と六本木地区で行っている。特に、大丸有地区の物流共同化（共同配送シ

ステム）は、交通量・環境負荷・労働時間の改善効果は物流車両の総走行距離が7％減少し、地区

内の交通・環境が改善された11｝。

　また、情報通信によるサスティナブル・デベロップメントに取り組みとしては、大丸有地域は

六本木ヒルズでは、地域内に光ファイバー網の構築とIT技術を活用した様々なサービスの提供し

ている。地域の情報通信インフラ構築から地域のユビキタス環境の構築まで展開している。

　一方、スクラップアンドビルドの時代から維持保全の時代になって、良好なストヅクとして建

設された建物（ストック）の長寿命・維持費用削減するためにストヅクマネジメントを有効活用し

ている。それは環境への影響や地域への波及効果を考慮した総合的な管理運営を目指して施設管

理をトータルサポートする先端技術として戦略的に活用している。

特に、10ha程度の六本木とトリトンスクエアはストックマネジメントを地域全体の一体的な地

：域管理を行っている統一管理者が担っている。しかし、丸の内、盗21、汐留地区は地：熱管理組織

以外の様々な主体により環境・エネルギー活動を行っているが、再開発推進協議会（丸の内）、街

づくり協議会（汐留）、㎜21（囲：21）が各主体の問を結んで協議・調整を行っている。
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表12事例地域におけるエリア・マネジメントによるサスティナブル・デベロップメントの対応

項目 MM21 汐留
トリトン

Xクエア

六本木

qルズ
大丸有

関連計画と政策 ○＊1 × × × ○＊2

地域冷暖房 ○ ○ ○ ○ ○

コージェネレーション ○ ○ × ○ ○

エネルギー再利用 ○ ○ ○ ○ ○

ゴミリサイクル ○ ○ ○ ○ ○
環境

@φ
Gネルギ

@一

廃棄物処理 ○ ○ ○ ○ ○

新エネ導入検討
バイオマスエネル

@　ギー ㎜ 『 ｝

太陽光発電、

R料電池
oイオマスエネ

@ルギー
屋上（壁面）緑化 △ ○ △ ○ ○

自然

ﾂ境

水（雨水・中水） ○ ○ ○ ○ ○

風（風の道） △ × × × ○

植栽 △ ○ ○ ○ ○

物流管理 × × ○ ○ △

駐車場管理 ○ △ ○ ○ ○交通

@●

ｨ流
循環バス ○ × × × ○

電気レンタカー

@システム
○ X × × ○

電波対策 ○ × X ○ ×

情報

ﾊ信
情報インフラ ○ ○ ○ ○ ○

ユビキタス × X × ○ ○

その他 情報発信拠点 ㎜ 一 一 ｝ 丸の内カフェ

注）＊1：街づくり協定、＊2：まちづくりガイドライン

（2）街区または地域単位のサスティナブル・デベロップメントの取り組み

①地域規模とサスティナブル・デベロップメントの取り組み

各事例地域におけるサスティナブル・デベロップメントを実現するための取り組みの中で、こ

れまでの建物単位建物群単位だけでなく、もっと広い範囲の街区または特定地域単位で行ってい

る活動について具体的に分析を行った。

表5－4－2のように街区又は地域単位での取り組みとしては、環境・エネルギーは地：域冷暖

房、新エネ導入、交通・物流は物流管理、循環バスなど、そして情報通信はユビキタスの対応が

挙げられる。

②地域冷暖房

地域冷暖房は地域単位で行っている一番一般的な環境・エネルギー対策で、全ての5つの事例

地域で行っている。地域冷暖房は一定地域内の建物群に熱供給設備（地域冷暖房プラント）から、

冷水・温水・蒸気などの熱媒を地域導管を通して供給し、冷房・暖房・給湯などを行うシステム

である。

　これにより効率的なエネルギー利用やスペースの有効利用が可能となることに加え、都市景観

の向上にも貢献している。このようなメリヅトが評価され、多くの地区で導入が進められている。

　地：域冷暖房事業は通産省の認可事業で、日本全国で152箇所、88社が熱供給事業を行っている。
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その多くは、ガス・電力会社がメインとなっていたが、最近の傾向として、熱を受け取る側が共同

出資して事業をすることが多くなった。各事例における地域冷暖房の会社も同様である12｝。

　　表13対象規模とサスティナブル・デベロップメントの関係

項目 建物単位 建物群単位 街区又は地域

地域冷暖房 × △ 働

エネルギー再利用 △ △ o　環境

@　■
Gネルギー

ゴミリサイクル ○ ○ 倉

廃棄物処理 △ ○ ○

新酒ネ導入検討 × △ 纏
屋上（壁面〉緑化 ○ ○ 脅

自然

ﾂ境

水（雨水・中水） ○ ○ o
風（風の道） △ ○ ○

植栽 ○ ○ ○

物流管理 △ ○ 鹸

駐車場管理 △ ○ 導交通

@●

ｨ流
循環バス × × 巻

電気レンタカー

@システム
× × 麹　　　　ノ

電波対策 △ △ 倉
情報

ﾊ信
情報インフラ △ ○ ○

ユビキタス × △ 鎗

　　注）◎は特に街区又は特定地域で取り組んでいる項目である。

　地域冷暖房は商業系や事務系の土地利用が行われる都心部を中心として導入され、平均的な規模は

地域冷暖房の供給区域の面積は約12haであり、供給対象床面積は約150，000㎡となっている。市

街地再開発事業や土地区画整理事業をはじめとする面的な市街地整備は、それに伴ってまとまった熱

需要が創出されるとともに、インフラの一体的な整備を図ることが容易であるため、地域冷暖房導入の契

機となっている13）。

このように、市街地において相当規模；の区域を対象としており、道路等の社会基盤をはじめとして、まち

づくりとの整合を図ることが重要であるため都市計画法に規定される都市施設として都市計画に定めるこ

とができるとされている。

今後のまちづくりの方向性としては、都市の安全性を確保することや、省エネルギー型で環境負荷の小

さな都市の形成など都市の再構築等を進めていくことが求められている14。地域冷暖房は、環境・省エネ

ルギー対策として、また、防災性の向上に寄与するものとしてその導入を促進していく必要性が高いと考

えられる。

③情報通信サービス

情報通信に関連したエリア・マネジメントとは、従来、個別の建物・施設ごとに行われていた

防犯管理や防災管理などのセキュリティサービスや自動検針や廃棄物管理などのユーティリティ

サービスなどの管理サーヒスを地域、街区といったエリアに拡張、発展させていくという「考え

方」であるとともに、個別の管理サービスを統合的に実施するための仕組みでもある。

それに必要な情報通信基盤は提供するサービスに応じて必要な基盤が異なり、通常のサービス

は光ファイバケーブルのような大容量ではなくても可能し、無線によるサービスもある。また、

最近の情報通信に関連した動きとしては、丸の内ユビキタスミュージアム、六本木ヒルズのユヒ

キタス環境の構築など、ユヒキタス環境づくりによる持続可能なまちづくりをはかっている。
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　そのように、情報通信に関連しては、地域の管理運営は基本的に開発業者が中心になり、地域

住民や企業、行政機関とのパートナーシップで運営もが、事例から見ると開発業者などの強いリ

ーダーシップがないとエリア・マネジメントをうまく展開していくことは難しいと考えられる。

　　表14街区または地域による対応実態

地域類

@型
地域名 熱供給（地域冷暖房） 物流（物流共同） 情報通信

成熟

s街地
@型

大丸有地区 ㊥（丸の内熱熱細
i株））

○（物流TDM
ﾘ実験）

○丸の内スーパーネットプロ

Wェクト
?丸の内ダイレクトアクセス
i株）

寢ﾛの内ユビキタスミュージ

Aム

大規模

ﾕ地型

MM　21地区 ㊧（MM21熱供，。
i株））

汐留地区 ㊧（汐留アーバンエ
lルギー（株））

混在市

X地型

六本木ヒルズ ②（六本木エネルギ

[サービス）

○ ㊧イーヒルズ（株）

○（東京ガス） OBEMS OBEMS晴海トリトンスクエ

A

注）㊥：特定組織（会社）の設立、○：地域管理組織または既存組織（会社）が担当

（3）都市再生事業を通じた地球温暖化・ヒートアイランド対策の取り組み

①未利用エネルギーの活用：大丸有地区

　大丸有地域では、再開発に際して、地域冷暖房の設備を更新するとともに下水等未利用エネル

ギーを活用した都市廃熱供給処理システムの導入が検討されている。

　これは、地域冷暖房において、夏は冷たく、冬は暖かい性質を持つ下水等を、夏の冷房に活用

するとともに、冷房を行う際に生じた熱をレストランなどの給湯に用いるものである。これによ

り、熱を有効利用し、廃熱として放出される量を抑えることで、冷房の使用増が廃熱による気温

上昇につながる悪循環を防ぐことを目指している。

②民間プロジェクトにおける大規模緑化：六本木ヒルズとトリトンスクエア

六本木ヒルズとトリトンスクエアでは、ホテル、オフィスビル、住宅、商業施設などからなる

複合施設を建設するとともに、大規模なオープンスペースの整備も行った。

③保水性舗装と散水装置を組み合わせた対策：汐留シオサイトと大丸有地区

汐留シオサイトでは、散水装置から保水性舗装への散水が展開されている。これは、都市部に

おけるヒートアイランド現象の改善を図ることを目的として、普通の舗装は、水を舗装内部に浸

水させないが、ここで用いられている保水性舗装は、すき間のあるアスファルト舗装に保水剤を

充填し、そこに、水を蓄え、その水が蒸発するときの気化熱で、路面の温度を下げる仕組みとな

っている。

　しかし、それだけでは、水が乾ききったときに冷却効果がなくなってしまうため、路面散水装

置を併せて設置し、冷却効果を持続させる工夫が取り入れられている。
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④風の道の確保：大丸有地区

　まちづくりガイドラインによると、東京湾、日本橋川、お濠と連続する水面や皇居の緑といっ

た自然環境を活かすとともに、実際には八重洲地区の開発計画に伴う皇居から八重洲地区をつな

がる「風の道」を考えたまちづくりも視野に入れている。

（4）エリア・マネジメントによるサスティナブル・デベロップメントの課題と可能性

①エリア・マネジメントによるサスティナブル・デベロップメントの課題

G）サスティナブル・デベロップメントにかかわる計画の不在

特定地域におけるエリア・マネジメントにかかわる関連ルールは最近よくみられる。しかし、

サスティナブル・デベロヅプメントにかかわる関連ルールは自治体レベルでは策定されているが、

エリア・マネジメントを実現している地域レベルでのルールは、］囲21と大丸有地区などの大規模

地域以外にはあまり存在していないといえる。

　しかし、エリア・マネジメントによるサスティナブル・デベロップメントを具体的に実現する

ためには、地域レベルで公共と民間のパートナーシヅプまたは地域主体による地域ルールづくり

の中に、サスティナブル・デベロヅプメントの内容も含めて、今後実現可能性を高める必要があ

る。

6i＞エリア・マネジメントとしてサスティナブル・デベロップメントの活動範囲

エリア・マネジメントは図5－4

一1のように環境・エネルギーマネ

ジメント、交通管理マネジメント、

情報通信マネジメントなど様々な

関連マネジメントと連携している。

　しかし、エリア・マネジメントを

うまく展開していくためには、地

域特徴によって、各関連分野との

活動範囲をはっきり区分する必要

性もあり、それに関しては各活動

　　　　　。壌…隅隅噸髄鞠…。8

　　φ♂　　環境・エネルギー　　㍉
　㊥φ㊥¢　　　　マネジメント

，◎

1情鞭信　　交通甑
曳マネジメント　　　　　マネジメント

φ②◆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　φ

　φ％㊥　　　　　　　　　ノ
　　　㊥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　φ　　　趣碑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¢ゆ

　　　　　働塒趨趣馳聴。鋼画墨麟麟鴨

　エリア
マネジメント

・
洩
搏
陶
句
ノ

主体間の定期的な意見交換による合意形成が重要であると考えられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図6エリア・マネジメントと関連マネジメントとの関係

（111）エリア・マネジメント推進主体とサスティナブル・デベロップメント推進主体の関係

第3章と第4章で挙がられたように、エリア・マネジメントの推進組織、または主体は地域類

型、地域規模によって様々な特徴をもっていることがわかる。しかし、サスティナブル・デベロ

ップメントにかかわる組織と主体がかならずしもエリア・マネジメント組織と主体とは一致する

ことではない。特に、大規模跡地型と混在市街地型の場合には、エリア・マネジメント推進組織

が民間地権者で構成されていることで、サスティナブル・デベロップメントを推進する組織と関

連していることが多い。しかし、成熟市街地の場合には、ある程度の意見交換と連携は行ってい

るが、エリア・マネジメント推進組織とサスティナブル・デベロップメント推進はもっと具体的

な連携が必要であると考えられる。
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②エリア・マネジメントによるサスティナブル・デベロップメントの実現の可能性

G）地域冷暖房とコージェネレーションシステムの導入によるエネルギーの有効利用

以上のように、事例地域においては複合用途開発（Mixed　Use　DeveloP鵬nt）による地域エネルギ

ーの再利用と効率化を通じて環境問題に対応している。また、地球温暖化問題・資源問題・ヒー

トアイランドなどの対策として、地域冷暖房、ゴミリサイクル、物流管理などの地域全体の多様

な環境・エネルギー対策を行っている。

　そのような観点から、地域全体を対象とする環境・エネルギーの対策として、地域冷暖房とス

トヅクマネジメントは、エネルギー、環境、アメニティ等の都市機能を支えるシステムの核とな

り、持続可能な都市再生の推進役としての発展が期待される。最近には大都市都心部を中心に持

続可能な都市再生を図るために環境・エネルギー対策とストックマネジメンをエリア・マネジメ

ント活動の一環として行っている地域が増加している。

Gのエリア・マネジメントと連携した環境・エネルギーマネジメントシステムの構築

　これまで、環境・エネルギーは、エネルギーの点から面的な利活用による地域の環境・エネル

ギーマネジメントへの移行の可能性が高くなると予想されている。

今後、地域の持続可能な発展のために、市民、事業者、そして行政のしっかりした連携のとも

に、本来的な市民自治（ガバナンス）を進めるような形で環境マネジメントシステムを構築し、推

進することが必要不可欠である。その上で各種環境政策を有機的に関連づけて構築された環境マ

ネジメントシステムは、今後地域の持続可能な発展に不可欠な要素となると考えられる。

そのような地域における環境マネジメントシステムの構築は、自治体とNPOを含む多様な関係

団体の新しい形のパートナーシヅプを構築する地域ガバナンス（エリア・マネジメント）と不可分

の関係がある。また、市民と行政の政策形成能力の向上と地域活性化のツールの発展と連動する

ことで、はじめて効果が現れてくるものである。つまり、持続可能な社会づくりのための環境マ

ネジメントシステムはそれを使いこなすことのできる地域ガバナンスの力量をもつ市民が形成さ

れてはじめて成り立つと考えられる15）。

　そこで、環境・エネルギーマネジメントシステムはエリア・マネジメント推進システムとの相

互連携または、一部として連動して構築する必要があり、エリア・マネジメントの推進組織が環

境・エネルギーを含むサスティナブル・デベロップメントを実現する主体としての活躍が期待さ

れる。

（iii）エリア・マネジメントによる特定地域から、都市全体の持続可能な都市再生への展開

豊かな都市環境の創造のためのエネルギーと環境問題の解決は、今までの個別建物のストック

マネジメントからこれからは特定地域全体のエリア・マネジメントと．して展開する必要性がある。

さらに特定地域から周辺地域へ拡がって都市全体の持続可能性を高める必要性がある。

　これまでは、建物または建物の群単位で環境・エネルギー対策が行っているが、大都市都心部

における大規模開発を中心に、持続可能な都市再生を図るために特定地域でエリア・マネジメン

ト活動の一環として、エリア・マネジメント組織により環境・エネルギーなどの様々なサスティ

ナブル・デベロップメントの活動を積極的な取り組んでいる地域が増加している。

　また、エリア・マネジメントによる特定地域から周辺地域へ広がり、さらに、都市全体の持続

可能な都市再生を図ることも考えられる。
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2－2大手町・丸の内・有楽町（大丸有）地区におけるサスティナブル・デベロップメントの詳細

検討

　これまでエリアマネジメントによるサスティナブル・デベロヅプメントに関する取り組みを事

例地域ごとに論じてきたが、ここでは大丸有地区を対象に以下の10項目について詳細なバックデ

ータをとった。

地域冷暖房

ゼロエミッション（ゴミゼロ）工事

水の循環利用

生ゴミのリサイクル

太陽光発電の実証実験

屋上・壁面緑化

風の道の形成

物流共同化（共同配送システム）

駐車マネジメントと地域ルールの策定による駐車環境対策

10．無料循環バス
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2遭一1　地域冷暖房

G）概要

　東京駅周辺では大手町、内幸町、丸の内1丁目、有楽町、丸の内2丁目の地域に地：域冷暖房が

導入されている。その施設概要を表1に示す。

表1東京駅周辺（大丸有地区）の地域冷暖房の概要

大手町 内幸町
丸の内壌

@丁目
有楽町

丸の内2

@丁目
合計

営業開始年月 S5唾年4月 S55年2月 S59年忌

@月

H2年鋼

@月

H9年4月 S51年4月

供給棟数 32棟7駅 15棟7駅 6棟 12棟 葉2棟 77棟14駅

冷凍機（RT） 4t262 16」00 3，400 一 一 60，782供給

¥力 ボイラー

iT／H）

2壌5 96 51 95 129 586

プラント延床面積

@　（㎡）

1t844 7，833 3，288 1ρ14 1，529 25，508

（出展：丸の三熱供給株式会社のパンフレット「平成17年版」）
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表2各区域の供給区域面積・床面積，燃料使用量，販売熱量
一一一冒アー拍門晒げ7一，「醐耐¶一」学鞘

供給区壌

罹旧丁一一囮剛一而騨一一酬一一」一尉m一而m一臼一邑冒一一㍗山P山一「“酔｝学一肖酬“一刷hゴ阯「一｝一幽餉一「再一．一一頃剛闇即噛一一一閲再囎，一団働一一一動「一闇一、幽ゴ幽「了艀ド喘｝幽置馴噂闇r吊叩rP7一一一h断一噂丁軒P一，曲1冊“一m眉而ガ“喘ゴ酌付鰐而〒炉一旧一，「一一一冒r一

@　　　　　　　　　　供輪区壌面稜
@　　　　　　　　　　供給延鎌面稜
@　　　　　　　　　　暉位：壌、◎oo㎡1

　　　　原・燃料使用量

@（葦位：都市丈∫ズt5◎◎浦，

w入排轍倒，電力臼加Ok響hD

一一置闇置艀一｝一mゴrm一雫耐冨量耐rr一曲げπ¶7帰，亡一げr甲’「醒「弊［一一“酒耐”P冒「内内曜｛一一巾罰翫m【一一r一ゴ眉

@　　　販ii葵熱量【631

懲媒体 熱：量 熱：量台計

大手町 千代田区：た手町
3gc

`225

ガス

d力
17，504

S8、5馨9

　台計

X35，557

　蒸気

ｼ接薄気
@冷オく

336，3eg

Qア，888

Te7，766

952、0畔31

内幸町
千代田区内毒町，

`区蒙樋・西新矯

265
?７購

ガス

d力

5，950

痰T，835

台計

Q§3、6◎8

　温水

@蒸i議

燻C惣気
@冷水

4．η璽

P〔｝£，808

R，605

ﾈδ、160

297，344

丸の内

癇囑ﾚ
千代田区丸の内霊丁目

120
T9噸

ガス

d力

3，籔75

V，578

合計

P96、薮04

　蒸気

ｼ接蒸気
@冷水

1斜，458

tβ6§

U5，334

1フ8，5δ1

有楽町
千代田区有楽町壌丁臼・

ﾛの内三丁臼
肩3

Tη

がス

d力
3，惚2

X94

　含計

?４7、797
董気 89、3重4 99，3憶4

丸の内

Q丁窪
千代田区丸の内2丁自

霊45

t1
揃ス

d力

5，755

P，59准

合計
Q7〔コ、ア2馨

蒸気 173，薮◎〔｝ 173，δ00

東東圖灘

t茸一ラム

千代田区丸の湘丁呂
Pまか

雪21

Q12

　ガス

w入排越
痩ｯヅx字）

@電力

2」6盲

Qt392

U534

　含計

P4Lo§2

　温水

@薫気
乱ﾚ蒸気
@冷水

13，5綿

S3。ア駐4

@49
Tア，354

t24，ア55

日比谷 千代田区有楽町ザr自
53

Q39
電力 3ち価薮

含計

Sア，394

温水
竦

16，756

W6，957
103。η2

（出展：熱供給事業便覧「平成17年版」日本熱供給事業協会，「1kW摩3。6MJで換算」）
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（2）各区域の供給建物および供給配管

①～⑤：丸の内熱供給株式会社のパンフレヅト「平成17年版」から引用

　　　⑥：東京熱供給株式会社のパンフレット「平成18年版」から引用

　　　⑦：東京熱エネルギー株式会社のパンフレヅト「平成18年版」から引用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛　　　　　　　　”一一〆＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　らダ　　　　　ズ　　　　　　　ヒ
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2－2－2　ゼロエミッション（ゴミゼロ）工事　一丸の内ビルヂング新築工事における取り組み一

　産業廃棄物の約2割、最終処分量の約4割が建設廃棄物といわれており、建設業における環境

保全活動に対する取り組みにおいては、廃棄物の削減が最重要課題となっている。

　このような現状を改善するために、丸の内ビルヂング新築工事では「ゼロエミッション」にチ

ャレンジし、100％再資源化の達成に向けて様々な活動に取り組んだ。

（わ環境意識の共有化

菰曹 P．菱誕　　榮

①着工から竣工までという短期の事業。敷地内に本格的な処理設備を投入することができない。・

②工場での単一製品の生産と異なり、建物を建てるためには多種多様な材料を使用する。

　また、施行段階（仮設→躯体→外装→内装→仕上→外構）や施行フロアによっても大きく異なる。

③施行段階によって、協力会社及び作業員が流動的に入れ替わり、最盛期には1日の作業員数が

　2千人を越える。

［課題］いかに全作業員を自主的・自発的に関与させるか

　　　いかに全作業員の共通テーマとして認識させるか

ぼ　繋一 輯
「
論

［現場環境方針］

①建設廃棄物の計画的発生抑制

②建設副産物の再資源化の促進

③型枠用熱帯材合板代替の促進
④工事周辺環境の保全

［現場環境活動方針（目標）］

①混合廃棄物発生量を栂kg／㎡以下とする

②再資源化施設への搬入率を100％とする

③型枠用熱帯材合板の代替率を45％とする

④地球温暖化への積極的な取り組み

［ゼロエミス【コーガン］

ドニ度三度モノの寿命を延ばす智恵徹底しようよ分別収集lj
（作業員・JV職員の応募作品から決定）
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毒鋳曇＝曇臨　　“、欝　害…

工事事務所長

建築副産物管理責任者
　　（副所長）

環境マネジメント推進者

（！SO14◎00Sにて指定〉

中間処理会社

再資源化施設

工事事務所職員
（エ事・生産設計・

機電・工務・事務）

産廃低減WG
　（職員）

丸ビル現場’

物流センター 協力会社

作業員

　　職長会
（環境委員会〉

（フロアマスター）

6　謬欝　　　罫　鶏

［工事事務所長］

　現場施工方針・環境活動方針・目標の策定

［建設副産物管理責任者・環境マネジメント推進者］

　環境マネジメントに則った運用・管理

［J＞職員］

　工務：協力会社への周知、説明、リサイクル検討要請

　工事：工法検討、職長会活動バックアップ、作業員教育

　機電：物流センター支援、物流システムの運用

　事務：リサイクルルート検討、産廃処理委託契約業務、実績把握、

　　　事務所内推進、職長会・物流バックアップ

［産廃低減ワーキンググループ（JV職員で組織）］

　具体的施策検討・現場での展開、問題提議・解決、JV職員の指導

［物流センター］

　協力業者への説明、分別パレットの貸し出し、パレットの場内運搬、

　パレット回収後の再分励、リサイクルステーシ謎ンの巡視・管理

［職長会（職長による自主活動）］

環境委員会　　：作業員へのルール説明・分別指導、一斉清掃計画

フ日アマスター1フ臼ア毎の分別状況確認、作業員への指導
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　翠。臨義　ぽ　“　窟，・‘

建築廃棄物だけでなく一般廃棄物も分別を行うことで、より高い意識が根付くと共に、

産業廃棄物の分別・削減にも効果がある。

品圏毎に小さなごみ箱を使用して分劉

作業員に分かりやすいよう表示を工夫 現場で作成の分別ポスター

課婆認語曜豪ψ 3

衛生週間におけるゼロエミ講習会の実施 丸ビルゼロエミ川柳大賞の受賞

（2）廃棄物の発生抑制

廃棄物となってしまう不要材を現場内に持ち込まないことが発生量の削減につながる。現場内

に搬入する材料・資材の量は必要最低限度にとどめ、仮設材料は繰り返し使用した。

置。。 ]…舞園　竃偏騒

・Refuse　持ち込まない（不要物の搬入抑制）

・Reduce：減らす（購入量、使用量の削減）

・Reu＄e　　繰り返し使う（現場内転用・再利用）

4R運動

分別・再利用

・Rwtum　　使えるものはゴミにしない（有用材の搬出・再利用）

繰返使用

①協力会社

@の選定

②使用材料

@施工要領
@の決定

③使用材料の

@産廃物予定
@数量の算出

④再利用・

@減量化等
@の検討

⑤新規入場者

@教育の実施
⑥工事着手

一44一



双　　i毎　　冨　二

凝雑

材料のプレカット（空調設備用ダスト）

費藤

購材料のプレカット（耐火区画間仕切材料）

溶接用ワイヤーリールの返却・再利用 工場製作パネルによる現場加工の削減

（3）分別収集の徹底

　リサイクルルートに合わせた効率的な分別収集の徹底を実施。作業をしながら発生地点で都度

分別を行い、混合状態とならないよう管理した。

地下4階～37階までの各フロアに「リサイクルステーション」と称する分別品目別集積所を設置。

作業の区切り、作業終了時及び一斉清掃時に、各自が分別収集した上で分別パレットまで運ぶ。

馨
灘
雛

面

難題誘零

麹穿

階に設置されたリサイクルステーション
（1パレット瓢2㎡）

o　縣。護御夢　　“　7

内外装仕上工事等の専門工事業者には各社に分別用パレットを貸し出して、

作業に応じた分別収集の自主管理を行わせる。
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各フロアに設置した分別パレット及び各事業者に貸し出した分別パレットは、

現場で運営の物流センターによって大型リサイクルヤードに集められる。

パレットから6㎡コンテナに積み替える際に分別状況をチェックし、再資源化

施設に直接持ち込める状態の分別精度を保った。

また、コンテナに隙間なく積み込むことによって、減量化を図った。

分別パレットからコンテナへの積み替え 積み替えた廃棄物の再分化と減量化

（4）リサイクルルートの確立

　分別収集された廃棄物・副産物は分別単位で確実に再資源化される施設に引き取りを依頼。ゼ

ロエミヅションモデル現場として4R運動の展開・分別収集の徹底を実施した成果として、中間処

理業者を通さずに現場から再資源化施設に直行されるリサイクルルートも確立した。

箆
傷 づ　鷲　欝　緊

旧丸ビルの基礎を支えていた松杭（長さ約14m・直径30cm）約5400本をクラフト紙の原料として再利用した。

日本人1人あたりの年間紙使用量に換算すると、約40◎◎人／年に相当する紙量にリサイクルされた
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①旧丸ビル基礎躯体と松杭（解体前）②掘削工事にてバックホウで引き倒す③作業場にて高圧洗浄水で洗浄する
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④製材所が引き取る長さに切断する　⑤専用パレットに集積し製材所に運搬

嵯轟
1耀
　謬辣、

事

騒

⑧丸ビルの松杭でできた封筒
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鰹　　　笥　　　　鷺　　　　匿　二＝諮　鴇

発泡スチロールは重量はないものの容積がかさむために、現場で集積すると場所を大きく取ってしまう。

限られた狭い敷地内で日常的に資材を片付けると共に、確実に目に見える形でリサイクルを図るために、

すべての廃発泡スチロールを現場内で減容処理した。

・作業員用食堂の食器

∫鍵携灘鍵理）に
発泡スチ［コール残材

溶液で減容処理
（ゲル状スチ覆一ル樹脂に変化）

轡壌，

乳一ゼ

　；．

蟹
難轟

羅箕

露翻

おゴむあ @　　ノ　ド　ゴへ

＼

　雛蘇難　　霧　　撫　　騨欝
　　　　　　　義

羅一購欝鷺

廃発泡スチロールでできた植木鉢

（工事事務所内の環境美化に利用）

（5）成果

　丸の内ビルヂング新築工事においては、全廃棄物の97。5％をリサイクルすることができた。工

事着手時には再資源化の手立てがない建材が1品目あったため100％リサイクルは達成できなか

ったが、三菱地所、中間処理施設、建材メーカー等と検討を重ねた結果、施行途中からは再資源

化ルートが確立されている。

　現在は三菱地所の他現場においても水平展開されており、原則、全ビルで100％のリサイクル

を行っている。

二翁・怠’含・蘂密笛㈱

際縢標］噂［竣工時実鷲贈年8月末）］

※約1β50tの削減瓢コンテナ車約34◎台詞

罷諦　・

「ゼロエミ現場」を合言葉として、分別・リサイクルは全作業員が当然行うべきルールとして定着。
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2－2－3水の循環利用

（1）中水の再利用

　東京都では、節水型都市づくりを目指して、漏水防止対策や節水型機器の開発・普及などの節

水対策と合わせて、雑用水の循環利用など、水の有効利用を進めている。

雑用水（中水）の循環利用については、昭和59年1月に東京都により「雑用水利用に係る指導指

針1」が定められており、延べ床面積3万㎡以上、又は雑用水量（計画可能水量）1日100㎡以上

の大規模建築物を対象として、施設設置を指導している。大丸有地区では、この指導指針に基づ

いて、地区内のほぼすべてのビルにおいて中水の再利用を行っている。

　雑用水循環利用の方式には、建築物内で発生する雑排水を同一建築物内で処理し、利用する「個

別循環方式」、一定区域内の複数の建築物の雑排水を一箇所で処理し、利用する「地区循環方式」、

下水処理場からの再生水を供給する「広域循環方式」、及び「工業用水道利用方式」が挙げられる

が、大丸有地区では、「個別循環方式」が適用されている。

　具体的には、ビル内の洗面所や給湯室等で使用された水を、中水処理し、トイレの洗浄水、植

栽散水、あるいは修景施設（池・噴水等）に利用するというように、ビルそれぞれが単独で小規

模に行っている。

　　将来的に、地区内でネヅトワークを構築しようという構想もないわけではないが、新たに設

備投資するコストメリットがないため、今後も「個別循環方式」が継続されると考えられる。

（2）雨水の利用

　東京都では、雑用水の循環利用に加え、都市の貴重な水資源である雨水の利用や浸透を促進し、

望ましい水循環の保全と回復を図るために、平成10年3月に「東京都雨水利用・雨水浸透促進要

綱」が定め、述べ床面積1万㎡以上の建築物又は開発面積3千㎡以上の開発事業を対象に、雨水

利用及び浸透を指導している。

　丸ビルでは、雨水抑制槽に雨水を溜めているが、中水が余っているため使用されていないのが

現状である。一方、国際フォーラムではある程度の規模で雨水の利用を行っている。

2一乞4　生ごみのリサイクル　ーパレスホテルでの取り組み一

　丸の内パレスホテルでは、「資源リサイクル化は企業としての社会的責任である」との観点から、

1992年よりホテルから出る生ゴミのリサイクル化に取り組み、完全：リサイクルを業界で初めて成

功させた。

（わ岩槻工場での実験的取り組み

　当時、「分別」の必要性はほとんど認識されておらず、雑多な

ゴミの中から生ゴミだけを抽出するのは大変困難なことであっ

た。

　そこでまず、岩槻にあるスープ門門で産業廃棄物として焼却処理されていた鶏ガラをバイオ発

酵機に入れてみたところ、匂いのない粉末になり、ペットフードの原料として利益までが生まれ

る結果となった。

　1995年、岩槻工場において鶏ガラ以外の生ゴミのバイオ処理に

着手し、「生ゴミゼロの工場」を目指した。これは、丸の内のホ

テル内へ機器を導入するためのテストも兼ねていた。最も大きな
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問題と思われた臭気もほとんどなくなることを確認し、毎月6t排出されていた鶏ガラ以外の生ゴ

ミも2tの有機肥料にすることに成功した。

（2）分別の啓蒙からバイオ処理機の導入まで

　岩槻工場での成功とは裏腹に、並行して取り組んでいたパレスホテルの生ゴミ処理作業は「分

別」という壁にぶつかり、思うように進まなかった。

　そこで、ホテル内にある広さ77平方メートルのゴミ集積場に2台の監視カメラを設置し、各職

場からどのような形でどのような時間帯にゴミが運ばれてくるのかという1日の流れや、婚礼な

ど宴席の多い日の状況を細かく撮影し、従業員に協力してもらうためにはどうすべきか研究を重

ね、14項目に細分化した「分別表（ゴミの分別から処理まで）」

を作成した。その後も、集積場を明るく清潔にして入りやすい

ようにするなど、様々な改善を施した。そんな折に「鶏ガラリ

サイクル」の成功が社会的にも大きな反響を呼び、従業員の意

識も一気に高まり、日を負うごとに分別の精度が増していった。

　一方、ゴミ集積場では横4m、奥行2．1膿、高さL舳の生ゴミ

処理機と関連機器を置くスペースを確保するため、ダンボール

や空き缶は圧縮、回収されないビン類は破砕して体積を小さく

する機械を導入した。また、その頃「0－157事件」が起こったた

め、今まで取引先が魚・肉・野菜などを納品するために置いて

いった発砲スチロールなどの箱を衛生面も考えて排除し、持っ

てきたものはホテル側の容器に移し替える「通い箱制度」にす

ることを取り決めた。こうして、今までゴミで埋め尽くされて

いた場所は徐々に整理され、1997年3月末に「有機物高速醗酵

処理機」がパレスホテルのゴミ集積場内に設置された。

表3パレスホテル「分別表」

　　簾　黛　　　　　　内　容　　　　　　　　搬1鰺場勝

　　萩聞・雑誌

鼓

3

ビン（＠収）

硲破コビ

亀
も
塾

缶

新聞・雑誌・コピー紙等

く再生可能i紙難）

（その他のものは晦14へ）

ビール・i二本漕・ジュース

輔・ミネラルウオーター・吟

趣

ウィスキーワイン・韓入ビー

ル

（キ趣ンブなル飼ま魏O．補へ〉

ビール缶・ジュース藩

その穣　肉・魚・等の鋳詰め

など

　　　　　　　　　　　　　　磐理方滋

　　　　　　　　　　古β紙業；者が引取る。
　　継コピー室

吟旧劇縛望㌶叢隠隠ぎ
　　　　画室
　　　　　　　　　　静

　　　　　　　　　　納入業餐が引き巖弓、再利

　　讐瓶置ゆ融
　　　　　　　　　　（リターナブル）

ゆ1即吟ゆ二二搾籍に激

　　ス予一ル・アルミに分け理縮し

φ劔購に瓢
　　（リサイクル）
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（出典：パレスホテルホームページ）

（3）ゴミの堆肥化から有効利用へ

毎日生産される130kgの堆肥をどのように有効利用するか模索する中で、このリサイクル運動

に広報の立場から積極的に協力していた社員から・自照食の普及を目指す会員組織「ナチュラル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50



フーズ推進協会」で借用している農場「北軽ファーム」（群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢）にパレ

スホテルの肥料を蒔いてみようという提案があった。

　1998年4月、「北軽ファーム」にパレスホテルの堆肥が2tほど運ばれ、本格的に有機栽培に取

り組むことになった。5月からは社員も参加し、ジャガイモ・トウモロコシ・豆類を主に30数種

類の種が畑に蒔かれ、8月には多くの収穫があった。そこで急遽、9月にはパレスホテルのレスト

ランにて1日20食限定のコース料理を1週間に渡り提供することとなった。

　こうしてパレスホテルの資源リサイクルは7年の歳月をかけてようやく1998年に軌道に乗った。

2005年からは種蒔きの段階から調理スタッフも参加するようになり、メニューに則った作物の栽

培を心がけ、期間・提供数限定でコース料理を提供した。

　パレスホテル生産の堆肥は様々な検査を通過し、1999年6月には東京都より正式に肥料として

の販売が許可され、2000年1月に「エコパレス」と名前がっけられた。

発した。森ファームに運ばれたrエコノ嫡は濃難産暑

（4）ECA（Eat　Compost　Agricul　ture）循環型リサイクル農業の実現

2000年5月置大量の「エコパレス」を積んだトラヅクが、パ「

レスホテルから森ファーム2（茨城県古河市上片田）に向けて出i

スタヅフの手により、3tがそのままのかたちで水稲に、5tは籾

殻と混合して、蕎麦・大豆畑に蒔かれた。

　2000年秋、エコパレスを肥料として、森ファームで育った新

米は丁寧に精米され、「森ファームサービス」のラベルが貼られ

たパヅクに入ってパレスホテルに運ばれた。10年前まで産業廃

棄物となっていた雑多な「ゴミ」は「資源」に変わり、「肥料」

を生み、商品化された「食料」となって戻ってきたのである。

　2001年3月、森ファームからお米を積んでパレスホテルに運

び、エコパレスを積んで森ファームに帰るトラヅクが定期的に

行き来することになった。また、「エコパレス」の一般販売が実

現した。そして2003年9月には、全レストラン・宴会・ルーム

サービスで「エコパレス米」が使用されることになった。

　このように10年の歳月をかけて、　　　　　　　　　　　　　　　　リサイクルの輪が確実に目に見えるような「形」になった。

現在、この取り組みは国内のみならず東南アジア諸国からも注目され、多くの視察団を受け入れ

ている。
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脚紳踊浄強謎嚢’

鍵醸憩業嚇籍

ダ　　あ　りゆ　が　あゆゆ

1エコ・ポスト

1　　麟繍
’
蛎
箋
蓑

叢　
継
顯

理処酵発

紛鞭　
即
レ
ゼ

ドこ鞭王薯熱鱗紘

‘織麟

陰　　しそ職む、
1朦な塊を敵窃

禰神
髄森ファームサービス

鶴甲、し和洋撚：i

麟料；搬鹸授轍鱒穣醸シλ弘，｛ンコレツヂ

　　　　　　（出典：パレスホテルホームページ）

　　　　　　　　　　図2パレスホテルにおけるECA循環型農業への取り組み

2ぞ絡　太陽光発電

　現在、大丸有地区には、丸ビルと三菱信託本店　表4丸ビルにおける太陽光発電の概要

ビルに太陽光発電が設置されている。

　丸ビルに設置されている太陽光発電の概要は

表4の通りであるが、発電量は約10kWとなって

おりビルのオペレーションに役立つ規模ではな

い。

　今後、現在工事中の新丸ビルにも太陽電池が設

置されることになっており、また現在設計中のSF

（三菱商事・古河街区）計画においては30kW以

上の太陽電池が計画されている。

結晶種類 多結晶シリコン

容量 10．08kW（80Wx126枚）

太陽電池 方位 南r

傾斜角度 10度

面積 83㎡

インバー

^

定格出力 10kVA

電気方式 単相3線200／10V

逆潮流 無し
連系条件

自立運転 無し
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（左）　丸ビル航空写真

（左下）丸ビル太陽電池1
（右下）丸ビル太陽電池2

講
駒

馨

2そ一6屋上・壁面緑化

（⇔屋上緑化

　大丸有地区では、ビルのリニューアルや建て替えに合わせ、様々な屋上緑化プロジェクトが展

開している。こうしたエリアとしての屋上緑化の展開は、視覚的効果といった個別ビルの付加価

値向上や省エネルギー効果のみでなく、地上の緑や皇居外苑等の周辺地域の緑と連続して面的な

緑の創出につながると考えられる。

　図3は、大丸有地区で屋上・壁面緑化が行われているビルをマッピングしたものである。設置

費用及び管理費用がかかるため、それほど積極的には展開されていないが、地球環境に少しでも

貢献しようという企業の姿勢により、低層部の屋上があるビルでは緑化が行われている。また、

東京都の条例3による緑化の義務付けも一つの契機となっている。

日本ビルセダムによる植栽パターン 　　　日本ビルセダムの開花

昌
…
誓

濃購

翻狸塑謹

日本ビル計画平面図
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　既存オフィスビルである日本ビル（昭和37年竣工）の低層部4階屋上を緑化するにあたっては、

屋上の積載荷重制約（60kg／㎡）を考慮し・薄層緑化システムが採用されている．計癒地は隣接す

る高層ビルとの間に囲まれた建築の谷間空間であったため、数種類のセダム蓬を用いて自在な曲線

パターンを創り出し、ビル貸室からの眺望の視覚的な閉塞感を和らげることを第一にデザインさ

れている。

　一方、JR有楽町駅前の既存商業ビルである東京交通会館（昭和41年竣工）での低層部3階屋

上の緑化においては、荷重制約に余裕のある（200㎏／㎡）ことを踏まえ、地上の喧騒から離れて

休息できる「都心の小さなオアシス空間」を創ることをコンセプトに一般公開型の庭園r有楽町

コリーヌ」が計画された。「香り」、「実り」といったテーマごとに草花を配した花壇、趣の異なる

木と石の2種類のテラス等、落ち着いて草花を楽しむことができる施設を積極的に導入した結果、

日々多くの人々で賑わっている。同庭園は既存ビルに整備する屋上緑化の好事例として、2003年

10月の「第2回屋上・壁面・特殊緑化技術コンクール」において「日本経済新聞社賞（屋上緑化

部門）」を受賞している。

論懸 議1、

東京交通会館木のテラス

　　凝
葛　慢・

一　　曳
　　　　ヤ

惑払偽転ご〆
ベ　　　　　ザちもヴぶむへ　

響　　　　葱訟隔ご鷲・鴨い
欝　　　　．ψ・　賦無海縣鰹

・
〆二総噸　慕

鰍“

殉漏鷹

＼
入
『

華
華
ー
ー
潅
擁
薩
藩
、

帥
　
一
一

東京交通会館石のテラス

　そして、丸の内再開発の牽引役として改

築された新しい複合用途ビルである丸ビ

ルの低層部7階屋上（荷重制約80kg／㎡）

にも緑化が整備された。ここは一般公開さ

れていないものの、当該及び周辺ビルから

の見え方を意識して、2種類のセダムによ

るベースとなる緑と、建物高層棟の壁面デ

ザインに合わせたトレリスの緑の組み合

わせにより、緑化に立体感と建築との一体

感を創出している。

東京交通会館計画平面図

丸ビルセダムの紅葉

講蓬欝一

～磯嘱

ひ婦“　　　　　　　　一
撫縛　　　　　　　　　サ

丸ビルトレリスによる植栽

1　響レー一」残1…
㍉＿＿滋∴一訟・欝喝慧調灘認＿磁ノ

丸ビル計画平面図
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既存ビルから新築ビルへの複数の屋上緑化の具現化により、都市スケールの環境改善につなが

るものと考えられる。

（2）壁面緑化

　一般に壁面緑化には、アメニティ・修景機能、防災効果、遮蔽機能、防暑・防寒機能などがあ

るといわれており、様々な方法が存在している。

　大丸有地区のような都市空聞では視覚的快適性が重視されるが、その場合の壁面緑化において

は次の2点が重要な評価軸となる。

　・完成時から十分な壁面の緑化が可能であること

　・緑化後の維持管理がしゃすいこと、

自然基盤を用いた緑化では、壁面を覆うまでの時間を要するが、人工基盤そのもので壁面を覆う

ことができれば十分に緑化養生された状態で現場搬入が可能になり、かつ枯損時には部分的な入

れ替えができる。このことから、日本工業倶楽部会館・三菱信託銀行本店ビルにおいては、人工

基盤を壁の全体に採用する方法が用いられた。

　また、壁面緑化の樹種については、日照などの生理的条件、壁面を眺める視点の位置に対応し

た葉の大きさ、色、テクスチャーを検討した結果、アメリカヅルマサキとヘデラ・ヘリヅクス（イ

エローリプル）の2種が選択された。

日本工業倶楽部会館・

三菱信託銀行本店ビル

’〈＝註＝〉’

、
》
一
ぱ

　
　
　
朔

○
孝
婦
怖

“

地上部壁面緑化

壁面緑化位置

高層棟頂部壁面緑化
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2－2－6風の道の形成

　近年、都心を取り巻く地域間の温度差の利用、豊かな緑や水空間の適切なネヅトワークによ

って、環境と共生する都市空間を形成することが求められている。その手法の一つとして、都

心に海や山からの新鮮な空気の流れる自然の道をつくり、臨海～都心～郊外に新鮮な空気を送

り込む環境骨格「風の道」の形成が挙げられる。

　「大手町・丸の内・有楽町地区まちづくりガイドライン2005」においても、環境共生の一つ

の方法として風の道が位置付けられており、大丸有地区では以下の3つのルートが考えられる。
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（出典：「丸の内」の新生）
　　　　　　　　　　　図4大丸有地区空間整備のための骨格軸

（1）日本率喬jllノレート

　海からの風を都心に引き込む北側の構造線として日本橋川のルートからの導入を図る。日本

橋川ルートの風の道形成のために以下のような整備が考えられる。

　・日本橋川再生整備

　・首都高速道路の移設

　・鎌倉橋、常盤橋街区等、日本橋川沿い街区の再開発推進

　・対岸の神田地区の再開発誘導
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　　　　　　　　　　　　　　　　日本橋川ルートイメージ

（2）八重洲ルート

　地区中央部において風の道を確保するため、八重洲通り～東京駅～皇居に連なる構造線とし

て八重洲ルートから導入を図る。八重洲ルートの風の道形成のために以下のような事業が考え

られ、現在整備が始まっている。

　・東京駅八重一口の整備（駅ビル撤去と駅広整備による交通広場整備、周辺街区の整備等）

　・国鉄清算事業団用地とその周辺の再開発

　・東京駅～皇居に至る行幸通り沿いの街区と一体となった広々とした空間の確保

　　　　　　　　馨熱熱難繰鐸灘管デ　＿＿i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザ　　バ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ
　　　　　　　　ξ　　　　　　　　　　　　　　＼轡蜘　　　　　　　騰響撫　　　軸碧懸　／

門
…

　　　　　　　　　　　　　　　　八重洲ルートイメージ

（3）晴海ルート

地区南側において晴海～銀座～日比谷公園～皇居に至る晴海通りからの風の導入。晴海ルー

トの風の道形成のために以下のような整備が考えられる。

　・日比谷地区と一体となった有楽町地区の大街区型の再開発
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2遭㌶　物流共同化（共同配送システム）　一大丸有グリーン物流モデル事業一

　大丸有グリーン物流モデル事業は、各地における取り組みにも資する「4PL」の各ステージを

ベースとする「ビジネスモデル（4PLモデル）」として、「共同集・配送システム」と「総合物

流システム」等を総合的に提供する新しい共同集・配送システムとして構築されたものである。

　以下、「大丸有グリーン物流モデル事業概要版」から引用。

（1）新しい共同集・配送のビジネスモデルの基礎となる4つのステージ

①社会・地域のステージ：環境負荷の低滅ζ交通渋灘の緩和等

②テナントのステージ：タイムリ～な納晶物流と利便性

③ビル管理会社のステージ；セキュリティの向上等、来館者・テナントに喜ばれるブランドカ

④共同集・配送を担当する物流事薬煉のステージ；共同集・晶晶の効率化と配送コスト吸収の事業形態

（2）構築を目指すシステム（4Pしモデル）

⑫s三二繕璽

⑩勘下ネツトワーウ話用型

嫡芋ネットリーク

婁禦
∠・回

　　／巽

／／

＿＿竺＿一／
　　　　　　／

　　　　　　！、

｛

　
　
＼

＼
＼

　　　弊

　　

@
＼

　　　　懇撫暴毅

　　　，繍瘤蜜餐撫臨
鑑公笹鰯簸での

監餐

　＿講述胤．．

魏説趨霧ζ浪岡集・配送サービス

　　　　　　笥アビジネス

i総湯物流サービス簿

，
ノ

　
　
ノ
〆

／

ζチャーター便Σζ海外便】紅バイケ便コ【移転Σ【社内便璽Z璽青物搬送馨

漁猛L黒熱鷹糞総亥る．し獄鰯穿ハリー会下．

鰻重性　　　　　　　　利便盤　　　　　　　　　効皐性
♂藷贔質ヂ攣バ9一の鋼　　〆タイムリーな納贔物灘に藩　　〆共爾集・配送纂桑薯
♂総舎物流サービス簿の纏　　　つくテナントの剰優性　　　　　の事璽牲及拶畠憲罵
供1こよるビルブランドア　　〆来鋳癒・テナントに：露ばれ　　　寅物を禽む紬贔霧瀦：

ツプの壌携　　　　　　　　　る街ビルの魅力向上　　　　　　各敏⑳鶴灘
縄墨｝送識ストの麹轟酸

（3）大丸有地区における物流効率化推進上の課題

・三流事業者、発着荷主など関係者の横持ち共二化への理解を潔め、参加企業を募る必要がある

・適当な立地、規模、．料金のストックポイント、営薬拠点等を確保する必要がある

・関係者が納得できるコスト負担構造をつくるか、コスト吸収する仕組みをつくる必要がある

・徹底した駐車マネジメントを実施する必要がある
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（4）大丸有地区における物流活動実態の現状

・物漬活動を行っている車両の多くは自営事業者、区域

事業者の車両であ9、配送を申心に活動している

（※丸の内では、自営事業者は6割、区域事三者は3翻を占めて

いる）

・地下駐車場の車両菖制限の低いビル（梁下之恥以下な

　ど）では、多くの物流事業者が路上に駐車して貨物の

搬出入を行っている

（※丸の内の欝欝禽翻隈の低いビルでは、9翻が路上駐車をして

いる〉

・路上に駐車して貨物の搬出入を行っている車両の取扱

い貨物個数はわずかである

（※丸の内では、路上駐車箪爾脚台の平均取扱い震物臨画は4儒）

・貨物配送のピーケはフ時台から霊0時台である
・近年轍さ糠ビルは一三が多も・ため滅存のビ臨、

ルと比較して多くの貨物が発生集中している

（※丸の内の艇殿ビルの床薗積当9配送貨物鎚数は既霧ビルの勧

1．3倍）

（5）区域、自営事業者からみた当システムへの参加条件

・区域：、窪営事薬者供、共同配送に対して概ね賛成であり、今後の動向について強い関心を持っており、区域、

自営も含めて検討する場を持づべきという慧見もでている

③区域事業者の参加条件

　①大手物流事業奢による荷主の囲い込みにならないこと

②手数料が安価であること

③一定のサービスレベルが確保されているごと

◎出営事業者の参加条件

①回収等の付帯業務にも対応できること

②一定のサービスレベルが確保されていること

③手数料が安価であること

（6）ストックポイント（SP）適地の抽出

　翻抽出されたSP候補地

　　・SPの機能と当該智慮周辺の交通状況等を勘案すると、SPの候補地は事業対象区域の中心部から概ね隷犠

　　　圏内にあることが望ましいと唐えられ、首都両論都心環状線、東京高速議題及び高速壌号上野線の概ね浜松

　　　町から出国通りの区間を鯛査し、以下の公有地等の活用が考えられる

《暫定利用等の公有地①》 《暫定利用等の公有地②》

灘購灘灘醜　灘麟

《蕎遠道路蕎轟轟用地》
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（7）SP活用にあたっての課題

鍛事業者サイドからのSP活用にあたっての意向

・高架下は交通量が多く排ガス等による影響があり、労働環境が悪く積極的な利用は望めない

・平地（暫定利用等の公有地）は、対象地域に近接している上、様々な利用癌臆があり、地価相場相当の地代を

　支払ってでも積極的に利用したい

幽SP罵地を活用していく上での誤題

・蒙京駅近接の一等地にあたる大或有エリアには、低未利用地簿が少ない上、地代が高い

・数箇所、国公露地が存在するが、現状では、暫定的な利用しか出来ない

・数少ない低羅利用地でも、高架下や面積が狭い所が多い

　　　　　　　　　　　　　辱レ旧するため徽・

・＄Pとして煩常的に国公有地、低来利用地等の利用を可能とする環境づくり

・これらの旛設を都市計画や物流に間する制度等による位麗づけ

・自治体による協力

（8）SP活用型システムの概念と課題
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町＄P活用型システムの課題

　・都内トラックターミナルからの貨物の回持ち手数料は、共同配送手数料が25◎～30◎円／鰯の水準にあるこ

　　とから鵬円／個が限界と想定される

　・区域及び自営貨物の聯繋潟は、現時点においては二重取りとの玉織を持つ事業者が多いことから、共周配送

　　システムへの参加を促進するためには、1◎◎円／個を下回ることが必要と考えられる
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（9）当システム全体の環境面等における効果

⑳物流事桑者への周知や、参加意欲などを考慮し、「スタート段階2とギ近い将来」の2パターーンにより、環境

　面等における効果を推計した

①スタート段階でSP活用型システムにより大丸有区で削滅できる車繭数は292台（参加率：区域3◎％、自営

　璽0％）であり、地下ネットワーク活用型で削減できる車両数を8◎◎台（参加率15◎％〉と想定する場含

《睾年あた夢の削減量》

　Cq裂：280セ 卜蓬◎x：G．93免 PM：0．07t

②近い将来で、SP活用型システムによ9大丸有地区で削減できる車両数は605台（参加率：区域5◎％、自営

　30％）であり、地下ネットワーク活用型で瀬瀬できる車幅数を劉◎◎台（参加率；70％〉と想定する場合

《竃年あたりの翻熱量》

　C（）芝　：505セ 塾墨0×　：1．67豊 PM：oj3窒

※二二立は：、r鰯二物澆効率化検二二二二告書（田6．3策京都）」を二三
①細行台数の絹滅による唾台箋たりの癖出潮減簸　　　②駐軍爆燦案前聞の滅少による癖出納滅叢

　C◎2＝臨葦窪40蘇／NOx窯4．10慕／騨銭躍＝謹0．30繧　　　　　　　　CO糞魑37マ嵯／N◎x重識重、239／ド雲継富竃◎．（｝9鑑

GO）事業実施に向けた課題と今後の取り組み方向

幽事薬翼施に向けた諜題　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂ

①事業爽施に向けては、収入と支出の不均衡を是正する必要が1

　あり、愚正にあっては、物流事業者側の努力並びにビル事案1’

　者側の協力が考えられるが、今後ビジネスモデルを構築してi
　いく中で収支均衡の継続離州を行っでいくこと　　　　　　　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　妻
②街の広がりでの新しい共閥集・郵送ビジネス養デルの展開を1
　支える基盤的な施殴である「端寒物流施設（SP＞」を効果的1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薯
　に利活用するこ：とを可能とする環境づくりとして、「都市施i
　毅」として聖遷づけるなど、施設の明確化を図っていくこと　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髪
③街の広がりでの新しい共同集・醗送ビジネスモデルの構築に1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　対して路線事彙考、区域事業者、自営事業者が共周で新しい1
　共岡岬・醗送ビジネスモデルについで検酎を行うこと　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麹

　　　　　　　　　　　　　　　　　タコおの　ぞ　にぬ画鞘ち共醜（繍企顯挺｝　　ド　　　　　・　i
一中小雫嫌企桑は馬絹縫力聡し　　　　　　　　　　1

一・
蜍ﾕL物琉企藁による御覧囲い込みを伴う　　　．　　　　　i

　　　　　　　　　薮凹目績　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　磯急斜禽欄潔鰻愛　　　　　　　　　｝
　　　　　　　　　　繍細齪　　　　　i

　＿．．＿＝＿＿＿＿．　　　　　　＼　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　垂垂綴椿ち共隅一閣内醒法難驚（オーナー圏邊劇論による鰭四達謁）1

一類遡会縫でない場禽参入圏鯉　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　翻遼奮纂
＊四一　　　　！
　　　’優働
　　　　（　　蘇等食敏　　　　三角日岡繊送

　　　　　鋤瓢
湖土⑳一翻　　倉恥

i撚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横縛ち・縦樽ち共隅化事察に鷲撰した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ステーク癒ルダーの隆邊｛籔慶）と鍛懸
㊧今後の賊翻み方向

①街の広がりで、斬しい典岡集・配送ビジネスモデル事業に関心を寄せるビル事業餐が参加するWGを殴置して、

　新しい共濁集・回送ビジネスモデル事薬の可饒姓と条件を整理し、塵禦構築の方向を明確化していくこと

②まちつくりサイドが参加するWGを毅幽して、聡合物流ビジョン（東京都）」等とも運輸を図りながら、イン

　センチィブのひとつとしての位置づけのもと「端末物流高義（S戸）』の都市施設として位置づけるなど、施

　設の明確化を図ること

③路線事藥者、区域事業奢、自営事業者が参加するWGを毅置して、全ての事薬者が参加する新しい共岡三・配

　送ビジネスモデル事葉の可能性と条件を整理し、事業構築の方向を明確化していくこと

…
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㍗2－8駐車マネジメントと地域ルールの策定による駐車環境対策

　大手町・丸の内・有楽町地区では地元住民の発意に基づき、千代田区の定める手続きに則り、

以下のような地域ルールが策定されている。

（D目的

　①公共交通機関が整備され、すでに駐車場に余裕のある大丸有地区の地域特性を踏まえ、

　　適切な駐車場整備を行う。一今付置義務台数の緩和

　②地域として、路上駐車の排除や駐車場への誘導などに取り組み、交通の円滑化と安全性

　　の確保を図る。今「大手町・丸の内・有楽町地区駐車環境対策協議会」の設置

（2）適用の範囲

　対象エリアは千代田区大手町1・2丁目、丸の内1・2・3丁目、有楽町1・2丁目で、面積は約

119．1haとなっている。
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図5地域ルールの対象エリア

（3）地域ルール策定の背景

　①国：都市再生本部の決定（平成13年12月）

　　　　　　　→地区特性を踏まえた規制の弾力化

　②東京都：駐車場条例の改定（平成14年10月）

　　　　　　　・今駐車場整備計画による地区特性に応じた基準

　③千代田区：駐車場整備計画の改定（平成16年2月）

　　　　　　　今地区特性に応じた地域ルールを認める方針

　④大鮪地区：地域ルール策定協議会の設立（平成16年2月）

　　　　　　　→地域ルールの建議（平成16年8月）
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（4）付置義務緩和の基準

　基本的な考え方として、地域ルールの適用を受ける建築物の駐車台数は、以下の中で最大の

数値とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　・対象建物の用途別需要台数の合計

　・東京都駐車条例により算出した台数に、別途定める緩和係数を乗じて算出した台数

　・大規模小売店舗立地法による商業施設駐車場台数と商業以外の需要台数の合計

　　表5緩和係数
…iiiiiiiiiii鱗iiiiiiiiiiii

事務所用途 0．7 事務所、官公署 300㎡につき1台

店舗用途 1．0 デパート、その他店舗 250㎡につき1台

その他の用途 個別検討
文化施設、ホテル、病

@
300㎡につき1台

緩和台数

　　　　　　　　　　余裕余裕

付置義務

�瘻苣 鑛蕪蒸i駐車対策等
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駐車簿策等
F／二らぐ

ﾋ榊興
搴ｨ鈎

大店立地法

@指針’1

条例　　　　　　　地域ルール　　　　　　需要実態　　　　　　　（参考）

　　　　　　　　　　　　　　　図6付置基準の概念図

（5）駐車対策等

①個々の建築物における駐車対策

　　・利用しやすい駐車場の構造、及び歩行者等の安全性に配慮した駐車場の出入り口位置の

　　配車及び車寄せなどの整備

　　・適切な荷捌き駐車施設の確保や共同化に向けたに荷受けスペースなどの整備

　　・自転車保管場所、自動二輪車（原付自転車含む）などの駐車場のスペース確保

②地区全体で取り組む駐車対策

　・公共駐車場、隣接建物間、同一街区内、ブロック内での駐車場ネットワークの整備

　・県外駐車場の空き情報、料金情報、料金設定などの利用しやすい情報の提供

　・休日及び時間外での駐車場開放

　・路上駐車の路融通射場への誘導や指導

　・物流の共同化
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・その他駐車対策に関すること

（6）申請費用等

①申請手数料

延べ面積A（㎡） 申請手数料（円／非課税〉

A≦10，000 500，000

10，000＜A≦50，000 600，000

50，000＜A≦100，000 700，000

100，000＜A 800，000

②緩和に伴う負担金

　東京都駐車場条例による付置義務台数を基準として、削減する台数について1台当たり15

　万円（非課税）を建物竣工までに納入。

（7）地域ルールに係わる協議会組織

　図7は地域ルールに係わる協議会等を組織図で表したものである。

　「大丸有地区地域ルール策定協議会」及び「大丸有地区駐車環境対：策協議会」は実質的には

ほとんど同じメンバーだが、役割によって2つの組織に分けている。前者が路上駐車の取り締

まり等を行う審査機関であるのに対し、後者は路上環境の実態調査や路上駐車対策キャンペー

ン、効果測定等を行っている。

千代田区

認定

、’

q大丸有地区地域ル〒ル策定協議会〉

〈会長〉学識経験者～　：’：一、：’

〈翠車軸潔猫庁
　　　駐車場事業者他

・地域ルゼル1こ係わる検討

＼・ n域ルール適用に関する審査
弓長への定期報告

専
門
委
員

連携

設置

〈大丸有地区駐車環境対策協議会〉

〈会　　長〉大丸有協議会会長

〈会　　員〉大丸有協議会・駐車場事業者他
く協力委員〉国土交通省・東京都

　　　　　干代田区・警視庁

〈大丸有地区地域ルール運営協議会〉

〈委員長〉学識経験者
〈委　員〉　大丸有協議会の代表

　　　　　駐車場事業者他
〈協力委員〉国土交通省藁京都

　　　　　千代田区・警視庁

　・駐車場に関する施策の検討、推進

　・路上駐車に関する施策の検討、推進

　・その他

設置

大丸有地区再開発計画推進協議会

図7地域ルール・組織図
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（8）地域ルール　策定フロー及び個別審査フロー

〈地域ルール策定フロー〉

i騨聡備緬過劫馴嚢1｛

策定協議会

　　　　　（奪門委貫）

　　　地域ノレール案の策定

膿鷺繍簸を劇
＿＿＝＝工内…

区長へ建議ぐ報告〉

ミ飛倒し

策定協講i会・

駐車轟講会・

運営委轟会・

地域ルール・

　　　　　　　　　　　　　　…

一大手飾丸の内虜楽懸塘区
　地域ルー藷レ策定協議会
一大手財・丸の再禽楽町地盛
　駐藻環壌対策協議会
一大手町・丸の内・籍楽ii轄地区

　地嫉ルール運露委員会
一大手欝レ丸の内哨鄭　汀蟻区

　　地壕ルール

1亀卜ルール
見直し、廃止
の勧告等〉

1《千代．母区長》一．

地域ル胆ノし告示ざ

く・別　譲フロー〉

緩和適用を受けようとする地樗書等1会員1
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図8地域ルール・策定フ日一及び個別審査フロー
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2一匹9無料巡回バス　一丸の内シャトルー

（D丸の内シャトルの概要

　大丸有地区では平成15年8月から、地元企業の協賛により無料巡回バス「丸の内シャトル」

の運行を開始した。三菱ビル前からパレスホテルなどを廻る一周30分のルートを、10時から

20時まで15分から20分間隔で運行している。

　表6「丸の内シャトル」協賛企業一覧

協賛企業

三菱地所　パレスホテル　鹿島建設　サンケイビル　第一生命　竹中工務店　ディーシー

Jード

結椈�ﾚ　東京電力　日本政策投資銀行　ビックカメラ　丸の内熱供給　みずほフィナン

Vャルグループ

O菱UFJ証券　三菱商事　明治安田生命　読売新聞　東京海上日動火災保険　プラステ

求@（順不同）

後擁遜体

NPO法人大丸有エリアマネジメント協会

　適：籔・　　　　　博：纐．
　　　　〃鋳・

　纂鑛ビ麹
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（出典：㈱日の丸リムジンホームページ）

　　　　　　　　　　　　図9「丸の内シャトル」運行ルート

丸の内シャトル・外観

難
灘瑚

議1

丸の内シャトル・内観
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　（2）利用人員推移

　運行開始以来、1日当たり平均して約1，000人に利用されている。

表7r丸の内シャトル」利用人員推移

H15
　　　　　　　　　対比H16　　増減　　　　　　H17

@　　　　　　　　　（％）
増減

対比

i％）
田8 増減

対比

i％）

4月 29，486　　　　　　　　　　　　　　　　　29，906 420 10t4 33，642 3，736 112．5

5月 30，426　　　　　　　　　　　　　　　　　　30，607 181 100．6 33，370 2，763 109．0

6月
　　　　　ず
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19」78
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tO81 102．6 40β46 一t234 97．1
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106．8

10月 32，473
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@29β10　　　　5，444　　　　122．5　　　34，932
申　5，322

118．0 3tO30
ひ　一3，902

88．8

12月 25，724 27，825　　　　2，101　　　　1082　　　28，277 452 10t6

肇月 2t664

警　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や

@21，982　　　　　318　　　　101．5　　　22，846 864

㍗　　103．9

㍗
⑲

2月 23β50

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←

@21，671　　－1，679　　　　　92．8　　　23，219

@　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る

“　　1，548 ←　　肇07」

“
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』

3月 26，458

釦　26」36　　　　－322　　　　　98．8　　　30」78

4ρ42 115．5

合計
214．42

@　0

390，93　　　　　　　　　　　　　　　　　　　385，60

@　　　　50，651　　182．3
@　8　　　　　　　　　　　　　　5

一5，333 98．6
285．16

@　2
＊1平成

魔Q平成

15年8

P6年9

月が少ないのは、8／22が運行開始のため。

月が極端に多いのは、近代美術館で行われた「琳派展」の来場者が多かったため。
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（3）ハイブリッド電気バスの特長

車両は、人と環境に配慮した「ハイブリッド電気バス（タービンEVバス）」を採用している。

先8ハイブリッド電気バス・基本仕様

超低床ノンステップ スロープ付き 定員
61名（乗務員1名含

ﾞ）

全長 10．42m 最高速度 70km／h

全幅 t49m モーター出力 定格47kw

全高 3．06m 一充填走行距離 最大300km

総重量 14235t バッテリー
シール型鉛バッテリー

i合計84個）

発電機

アメリカ・キャブストン社

ｻマイクロガスタービン 製作
ニュージーランド・

fザインライン社

ディーゼルエンジンバスに対してNOxは1／5、　HCは1／3、　COは1／10、　PMは1／3。

表9　ハイブリッド電気バス・環境性能（単位：［9／kwh］）

　　　　　　排気中汚染物質
oス NOx HC CO PM
ディーゼルエンジンバス幻 4．50 0．14 1．22 0．05
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CNGエンジンバス

タービンEVバス（軽油燃
料）

1．95

0．94

0．81

0．04

3．81

0．14

0．01

0．014

＊1最新式のエンジンにDPFや三元触媒など、最新の浄化装置を装着したもの。

＊2　NOxは窒素酸化物、HCは炭化水素、COは一酸化炭素、PMは粒子状物質の略。

　　測定値はCARB（カルフォルニア州大気汚染藍督局）によるモード走行試験で

得られたもの。

車内騒音は56dB（実測値）で室内と同じ。

床は超低床ノンステヅプ。乗り降りや車内での移動はきわめてスムーズ。さらに床を低くす

るニーリング機構も標準装備。車椅子の乗り降りに支障がなく、低い床面は乗る人すべてに

やさしいユニバーサルデザイン。

〔参考・引用資料】

1．中村正二郎他「丸の内ビルディングー既存ビルへと展開する屋上緑化」

2．植田直樹他「人工植栽基盤による壁面緑化ユニットの開発と実用化について」

3．㈹日本都市計画学会平成8年3月　「『丸の内』の新生大手町・丸の内・有楽町地区再開発計

画への提言」

4．日本熱供給事業協会「熱供給事業便覧平成17年版」

5．丸の悪熱供給㈱「平成17年版」

6．東京熱供給㈱「平成18年版」

7．東京熱エネルギー㈱「平成18年版」

8．丸の内ビルヂング新築工事建築工事共同企業体「丸の内ビルヂング新築工事におけるゼロエミッ

ション活動への取り組み」

9．東京都平成15年8，月「水の有効利用促進要綱」

10。㈱三菱地所設計「太陽光発電の概要」

11．大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり懇談会「大手町・丸の内・有楽町地区まちづくりガイドライ

ン2005」

12．大丸有グリーン物流モデル事業委員会「大丸有グリーン物流モデル事業概要版」

13．大手町・丸の内・有楽町地区駐車環境対策協議会平成17年2月　「大手町・丸の内・有楽町地
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区駐車場地域ルールのてびき」

14。大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議i会「ON！2004　AUTUMN　OO3」

15．「ビジネス空間情報／季刊オフィスジャパン・2006春季号」

ユ6．東京都公式ホームページhttp：／／w糊．metro．tokyo．jp

17．パレスホテルホームページh宅tp：／／www．palacehotel．co．jp

18．㈱日の丸リムジンホームページhttp；／／www．hi難omaru　co．jp

【補注】

1平成15年8月に廃止され、ヂ水の有効利用促進要綱」に移行。

280haもの広大な農地を持ち、主に米・蕎麦粉・馬鈴薯・麦・大豆などを生産している農家。1998年有限会社森ファー

　ムサービスを発足し、自然環境をテーマに、ECA（Eat　Co即ost　Agric積1ture）循環型リサイクル農業に着手。様々な方

　法で環：境問題に取り組んでいる。

32001年4月、東京都は「東京における自然の保護と回復に関する条例」に基づき、敷地面積1，000nf以上の民間施

　設、及び25◎㎡以上の公共施設の新築等をする際、地上部では敷地面積から建築面積を引いた部分、建築物につ

　いては屋上部分についてそれぞれ20％以上の緑化を義務付けた。強制力を強めるため、違反した建築主には20万

　円以下の罰金を科す等の罰則規定を設けている。官による緑化推進策は義務化だけでなく、様々な助成・優遇制度

　があり、これも屋上緑化導入の一助となっている。

4ベンケイソウ科の多肉植物。乾燥に強く砂漠でも生息し、コロニー（群落）をつくって繁殖する。丸の内トラストタワーN

　館の屋上では、セダムの他、ハーブの仲間であるローズマリーが実験的に植えられている。
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3。エネルギーの需給関係を「結びつけること」

3－1　都市開発とエネルギー需要

3－1－1東京都の取り組み

　東京都におけるエネルギーサスティナブルな都市づくりの考え方は、①一定規模の面的開発事

業を対象としたもの、②大規模床面積により利用の可能性の高いところの2つの側面が見られる。

そこで、まずは新たな都市開発が起きる際に、どのような方法でエネルギー有効利用が図られて

いるのか、その方法と実際の運用について明らかにしたい。

（1）面的な開発事業でのエネルギー有効利用

　東京都では、行政指導4）一環として床面積2万平米以上の開発に対して、地域冷暖房の導入を

お願いしてきた経緯がある。近年、この面積要件は引き上げられ、5万平米となっている。新規

開発において、地域冷暖房が求められる開発要件は以下の通りである。

㊥　容積率400％以上の商業地域、近隣商業地域、準工業地域、再開発促進地域

㊧　おおむね床面積が5万平米以上の開発

㊧　1時間当たりの熱需要が21GJ以上であること

　これにより、実際地域冷暖房が導入されている地域は、東京都内ではこれまで76地域で地域冷

暖房が導入されている。ただし、その面積には開きがあり、1．5haから305haまで開きがあるもの
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図1　東京都における地域冷暖房導入エリア面積の推移
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の、平均的には18．5haの広さとなっている。図3－1は、これまでの地域冷暖房導入エリアの面積と

件数を5年ごとに集計したものである。これより、導入初期の方が平均的には面積が広いことがわ

かる。ただし、これは、100haを超える光が丘等のプロジェクトが入っていることが平均値を押

し上げている結果にもなっている。しかしながら、面積要件が2ha以上と要件の厳しかった初期

には、導入箇所が後期に比較して高いという傾向が見られる。

　また、立地場所としては、断然都心部が多い（図3－2）。特に都心3区が多いことから、もっとも熱

需要の高い業務・商業系の開発に対して、地域冷暖房の導入可能性が高いものと考えられる。

　次に、その熱源をみると、地域冷暖房システムは、主なエネルギーとして、ガス単体の利用が

もっとも多く、次いで電気÷ガス利用によるものが多い。また、21のプロジェクトでは未利用エ

ネルギーの活用を行っており、ケースによっては、複数の未利用エネルギーを活用している。そ

の内容は表3・1に示したとおりであるが、ビル廃熱の再利用が13事例ともっとも多い。ほかには、

周囲の廃熱源をいかに活用するかという観点から、清掃工場、地下鉄、河川、変電所等の熱利用

がほとんどとなっている。

表1東京都における地域冷暖房の熱利用と用途

醜
㈲
竃

変電浴場河目下lk下水地ド
二丁廃易水品三度汚尼鑛冷 他

｛ノ
脚’

ル

オ
ア
ス

2壌刊鱗2
1

於繍
　では、こうしたプロジェクトはどのようなタイプのものに活用

されているのだろうか。開発用途のほとんどは、オフィス、ホテ

ル、商業等のビルの稼動状況の高い施設がその主流になっている。

これは、超高層等の開発を複数行う場合、延べ床面積5万㎡は条

例の対象となるものの、「1時間当たりの熱需要が21GJ」である

こと、という要件を満たした、熱利用の高い用途が限定されるた

めと考えられる。

（2）建築物環境計画書制度によるエネルギー有効利用の実現

　東京都では、都市の利便性を高めつつ、環境に配慮した都市づ

くりを実現するために、ディーゼル車規制や環境確保条例の制定

などを行ってきた。これを一歩前進させるものとして、2002年忌

り、東京都環境基本計画を策定した。

　計画では、大気汚染等の都民の健康と生活の安全を脅かす直接

的な危機と、廃棄物の増加、緑の減少、ヒートアイランド現象や

1地球温暖化など、都市と地球の持続可能性の危機に直面している

ことを指摘している。そして、「健康で安全な環境の確保と持続可

能な社会への変革を、東京から実現する」ことを基本理念として

掲げ、まちづくりとの連携から、環境の危機克服に向けた総合的　図3

な施策を展開していく方法として、環境確保条例に基づき建築物　れ
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環境計画書制度を実施している。

　この制度は、延床面積1万㎡以上の新築増築を対象に、建築主に建築物環境計画書の提出を義

務付け、公表するものである。そもそもこうした仕組みができたのは、一定程度の床面積を実現

する建築物において、環境配慮の全体像を明らかにすること、優れた環境配慮の取組を行った場

合にはそのレベルを評価することによって、環境に配慮した質の高い建築物が評価される市場の

形成と、新たな環境技術の開発を促進していくことにある。また、従来型の規制的な手法ではな

く、建築主自身が環境配慮の取組を指針に基づいて評価すること、都が建築物環境計画書等を広

く社会に公表することなどにより、建築主の自主的な取組を促そうとするものである。

　環境配慮の対象範囲は、制度が目的とする地球温暖化対策やヒートアイランド対策の趣旨に沿

って、①「エネルギー使用の合理化」②「資源の適正利用」③「自然環境の保全」としている。

さらに、2005年10月からは、④「ヒートアイランド現象の緩和」が項目として追加されている。

これらの項目に従い、建築主はそれぞれが個別建物の評価を実施している。そのプロセスは、図＊

に示したとおりであり、特徴は、①環境計画書は、建築確認申請の提出30日前までに行うこと、

また、提出に伴い、できるだけの事前届出が求められること、②変更は工事開始の15日前まで、

③工事完了後15日以内に届出を行う、という3回の行政への報告・協議が実施されている。

（3）これまでの実績にみるプロジェクトの傾向

　次に、これまで提出された計画書から、プロジェクトの傾向を見たい。これまでのところ、2002

年の計画書システムの導入以来、東京都では800件を超える計画書を受理している。

　臨海部のプロジェクトは全部で120件あり、うち、もっとも江東区が多くなっている。全体か

らすると業務系を抜いて住宅用途が多い。これは、都心回帰によって、1万平米以上の超高層住

宅の建設が都心部で相次ぎ、それがプロジェクト数の数に反映されているためと考えられる。特

に、港区、中央区では住宅の占める割合が高いことが明らかと成った。しかしながら、そこに環

境負荷低減に向けた取り組みがどの程度なされているかは、限定されていると言ってよい。まず、

太陽光を用いているプロジェクトは全体の4件に過ぎず、これらは全て住宅以外のプロジェクト

となっている。つまり、住宅は、その割合が高いものの、エネルギーの有効利用という観点では

まだ限られる状況にあるといえる。

　　　　　　　　　　　表2建築物環境計画書制度にみるプロジェクトの傾向

用途
プロジェ

Nト数 業務 商業 住宅
カフェ／レス

@トラン
その他

太陽 太陽

M
コジエ

l
千代田区 16 38％ 4％ 2i％ 13％ 25％ 0 0 0

申央区 11 33％ 8％ 50％ 厩 8％ 1 0 0

港区 30 26％ 0％ 59％ 厩 15％ 1 0 0

江東区 42 18％ 13％ 27％ 4％ 38％ 1 0 2

品川区 21 19％ 3％ 38％ 幌 41％ 1 0 0

合計　　　　120　27％　　6％　　39％　　　3％　　25％　　4　　0　　2

　では、住宅ではどのような環境負荷低減への取り組みがされているのだろうか。屋上緑化、雨

水を活用した散水、住戸部分でのペアガラスの活用等、その利用はまだ限定的であるといえる。
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3－1－2東京都における建設の動向とエネルギー需要

　これまでの議論から明らかとなったように、東京都では建設活動が一定規模以上であれば、エ

ネルギー有効利用のための指導がなされていた。では、そもそも東京都内ではどの程度の建設活

動が行われているのだろうか。ここでは、全体の建設活動と床面積の大きなものという観点から、

総合設計制度に着目し、その実態を把握したい。

（1）建設活動の状況

　次に東京都臨海部における建設活動を床面積推移で見る。

　図は業務・商業・百貨店の床の推移を見たものである。この後に議論するエネルギー原単位は、

特に業務、商業で異なるものの、統計上データが得られなかったことから、これで対応すること

にしたい。また、2006年にだされた、森トラストによる東京23区の大規模オフィスビル供給量調

査によれば、23区内の1万平米以上のオフィスビルの床面積推移は、100万平米で推移しているこ

とが報告されている（図）。ただし、2003年のオフィスの過剰な供給が問題視されていたものの、
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　　　　　　　図4東京23区内の大規模オフィスビル供給量の推移

　　　　　　　出典）森トラスト（2005）東京23区の大規模オフィスビル供給量調査

その後も新たなオフィス開発が進められている状況にある。近年では100万平米を下回っているも

のの、長期的には100万平米で推移することが予想されている。
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　ただし、地域による相違は大きく、近年では都心3区にそのほとんどが集中している状況にある

（図）。特に千代田区、港区での大規模オフィス開発が多く、港区では近年千代田区を抜く規模で

供給が進められている。
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　　　　　　　　　　　　図7住宅床面積の推移

　さらに、住宅床面積については、オフィスの床面積の供給量が相対的に少ない大田区、品川区

等で住宅開発の多いことがわかる。ただし、港区は、オフィス床の供給量が多いにも関わらず、

住宅床面積も多いことがわかる。これは、超高層等による開発によって、大規模な床面積の実現

が可能なためと考えられる。

（2）総合設計制度にみる供給床の特徴

　森トラストの実施した東京23区の大規模オフィス供給量調査では、「大規模」として延べ床面積

1万平米以上を対象としていたが、延べ床面積1万平米を実現するのに、もっとも活用しやすい手

法が、総合設計制度であることから、ここでは1万平米以上の開発に着目し、どのような用途が多

いのかを明らかにしたい。また、東京都では、1万平米以上の開発は、許可を東京都が実施してい

ることから、ここでは東京都の総合設計制度にのみ着目する。

　表は、1976年から2003年までの総合設計制度の運用状況を示したものである。東京都では、こ

れまでに506の総合設計制度を認可しており、うち、臨海部が50％以上を占めており、都心部での

大床面積を実現するための手法として、総合設計制度の果たす役割の大きなことがわかる。しか

し、表からも明らかなように、総合設計制度の2／3を都心3区が占めており、（1）の建設活動から
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も明らかなように、建設活動は臨海部でもとりわけ都心3区が中心になっているといえる。

　ただし、全体としてみれば、総合設計制度により供給される用途は、業務がもっとも多いもの

の、次いで住宅の多いことがわかる。これは、都心回帰による住宅ニーズの高いことと、住宅供

給による容積ボーナスの仕組みによるものと考えられる。

表3　1976－2003年の総合設計制度の状況

建物数
用途

住宅 業務 商業 その他

平均延べ床
ﾊ積（rn2）

平均公開空
n面積（m2）

千代田区 67 32 56 29 16 45，734．41 ZO　58．28

中央区 81 59 68 15 14 4524238 2641．29

港区 111 89 90 29 18 33061，’70 2i4615
品川区 38 17 25 4 10 49，497．82 4，015．37

大田区 9 4 4 4 4 64．60259 6，387．31

江東区 28 18 11 9 2 25698．77 249393
墨田区 14 7 8 6 5 27579．48 333＆56
合計　　　　　348　　　226　262　　96　　69　41，631．02　　3，297．27

　　　　　　出典）東京都

　また、平均延べ床面積を見ると、平均的には4万平米であり、ほぼ1棟で東京都の地域冷暖房を

考慮するに必要な面積となっていることがわかる。また、公開空地面積は3200平米であり、延べ

床面積の5－12％が平均的な規模となっている。

（4）新規開発にみるエネルギー需要の状況

次に、新規開発からエネルギー需要の状況を明らかにするために、（1）、（2）で出された床面積

に必要とされるエネルギー量について考える。

①新規建設活動で必要とされるエネルギー量

（i）業務・商業系床面積について

　臨海部の業務・商業床面積は年間5千万～9千万平米新規建設により増加している。

総合設計制度により実現された開発がどの程度の数で、その内訳がどの程度なのかを明らかにす

る。日本エネルギー経済研究所によれば、業務系の床面積におけるエネルギー消費量は年々増加

傾向にあるといわれている。現在の業務系床面積1平米当たりのエネルギーは、178．4Mca1であり、

これを元に図＊の2000年以降のエネルギー消費を試算したものが表＊である。ただし、前述したよ

うに、この単位は、業務、商業、百貨店の床面積の合計値であることから、実際の必要エネルギ

ー量はさらに多いことが予測される1。

　これらが他用途を加算したものであることから、1万㎡以上の開発に限ったエネルギー量（表＊）

について試算したものが表＊である。両表からも明らかなように、特に港区におけるエネルギー需

要が開発面積の増加に伴い、増加していることがわかる。ただし、港区では低・未利用地がそも

そも限られることから、再開発等によりこれだけの床面積が実現されたことがわかるものの、こ

れだけの大床面積の増加は、総合設計制度等の容積ボーナスによるものの大きいことが予想され

ることから、既存のものを差し引いても、大きな増加量になっているものと考えられる。

1　卸・小売業のエネルギー量の原単位は、340。6Mca1／㎡であり、業務系よりも多い。
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表4　業務床増加によるエネルギー消費量（GJ）

2◎◎◎ 2◎0輩 2002 2◎◎3 2◎◎4 合計

千代田区 11」52刀2 4174t259 肇壌，403β16 11．511フ16 11，659，639 874692◎3

中　央　区 9β11ρ◎3 9β26」18 9，991，67蓬 紛，07◎，979 1◎，◎35，424 49．335」95

港　　　区 唾0947556 質ρ33β99 1t376，127 12，49t756 12，994，961 58．844298

墨　田　区 1．2◎1229 t216β62 蓬，2肇3β77 1，206，458 唾，259，623 6ρ98ρ49

江　東　区 2β79，127 3ρ84，5◎3 3．09◎β66 3」16つ64 3209，922 15鴻79982

品　川　区 3479，132 35◎0，971 3，574，447 3，8◎6β97 3，906，177 18，267β23

大　田　区 2β70440 2β58，8蓬2 2β65，714 2，4◎3，952 2，556，044 12ρ54β62

合計　　　　弔7弔259　72，562，424　43，◎16，018　44，607β2壌　45，62t79◎　247β49β12

表5　1万㎡以上の新規業務床の必要エネルギー量（GJ）

千代田
　央区

他16区

1995－1999

　238，628
　唾56，600

　686055
　268456
　350，485

　47，599
　395227
　604，027

2000－2004
　1総331壌

　499627
　唾8壌9537

　　17唾514

　253，542

　298285
　　156600
　253，542

2005－2009

　壌237882

　208799
　1唾85682

　186428
　　59，657

　238，628

　260999
　164ρ57

2639820
865，026

3691274
626398

　663，684

　954，511

　812826
tO2t625

　　では、これらの床面積の増加は、エネルギー量からしてどの程度だろうか。3ヨで説明した東

京都の地域冷暖房の導入を考える際の基準である、1時間当たりに必要とするエネルギー量21GJ

を基準に、1日の稼動状況を8時間と24時間で考えたみたものが表＊である。これより、たとえ、24

時間オフィスがフルに稼動していたとしても、毎年60地域分のエネルギー効率化を考える必要性

の高じているものと理解できる。そして、臨海部全体としては、年間200から300地域分の増加を

考える勢いになっていることがわかる。

表6　地域冷暖房導入基準からみた業務・商業・百貨店床面積の実態

2000 20◎1 2◎02 2003 2◎04 合計

8時閤24時闘 8時間24時間 8時間24時間 8時闘24時闘 8時間24時間 8時間24時間

千代田区 18t9 60．6 680．フ 226．9 ｛86．◎ 62．0 葉87！7 62β 190」 63．4 1426．4 475．5

中　央　区 156．7 52．2 朽7．◎ 52．3 1629 543 1642 547 肇63．7 54．6 8◎4．6 268．2

港　　　区 η8。5 59．5 等79．9 6G◎ 185．5 61．8 203．7 67．9 2封9 7α6 959．6 319．9

墨　田　区 19．6 6．5 葉9。8 66 19．8 6．6 19．7 6．6 20．5 6．8 994 334

江　東　区 48．6 1a2 5α3 1a8 5α4 16．8 5◎B 169 52．3 η．4 2524 84．｛

品　川　区 56．7 18．9 57」 19．◎ 58．3 49．4 62．壌 2◎7 63．7 2t2 297．9 99．3

大　田　区 38．7 12．9 38．5 128 38．6 12．9 39．2 遷3．1 41．7 13．9 19a6 65．5

合計　　　　680．7　22agi1833　3944　70t5　23鎗　7275　2425　744つ　248心4037．013457

（2）住宅床にみる必要エネルギー量

　同様の試算を住宅についても行ってみる。ただし、住宅の場合、エネルギー需要が1世帯あたり、

年間U，155Kca1であることから、図索で提示した東京都の住宅着工統計をもとに1世帯あたりのエ

ネルギー需要が新設でどの程度あるのか試算したものが図である。
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　　　　　　　　　図東京臨海部における住宅のエネルギー需要

　これより、多くの場合、業務床の少ないところで住宅数が多いことからエネルギー需要も大田

区、品川区等で多かったものの、2004年における港区でのエネルギー需要が非常に高くなってお

り、試算上は59万GJとなっていることがわかる。さらに、業務同様に、これを地域冷暖房の導入

基準（1時間あたり21GJで24時間稼動）に合わせて考えてみたものが、図＊である。これより、住
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　　　　　　　　　　　　　図＊臨海部の住宅開発における地域冷暖房の必要性

宅開発のそもそも多い大田区では、床面積の累積から、その必要性が高いものの、都心部でも住

宅床の増加に伴い、総数ベースでみれば、その必要性が年々高まっていることがわかる。とはい

え、業務等に比較して住宅でのエネルギー需要は限られることから、必ずしもこうした結果の通

りに重要はないものと考えられる。
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3－2．需給マッチングシステムの開発

3遭一1　未利用熱源調査

　京浜臨海部の温熱環境の概観を、リモートセンシング画像で示す。地表面温度分布図およ

び位置関係を照らし合わせるため航空写真の重ねあわせから、京浜臨海部一帯において、内

陸地域に比べ、地表面温度が若干高いことが見て取れる。これら温度分布の画像について、

注意すべき点がある。この画像では、ひとつのセルサイズが60m×60mであり、このセル内

に含まれる測定ポイントの温度が平均化されている。また、測定ポイントは地表から◎m上

空である。つまり、このセル内に煙突があるとき、煙突付近では200℃近い廃熱が放出され

ていたとしても、測定ポイントから外れている場合にはあまり影響がでないことになる。廃

熱は「面」ではなく「点」で放出されており、単に温度分布だけではその特定は難しい。し

かし、それでもこのような温度分布が表れるということは、京浜臨海部の工場からは、熱が

放出されていることがわかり、この一帯には大量の廃熱賦存量が見込まれる。
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（1）アンケート調査概要

　京浜臨海部の工場からの排熱状況を把握するため、アンケート調査を行った。アンケート

の対象は、平成16年エネルギー管理指定工場（第1種、第2種）の中から1事業所あたりの

投入エネルギー量の多い6業種（パルプ・紙・紙加工品業、化学工業、石油・石炭製品業、

窯業・土石製品業、鉄鋼業、非鉄金属業）を抽出、併せて発電所、LNG基地、清掃工場等を

加えた全54事業所とした。調査は9月より電話などで順次調査依頼をしたのち、冒頭主旨文、

お云い文、アンケート用紙、返信用封筒を同封し郵送、もしくは、これらのデータを添付し

たEメールで送信した。回答期間を約2週間とし、10月中旬を回収の締め切りとした。ただ

し、回答のない事業所には改めて依頼、催促を行った。最終的に1月末時点までに54事業所

中44事業所（回収率81％）からの回答を得た。そのうち、排熱状況の確認のできる事業所

数は31事業所（有効回答率57％）であった。

　アンケート調査内容は表1－1、アンケート調査回収状況は表1－2に示す。

表1－1　アンケート調査内容（項目）

1
。 事業所概要 事業所名、所在地、従業員数、敷地面積、年間総生産額、産業分類

ｼ（日本標準産業中分類）、主要生産品目名
2
． 稼動状況 稼働時間（h／日）、稼働日数（日／年）

3
． 投入エネルギー及

ﾑ排熱

原燃料投入量、排熱量（環境温度との差による概算量）、排熱形態

i排ガス、排蒸気、温排水、冷却塔）、排熱場所など

4。 電気 契約電力、自家発電状況など
5
． その他 排熱回収利用（事業所外民生部門への熱供給）への興味、課題、要

]など（自由記述）

表1－2アンケート調査回収状況

産業分類名 配布事業所数

i1種・2種）

回答事業所数 排熱量記入

幕ﾆ所数

化学 27 19 10

鉄鋼 5 5 4

ゴム 2 2 1

プラスチヅク 3 1 0

石油・石炭 3 3 3’

窯業・土石 3 3 2

電機 1 1 1

食料 1 1 1

その他 9 9 9

計　　　　　　　　　　　　54　　　　　　44　　　　　31
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（2）アンケート調査結果

　アンケート調査結果を以下に示す。回答事業所の概要としては、回答事業所従業員数を図

1－1に、回答事業所年闘総生産額を図1－2に示す。従業員は12人の小規模の事業所から2400

人まで大小さまさまであったが、500人以下の事業所か多いのがわかる。平均従業員数は

340．2人であった。また、年問総生産額の項目で無記入の事業所は、電力会社、ガス会社、

清掃工場が多くを占めた。平均は約304億円であった。

1

鵬～100

圏101～500

口501～1000
口｛001～

翻無記入

単位：人

19

図H　回答事業所従業員数（件数、N＝54）

19
1コ～1ρ00，000

圏1，000ρ01～5，000，000

［＝】5，000ρ01～10ρ00，000

［コ10，000，001～

閣無記入

単位　万円

　　　　2　　2

図1－2　回答事業所年間総生産額（件数、N＝54）
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　アンケート回答の年間原燃料投入量から、年間投入1次エネルギー量を算出した。

　算出に際し、「エネルギー源標準発熱量の改訂について（平成14年2月　資源エネルギー

庁総合政策課　作成）」を参照し’た。また、都市ガスはアンケート回答に書かれた個別の発熱

量を用い、記入されていないものについては前述資料の値を代用した。

　得られた年間1次エネルギー投入量と回答事業所従業員数の相関、および回答事業所年間

総生産額の相関を調べた。前者を図レ4、後者を図1遜に示す。それぞれ比例の関係にある

との予想とは裏腹に、いずれも極めて相関が低いことがわかった。サンプル数が少なく、事

業所の生産ラインの違いなどが大きく影響したためと思われる。

参考資料：資源エネルギー庁HP

http：〃www．e：necho。meti．go．jp／info／statistics／energy／030520c．pdf

11％

14％ 22％

酬0000〒π…

二0001～100000｝

口1001～10000
□101～1000

幽1～100
國・またはデ＝鯉

単位：GJ

23％

図1－3　回答事業所年間1次エネルギー投入量（N＝44）
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　アンケート回答から、回答事業所から排出される廃熱総量を、温度別・形態別にまとめた一

ものを図1－6に示す。総量は約22万（TJ）であった。温度については、100℃以下の廃熱が

約8割を占める。これは、事業所内で熱回収するにしても、100℃以下では使い道がほとんど

ないことによる。高温なものもあるが、概して白煙防止、拡散係数の確保の必要性から、煙

突から大気放出する際に、再加熱しているためである。形態別にみても、温排水が多く、こ

の温排水の温度はほとんどが100℃以下であった。また、排熱回収が比較的容易な排蒸気が

少ない。これは1事業所でみても量は少ない。排ガスが約2割を占めるが、排ガスの熱回収

器は一般に高額であり、投資しにくいようだ。

250，00◎

200，000

壌50，00◎

100，0◎0

50，000

TJ／年

　　0
温度別 形態別

翻100◎C以下　　團100～150。C　□150～300。C　圏300。C以上

圏排ガス　　　　薩排蒸気　　　　翻温排水　　　　露循環冷却水

図1－6　排出温度・排出形：態別排熱量（N二31）
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　アンケート回答で得られた年間1次エネルギー投入量に対する、排熱量の割合を、産業別

に算出したものを図1－7に示す。年間1次エネルギー量に対して、ガスはエネルギー有効利

用されており、ほとんど排熱を排出していないという結果となった。しかし、これらはあく

まで割合である点と、同一産業であっても必ずしも割合は同じではないという点には、注意

しなければならない。また、産業別回答事業所件数を表1－3に示す。化学がもっとも多く、

その他はほとんどが5件にも満たなかった。

遷◎◎％

90％

80％

7◎％

6◎％

50％

40％

30％

2◎％

壌0％

　0％

　図1－7　投入1次エネルギー量に対する排熱量の割合（産業別集計）

表レ3産業別回答件数

産業名　　事業所懐（件）

化学 19

鉄鋼 5

ゴム 2

プラスチック 1

石油・石炭 3

窯業・土石 2

電機 1

食料 1

その他 9

無記入 1

合計　　　　　　　44
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　電気設備として、自家発電設備の設置状況を調査した。結果を図1－8に示す。CGSとは

コージェネレーションシステムのことである。約6割の回答事業所が自家発電設備を保有し

ており、その約半数がCGSを利用している。これらのCGSの排熱が有効に利用されてい

るか、運転状況、また能力に余力があるかどうかがポイントになるだろう。

利用していない

　　44％

CGSを利用してい

　　　る
　　　20％

利用している

　　36％

図1－8　（常用）自家発電設備設置状況（事業所割合％、N＝44）

　回答事業所生産ラインの稼動状況を図1－9に示す。ほとんどが24時間365日であった。し

かし、年に数回または数年に一回のペースで定期点検を行う日があるようだ。
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図1－9　事業所の稼働状況
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　アンケート項目として、このプロジェクト対する興味・関心の度合いを5段階の選択式の

回答方法で調査した結果を図1樋0に示す。回答にあたっては、事業所の意向ではなく回答者

個人の意見としてお願いした。「どちらともいえない」と回答した事業所が最も多く、個人的

な評価をお願いしたとはいえ、現段階では事業のイメージがつかめないことや、経済性に対

する懸念から慎重な意見をいただいたようだ。しかし・今日京都議定書の発効や法規制にキ

ってCO2への対応は今後重要となることが予想される。そのため、「興味・関心がない・あ

まりない」よりも「興味・関心がある・少しある」の方が若干多かったのであろう。1事業

所としての取り組みはすでになされており、限界があるので、複数の産業が集まって行うと

いうこの事業に関心が向けらたようだ。

　また、排熱回収利用実現の課題と、このプロジェクトを進める上での行政への要望につい

て、得られた意見のうち、代表的なものを表1．1－3、表1．1－4に示す。

翻興味・関心がある

團興味・関心が少しある

□どちらともいえない

圏興味・関心があまりない

闘興味・関心がない

晶出記入

図1－10　排熱回収利用（事業所以外民生部門への熱供給プロジェクト）への

　　　　　　　　　　　　興味・関心（件数）

表レ4　排熱回収利用（事業所以外民生部門への熱供給プロジェクト）実現の課題（自由記

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　述）

・より効率的な熱回収および輸送技術の確立

・投資に対する県・国の補助、温排水からの熱回収技術

・輸送コスト、インフラ（配管等）整備などはコストに見合うのか。

・プロジェクトの採算性、排熱回収設備の設置スペース
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表1遜　排熱回収利用（事業所以外民生部門への熱供給プロジェクト）に関する行政への要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　望

・行政が中心となり、各企業に働きかけを行うことが必要（推進役がいないとプ

　ロジェクトは進まない可能性が高い）

・各種法規制緩和・補助金の補助率の向上

・実施する上で障害となる規制の緩和

・ビジネスベースとなるまでの補助金

・プロジェクト関連設備については燃料等の報告の緩和

　課題については、コストや技術面、またスペースやインフラなどのハード面について、要

望については、補助金や規制緩和などが主な意見としてあげられた。
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（3）利用可能排熱量分析

はじめに・以下に暖房・給湯・冷房に対応する温度レベルを示す。

・　180℃…　　蒸気吸収式二重効用冷凍機に利用できる温度レベル

・　80℃…　　給湯・温水吸収式単効用冷凍機に利用できる温度レベル

・　60℃…　　暖房に利用できる温度レベル

上記の3点から排熱量の利用可能熱量を以下のように設定し、形態別に算出した。

180℃以上・今蒸気として利用可能な熱

80～180℃今高温水として利用可能な熱

60～80℃今温水として利用可能な熱

（a）排ガス

排出規制のことを考慮して、150℃までの差分を利用可能量とした。

利用可能熱量（GJ！年）

＝アンケート値（GJノ年）×｛排熱温度（℃）一150（℃）｝÷｛排熱温度（℃）一15（℃）｝

（b）排蒸気

アンケート値をそのまま利用可能熱量とした。

（c）温排水・循環冷却水

40℃までの差分を利用可能熱量とした。

利用可能熱量（GJ1年）

＝｛排熱温度（℃）一40（℃）｝×4．186×排熱媒体量（kg）÷1000000

それぞれの事業所の排熱について上記の計算を行った。利用可能熱量（蒸気、高温水、温水）

（GJ／年）について、アンケート値の存在する31事業所の合計値を以下に示す。

蒸気　2，705，418（GJ／年）

高温水　1，881，949（GJ／年）

温水　2，467，055（GJ／年）

　算出した利用可能熱量と、1一（2）の排熱量アンケート値と、2一（2）で算出した京浜

臨海部熱需要量とを比較したグラフを図1弓1に示す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・90・
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図1－11　熱需要量・排熱量比較図
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賦存排熱量（アンケート値）は、京浜臨海部熱需要量の約97。7倍であった。

　利用可能排熱量を算出するにあたり、必要なデータが欠損している回答みられた。それら

の事業所の利用可能排熱量を推計するために、得られた回答から年間生産額・投入1次エネ

ルギー量それぞれの利用可能排熱量との関係を検討した。すべてグラフの近似曲線式より算

出した。なお、基本的に相関係数の高いものから順に選んだ。推計に使用した式の選び方を

以下に示す。

　　　化学、鉄鋼…　①従業員数今②年間総生産額→③年間投入1次エネルギー量

　　　それ以外…　①年間総生産額→②従業員数→③年間投入1次エネルギー量

　以上を踏まえ、京浜臨海晶晶需要量・利用可能熱量（推計値を含む）の比較をしたものを

図1級2に示す。
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　　　　　　　　　　　歯H2熱需要量・利用可能熱劉ヒ較図

　利用可能熱量は京浜臨海部需要の3．1倍、推計を含めると3．7倍であった。

※推計値について…　　推計値はあくまで推計値であるため、参考程度と考える。以下に

　推計に使用した相関図、近似曲線のグラフを示す。相関がないものがほとんどであるが、

　これは同じ業種でも製造工程、使用機器等異なることが多いためと思われる。
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　　　　　　　図1－13　年間総生産額と利用可能熱量の相関関係（N＝13）
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　　　図1－14　従業員数と利用可能熱量の相関関係（N＝31）
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図H5　投入1次エネルギーと利用可能熱量の相関関係（N＝14）

　　　　　　　　　　　　　　　　　化学
　　　　　　　　　　　　　従業員数一利用可能熱量

　　　　　　　　　500
　　　　　　　　軒400
　　　　　　　　芭3。。

　　　　　　　　鍵2。。

　　　　　　　　肇1◎。

　　　　　　　　繋　0

　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　 500　　　　　　　1，00◎　　　　　　‘し500

　　　　　　　　　　　　　　　　従業員数（人）

　図1－16　化学：従業員数と利用可能熱量の相関関係（N＝10）
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　　図1－20　鉄鋼：年間総生産額と利用可能熱量の相関関係（N瓢3）
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図1－21鉄鋼：投入！次エネルギーと利用可能熱量の相関関係（N＝3）
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（4）ヒアリング調査

1一（2）のアンケート結果を受けてヒアリング調査を実施した。

（a）ヒアリング候補選定の視点（アンケート結果から）

　　・排熱量が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　駐

　　・排蒸気量・温排水量が多い（排ガスと比較して熱交換が比較的容易かつ経済的なため）

　　・排蒸気・温排水の温度が高い

　　・需要地と地理的に近い

　　・プロジェクトに対して協力的

　　　　・今合計11事業所にヒアリング

（b）ヒアリング回答者

・本社　　2件

・事業所内管理部門　　3件

・事業所　技術部門　　2件

　（会社の意向ではなく個人の意見として回答をお願いした。）

（c）ヒアリング結果概要

　　・定期修理は年に1ヶ月程度、全工程停止は数日間。

　　　　　→　熱回収器設置のための運転停止は困難。

　　・利用可能な熱はすでに回収済み。

　　　　　→　回収されていないのは低温・バヅチ運転のもの。

　　　　　　　他の工場へ蒸気供給（配管）している事業所もある。

　　・排ガス回収のための熱交換器はコストが高い

　　・スペースに余裕がない

　　　　　→　熱交換器・コンテナ・トレーラー・配管

　　・外部への熱供給は採算性と安定性が条件

　　　　　→　供給責任が持てない。

　　　　　　　排ガス回収のための熱交換器はコストが高い。

　　　　　　　蒸気供給の際、循環水の水質管理が難しい。

　　　　　　　また循環させない場合は大掛かりな上水設備が必要。

　　・外部の人間が事業所の中に入ることは許容できるが、機械操作は難しい。

　　　　　→・セキュリティー面の不安。
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3－2－2　京浜地区熱需要調査

（1）京浜臨海部熱需要地想定

婁

彙罫
ン
慈

　
ノ
　
ノ
き
な

　
渇
繋

礁
羅

　
〆
S
ご

々
襯
，
宝

　　　　　　　　　　　　　呼　　　、　，　町　　こ　　再　　　　　　▼、　　　叩
　　　　　　　　　　　　　　マ　　し　　メ　　　　　スン　　　　　　ト
　　　　　　　　　　　　　　ノナ　へ　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

簿ジ冴《慧為嬢蚊ジミ撚〉露◎姦議きパ

訴祭職幾購織蘇諏藤凝
　　

@　

f
M
障
．
、
案

無
難
謙

譲
測
り
醸
埋
霧

専熱馨獺鞍懸饗巽留誤配難捻訊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴー寒夏守ζ報羅ご導鉱鐙　　学々”・藻蔭

　　　　　　　　　　　　　　　　綴愚藤毒i義鷹簸ン鴨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤザ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八一慧》へ　　　　　　　　　　　　　　　　　．メ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　ミ　　　　　　ド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　＼㍉　　〆ン／　　ノ　　　　　　　　　　　転

悉蕪癖ぬ，＼ご或一窟　　　　A

イ轄麟海叙庖跨＼／　o一皇Bメ座ル
　　　　　　　　　　　出典：「横浜国立大学佐土原研究室作成」

図2－1　京浜臨海部熱需要地想定図

　川崎市役所、横浜市役所および関係機関のヒアリング、関連資料の収集を行い、京浜臨海

部における需要地として以下（1）～（8）の8地区を抽出した。
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（a）神奈川［コ

　神奈川口構想（川崎市殿町地区）は、羽田空港の再拡張に伴い、空港へのアクセス強化、空

港との連携による港湾機能の強化、集客プロモーションの推進などを目的に、再開発を行う

計画である。（図餅2）下図の太線で囲まれたエリアが対象となっている。またそこは4つの

ゾーンに分けられていて、詳細は以下の表の通りである。

稗奈川口構想検討図1
　　　　　　　　　　　　～
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図2乏　神奈川口構想

楓　　回ぐぞ曝塾ゴ智　縞｛帥

（b）物流倉庫

　水江・池上地区の工場跡地開発として、物流倉庫（機械関係：恒温倉庫）ができると想定

した。

（c）川崎FAZ

1顯縛畿

で第舗庸地ζ
25調9◎：㎡，；

難鐵
　羅τ

　　　　　　　　　　　　　出典：「川崎FAZホームページ」

図2－3　川崎FAZ物流センター計画

2期用地の計画を需要地として想定した。
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（d）川崎駅周辺地区

　川崎区の既成市街地で最も熱需要量の高い地域（宮本地区）を想定した。

（e）コットンハーバータワーズ

　横浜市は、関内・みなとみらい21地区などの横浜都心臨海部と、京浜臨海部地域とを結

節する「東神奈川臨海部周辺地区」として、この周辺を土地利用や基盤整備等により再開発

を行うとしている。（図2－4）東神奈川駅周辺から海方向に向かう、新たな都市軸の形成や水

辺・緑・歴史を活かした都市環境形成を進める、というもので、その中でもこのコヅトンハ

ーバー地区は現在進行中の再開発である。7haの土地を住居系複合機能、業務・商業系複合

機能などに用途分けし小さな『街』をつくるというものだ。用途分けは図2－5に示した。

　　　　　　　　　　　出典：「コヅトンハーバータワーズ広告」

図2－4　コットンハーバータワーズ所在地

①業務・商業等複合機能②住居系複合機能③業務機能④公園⑤商業サービス・住居系複合機能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：「コットンハーバータワーズ広告」

　　　　　　　　　　　図2遍　コヅトンハーバータワーズ概要
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（ず）みなとみらい21地区

　地域冷暖房による熱供給が行われている地区を想定した。みなとみらい21地区では現在

地域熱供給事業が行われており、みなとみらい地区の開発にあわせて、センタープラント（第

1期）、第2プラント（第2期）が整備されてきた。第3期として高島町地区（みなとみらい

北地区）の開発計画が進行しており、同地区に第3プラントが整備される予定である。高島

地区は映像・文化・娯楽地区として整備される方針であり、アミューズメントパークの立地

計画があるほか、日産自動車の本社が建設される予定である。

（g）横浜駅西口地区

　地域冷暖房による熱供給が行われている地区を想定した。横浜駅西口地区には多くの商業

ビルだけでなく、宿泊施設がある。

（h）ビジネスパーク

　地域冷暖房による熱供給が行われている地区を想定した。横浜市保土ヶ谷区にあるビジネ

スパークは、高層のオフィス兼商業ビルが建ち並んでいる。
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（2）京浜臨海部熱需要量推定

2一（1）で想定した需要地それぞれの熱需要量を推計した。

熱需要量の推計を行う上で使用した建物用途別エネルギー消費原単位を表2－1に示す。

表2－1　建物用途別エネルギー消費原単位

住宅 医療 業務 商業 宿泊 娯楽 文化 教育
暖房 MJ／m年 71 335 247 147 335 180 360． 239

給湯 MJ／m年 201 862 8 96 251 268 0 0

冷熱 MJ／m年 75 515 553 523 419 293 180 92

住宅（プロジェクト2010日本地域冷暖房導入可能性調査研究：日本地域冷暖房協会）

医療（プロジェクト2010日本地域冷暖房導入可能性調査研究：日本地域冷暖房協会）

業務（都市ガスによるコージェネレーションシステム計画・設計と評価：空調学会）

商業（都市ガスによるコージェネレーションシステム計画・設計と評価：空調学会）

宿泊（都市ガスによるコージェネレーションシステム計画・設計と評価：空調学会）

娯楽（プロジェクト2010日本地域冷暖房導入可能性調査研究：日本地域冷暖房協会）

文化（プロジェクト2010日本地域冷暖房導入可能性調査研究：日本地域冷暖房協会）

教育（プ1コジェクト2010日本地域冷暖房導入可能性調査研究：日本地域冷暖房協会）

（a）神奈川口

　1）延べ床面積算出

神奈川ロは、計画の段階で4つのゾーンに分けられ、機能が決まっているので、それに基

づいて、土地区画を簡略化し（図2－6）、その中でそれぞれのゾーンで建物部分と建物以外の

部分に分け、用途を振り分けた。（表2－2）

①12ha ②12ha ③18ha

図㍗6神奈川ロゾーン区画
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表餅2　神奈川ロゾーン別建物延べ床面積算出表

iiiiiiiiiii獄難iiiiiiiiiii iiiiiiiiiii鍵麹難i簸iiiiiiiiiii

①地区 オフィス 66ρ00 12◎ρ◎0

②地区 商業施設 49，500 90，000

ホテル 16，50◎ 30，0◎0

③地区 研究施設 14，000 2α000

物流センター 124，000 66，000

その他 42，000 一

緑地・道路など 48，000 一

合計 36α000 326，000

　　　　（平成18年度地域省エネルギービジョン策定等事業実施報告書参考）

2）推定熱需要量

　　　　　　　　　　　　表2－3　神奈川口推定熱需要量

暖房 給湯 冷熱
月 日… GJ／月 GJ／月 GJ／月

4 30 3，597 t583 a953
5 31 308 1，361 13，810

6 30 0 1230 霊9，642

7 31 0 t293 26，744

8 31 0 1」97 29，294

9 30 0 t28書 20，939

10 31 0 t327 14，914

質 30 5230 1，538 8，602

12 31 遷5507 1，768 5，784

1 3壌 19，556 1，623 4β19
2 28 η，226 1，695 4，631

3 3｛ 12，5｛7 肇，705 6，636

臼　　　　　　　　　　　　365　　　　73，942　　　　17，601　　　　164，267
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（b）物流倉庫

1）延べ床面積算出

　建物を以下のように設定し、延べ床面積を算出した。

　　　　敷地面積：10，000甫

　　　　建蔽率：50％

　　　　階高：5階建て

　　　　・今延べ床面積：250，000㎡

2）推定熱需要量

　物流倉庫のエネルギー消費原単位がないため、以下の物流センターのデータを参考にし、

時刻別の負荷パターンについては商業のパターンにあてはめて算出した。

クラヤ三星堂西日本物流センター

　　　　延べ床面積：33，917㎡

　　　　空調負荷　冷房：2，500kw

　　　　　　　　　暖房：670kw

　　　　・今物流倉庫空調負荷　冷房：14，742k脚

　　　　　　　　　　　　　　暖房：4，936kw

　　　　　　　　　　　　　三島4　物流倉庫推定熱需要量

暖房 冷熱
月 日 GJ／月 GJ／月

4 30 0 2，856

5 3｛ 0 6，283

6 30 0 8，907

7 3壌 0 13，589

8 31 0 14，689

9 30 0 9，647

唾0 31 0 7，708

唾1 30 0 2，567

肇2 31 2」56 t424
唾 3壌 3，261 0

2 28 2，945 853
3 3擁 t577 t996

鋒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　，

・103・



（c）川崎FAZ

　1）延べ床面積算出

　建物を以下のように設定し、延べ床面積を算出した。

　　　　敷地面積：61，400㎡

　　　　建蔽率：50％

　　　　階高：5階建て

　　　　→延べ床面積：153，500㎡

　2）推定熱需要量

（b）の物流倉庫と同様にして熱需要量を算出した。

表2－5川崎FAZ推定熱需要量

暖房 冷熱
月 日 GJ／月 GJ／月

4 30 0 t754
5 31 0 3β58
6 30 0 5，469

7 31 0 8β44
8 3｛ 0 9，019

9 30 0 5，923

10 31 0 4，733

11 30 0 1，576

12 31 t324 875
1 31 2，002 0

2 28 t808 524
3 31 969 1，225

鷺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　，

（d）川崎駅周辺地区

　1）延べ床面積算出

　宮本地区を川崎市の建物用途分類（表2－6）から、建物用途別エネルギー消費原単位の8

用途に分類した（表2－7）。

　　　　　　　　　　　　　　表2－6　川崎市建物用途分類

併用集合住宅（宿泊系）

軽工業施設

家内工業施設

防衛施設
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上記の表から以下のように延べ床面積を算出した。

　　　　　　　　　　　　　表2－8　建物用途別延べ床面積

2）推定熱需要量

表2の　川崎周辺地区推定熱需要量

縫房 岡岬 冷、い、

月 日数 GJ／月 GJ／月 GJ／月
4 30 4，039 7，097 12，746

5 3壌 341 5，932 20，490

6 30 0 4，933 3t347
7 31 0 4，708 46，955

8 31 0 4，331 51」30
9 30 0 4，517 35，435

10 31 284 5，129 22，892

科 30 7」04 6292 12，209

12 31 24，870 7β80 8」65
1 31 32」01 8，541 5，680

2 28 28，232 7，883 6，412

3 31 19，904 8，054 9，21筆

灘　　　　　　　365　　　灌16，875　　　　75，297　　　262，671
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（e）コットンハーバータワーズ

　1）延べ床面積算出

　コヅトンハーバータワーズも神奈川口と同様、すでに用途の計画がなされている。また下

図のC地区はすでに着工済みであるので、対象外とした。

ウェディングi

図2－7　コヅトンハーバータワーズ用途区画簡略図

　　　表2弓0　建物用途別延べ床面積算出

聾 ◆撒 （m べ　　　　顛

A地区 オフィスビル 業務 壌6000

i織地露 高層雲上棟 住宅 2226 82680
スーパーマーケット 商業 2479 4958

o地区 高層住宅棟 住宅 着工済み 着工済み

1轟地選 ウエディング 商業 1600 4800
ホテル 宿泊 唾050 15750

表2－11　建物用途別延べ床面積

　　翻
延床面積（㎡）

延床割合（％）

欝讐
82680

　67
0

0
16000

　13

鶴業
9758

　8

宿泊

唾5750

　13

獺i　窯化
　0　　　0
　0　　　0

≡教脊

　0
　0

含書

124唾88

　100
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2）推定熱需要量

表2－12　コヅトンハーバータワーズ推定熱需要量

暖房 績湯 冷。“

月 日数 GJ／月 GJ／月 GJ／月
4 30 995 2，149 LO27
5 31 162 壌，697 1，681

6 30 0 t336 2，839

7 3凄 0 t152 5，949

8 31 0 926 6，638

9 30 0 98唾 3，822

10 3唾 13 t278 t684
料 30 1，294 t719 896
12 3壌 3，480 2，308 574
1 3凄 4，291 3ρ31 427
2 28 3，545 2，558 46唾

3 3壌 2，760 2，494 772
欝　　　　　　　365　　　16，539　　　　2t629　　　　26，769

（f）みなとみらい

　1）熱需要量算出

　みなとみらい21中央地域冷暖房の年間販売熱量（平成14年版熱供給事業便覧の値）を

みなとみらい地区の年間熱需要量とする。

また、月別時刻別負荷パターンに関しては、建物用途：構成を業務50％、商業40％、宿泊10％

と設定して算出した。

表2－13　みなとみらい推定熱需要量

暖房 給湯 冷熱

月 日数 G“／月 GJ／月 GJ／月

4 30 壌3，059 0 28，413

5 31 1，42◎ ◎ 45，646

6 30 0 0 64，563

7 31 0 ◎ 9◎」4◎

8 31 0 0 1◎0，046

9 30 0 0 69β81

壌0 3壌 0 0 50，769

蓬1 30 19，522 ◎ 26，953

12 31 62，745 ◎ η，725

1 31 80，3◎5 0 蓬t978

2 28 71」38 0 13，855

3 3壌 49，645 0 2◎，933

年間　　　　　　　365　　297β34　　　　◎　　540，4◎2
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（g）横浜駅西口地区

　1）熱需要量算出

　横浜駅西口地域冷暖房の年間販売熱量（平成14年版熱供給事業便覧の値）をみなとみら

い地区の年間熱需要量とする。

また、月別時刻別負荷パターンに関しては、建物用途構成を業務50％、商業40％、宿泊10％1

と設定して算出した。

表2級4　横浜駅西口地区推定熱需要量

暖房 給湯 冷熱
月 日数 G3／月 GJ／月 GJ／月

4 30 2，764 ◎ 13，462

5 31 3◎1 ◎ 2t627
6 30 0 ◎ 3◎，59◎

7 31 ◎ 0 42，708

8 31 ◎ 0 47，40謡

9 30 0 ◎ 32β72

10 31 0 0 24，054

肩 30 4」32 ◎ 肇2，77◎

12 31 13，279 0 8，398

1 31 肇6，996 0 5，675

2 28 望5，◎56 0 6，564

3 31 10，507 0 9，9肇8

年間　　　　　　　365　　63，033　　　　　◎　　256，039

（h）ビジネスパーク

　1）熱需要量算出

　横浜ビジネスパーク地域冷暖房の年間販売熱量（平成14年版熱供給事業便覧の値）をみ

なとみらい地区の年間熱需要量とする。

　また、月別時刻別負荷パターンに関しては、建物用途構i成を業務90％、商業10％と設定

して算出した。

　　　　　　　　　　　　表2－15　ビジネスパーク推定熱需要量

暖房 給湯 冷熱
月 日数 GJ／月 GJ／月 GJ／月

4 30 2，191 0 7，594

5 31 0 0 10，229

6 30 0 0 壌3β79

7 31 0 0 17，884

8 3遷 0 0 20，086

9 30 ◎ 0 14，862

10 3肇 0 0 毛t180

穏 30 4，095 0 7，613

12 3壌 茎1，700 0 5，348

遷 31 14，416 0 4，552

2 28 壌2β97 0 4，427

3 31 9，599 0 5，666

年間　　　　　　　365　　54，697　　　　　0　　123，320
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以下に京浜臨海部熱需要の推定結果をグラフで表す。
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3ぞ一3　需給マッチングの検討

（1）京浜臨海部利用可能熱量算出
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（2）利用可能熱量の量的・距離的把握

　需要地からどのくらいの距離にどれだけの利用可能熱量があるのかを把握するために、地

図上で各需要地から各事業所までの距離を測り、以下のようなグラフを作成した。

　なお、以下からは利用可能熱量を蒸気として利用できる熱量と高温水として利用できる熱

量を足したものとする。これは冷熱需要を考えた場合、温水として利用できる熱は熱のポテ

ンシャルとしては低いと考えられるからである。
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（c）川崎FAZ
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（d）川崎駅周辺地区
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（e）コットンハーバータワーズ
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（g）横浜駅西口地区
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（h）ビジネスパーク
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（3）需給マッチ；ングケーススタディ

　3一（2）の利用可能熱量の量的・距離的把握を元に需給マヅチングケーススタディをい

くつか行った。以下のケーススタディの需要地としては京浜臨海部で神奈川口を想定した。

なお、今回のケーススタディでは需要熱量と利用可能熱量のみの量的なマッチングをスタデ

ィした。
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図3－10需給マッチングケーススタディ図

以下に需給マヅチングケーススタディの設定を示す。

・　従来システム

　　．　蒸気吸収式二重効用冷凍機（COP瓢L2）＋ガス焚きボイラ（COP＝0．8）

　　一　時刻三熱需要量に合わせた運転方法

・　排熱利用システム

　　．　蒸気吸収式二重効用冷凍機（COP瓢L2）＋ガス焚きボイラ（COP＝0．8）＋温

　　　　水吸収式単効用冷凍機（COP＝0．7）

時刻別熱需要量に合わせた運転方法

利用可能熱量は年闘毎時一定と仮定

排熱の輸送時間等を含めた時間的制約は考慮しない

利用可能熱量（高温水）は温熱（暖房・給湯）優先利用

利用可能熱量（蒸気）は冷熱（吸収式冷凍機）優先利用

利用可能熱量で補えない熱需要量の分はガス焚きボイラで補う

利用可能熱量が余る時間帯が存在しても、考慮しない

　従来システムに対する排熱利用システムの評価として、投入エネルギー量、CO2排出量

の削減率、削減量を算出した。

　投入エネルギーCO2排出原単位は0．05（tIGJ）とした。
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奈川口‘　システム投　エネルギー・CO2排　量

表3－1神奈川口従来システム投入エネルギー量

従来システム
月 日… GJ／月

4 3◎ 15β00
5 3壌 16，4フ3

6 30 2t997
7 31 29，475

8 31 32ρ穏
9 30 23，4壌3

10 31 17」94
11 30 17，420

董2 31 27，619

1 31 30β72
2 28 28，475

3 31 24，690

臓 365 285，539

従来システムCO2排出量：14，612（t／年）
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（a）CASE1：事業所A→神奈川口

　排熱データのある31事業所の中で一番利用可能熱量の大きく、神奈川口の熱需要量を利

用可能熱量が上回る事業所Aの熱量を神奈川口で利用することを考えた場合。

事業所A　利用可能熱量

蒸気　1，380，000（GJ！年）

表3－2神奈川口排熱利用システム投入エネルギー量

投入エネルギー

月 日数 GJ／月

4 30 0

5 3灌 ◎

6 30 0

7 3で 0

8 31 0

9 30 0

10 31 0

11 30 0

擁2 31 0

1 31 0

2 28 0

3 31 0

年間　　365　　　　0

投入エネルギー削減率：100％

排熱利用システムCO2排出量：0（t／年）

co2排出削減量：14，612（t／年）

・117・



（b）CASE2：事業所B・今神奈川口

　排熱データのある31事業所の中で事業所Aに次いで利用可能熱量が大きく、神奈川口の

熱需要量を利用可能熱量が上回る事業所Bの熱量を神奈川口で利用することを考えた場合。

事業所B　利用可能熱量

蒸気　11，622β34（GJ／年）

高温水　158，534（GJ1年）

表3弓　神奈川口排熱利用システム投入エネルギー量

投入エネルギー

月 B数 Gご／月

4 30 ◎

5 3壌 ◎

6 30 ◎

7 31 0

8 31 0

9 3◎ 0

葦0 3遷 0

11 3◎ ◎

12 31 0

1 31 0

2 28 0

3 31 0

年間　　365　　　　0

投入エネルギー削減率：100％

排熱利用システムCO2排出量：0（t1年）

CO2排出削減量：14，612（七！年）
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（c）CAS∈3：事業所C、D、　E→神奈川口

　現在の既存地域冷暖房のシステムでは供給範囲が2km程度とされている。そのことを考

慮してパイプラインによるオンライン輸送を考え、神奈川口より2km圏内の事業所C、D、

Eを排熱供給源と想定。その3事業所の合計熱量を神奈川口で利用することを考えた場合。

事業所C、D、　E　合計利用可能熱量

蒸気　418，706（GJ／年）

高温水　150，125（GJノ年）

表3－4神奈川口排熱利用システム投入エネルギー量

投入エネルギー

月 日数 G4／月

4 30 0

5 31 ◎

6 3◎ 0

7 31 2，983

8 31 5，273

9 30 肇92

10 3肇 0

11 30 0

茎2 31 t350
1 31 3，345

2 28 3，272

3 3凄 464

年間　　365　　　遷6，879

投入エネルギー削減率：94％

排熱利用システムCO2排出量：864（t／年）

CO2排出削減量：13，748（t／年）
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4．エネルギーを「配ること」

4－1回忌建物二二融通一地域冷暖房の新しい展開に関する考察一

　京都議定書の約束期間がせまっている中、依然として日本の温室効果ガスの排出量は増加を続け1

ており、2005年度は1990年に対して8，1％の増加となっている。中でも民生用の増加が著しく、

業務その他部門のエネルギー起源CO2排出量は42．2％も増加しており（環境省、2007）、都市域の

エネルギー消費削減が強く求められている。また、2012年までの今回の約束期間は一つの通過点に

過ぎず、2040～2050年頃を見すえた中長期的な実効ある対策を講じる必要もある。

　個々の建物における取り組みに加えて、地域的な取り組み、いわゆる面的な取り組みが重要であ

る。1970年の大阪万国博覧会で導入された地域冷房を契機に日本の地域冷暖房が開始され、2007

年1月現在、熱供給事業法に基づく熱供給事業が全国154地点で稼動中であるが、近年、まとまっ

た開発が少ないことから導入事例の伸びが鈍っている。新規開発地域に計画的に導入される地域冷

暖房は、先行投資が大きく、建物の立ち上がりに大きく左右されるなどの課題をかかえていること

もあり、今後は都市域に少しずつ発生する既成市街地の建物や設備の更新に合わせて、地域的なエ

ネルギー供給システムの導入を図る必要がある。

　以上の観点から本稿では、最近、都市のCO2削減に向けたキーワードとなっている「エネルギー

面的利用」を取り上げ、地域冷暖房の新しい展開を含めてその考え方を整理するとともに、今後の

展望、課題をまとめた。

4一伺　エネルギー面的利用とは

　「エネルギーの面的利用」に関わる最近の政策動向は次のとおりである。2005年4月に閣議決

定された京都議定書目標達成計画において、エネルギー起源のCO2排出削減対策・施策の5つの柱

の一つに「点から面へ」があり、これまで行われてきた個別エネルギー関連機器や事業所ごとの対

策に加え、エネルギーの面的な利用の促進が挙げられている（中央環境審議会、2005）。また、2006

年3月の総合科学技術会議では第3期科学技術基本計画（平成18～22年度）が決定されたが、そ

の中のエネルギー分野推進戦略の戦略重点科学技術としてエネルギーの面的利用が位置づけられ、

「複数の建物をネットワーク化し、面的エネルギーマネジメントを行うことで、ピークシフトによ

る負荷平準化、稼働率の向上などを実現し、エネルギー利用効率を高める可能性を有している」と

記述されている（総合科学技術会議、2006）。さらに2006年5月に発表された経済産業省の新・

国家エネルギー戦略においても、世界最先端のエネルギー需給構造の実現に向けた取組において「省

エネルギーフロントランナー計画」が位置づけられ、その具体的な4つの取組の一つに面的なエネ

ルギー利用を謳った「省エネ型都市・地域の構築」が挙げられている（経済産業省、2006）。

　このようにこれからの省エネルギー、省CO2型の都市構築のために「エネルギー面的利用」がキ

ーワードになっている。それでは「エネルギー面的利用」の具体的な内容は何であろうか。エネル

ギーの面的利用促進研究会（座長：早稲田大学尾島俊雄教授）の報告書（エネルギーの面的利硝促

進研究会、2005）に3つの類型が示されている。①従来の熱供給事業のタイプ、②熱供給事業の対

象に満たない規模の「集中プラント型」、③隣接した既存の建物どうしを熱導管で結ぶr建物間融通
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型」である。新規の開発地域が少なくなっている現在、おもに新規の建物を対象に集中熱源プラン

トから熱供給を行う①、②のタイプは、地点数が伸び悩んでおり、今後新しい展開が期待されるの

は③のタイプである。

4－1－2既存建物講談融通の利点

　従来の地域冷暖房と既存建物間熱融通の利点を比較整理したものが表1である。従来の地域冷暖

房は、負荷平準化、高度な設備やエネルギー管理によるスケールメリット、未利用エネルギーの活

用等により省エネルギー、省CO2に寄与するとともに、地域環境、都市防災面の利点も備えている

が、先行投資が大きいことが課題である。

既存建物間熱融通では、これらの地域冷暖房の利点をほぼ備えるとともに、図1に示すように、設

備の導入時期の異なる建物が隣接している場合に、更新した最新設備の能力を隣接建物間で融通す

表1　従来の地域冷暖房と既存建物間熱融通の利点等の整理

従来の地域三三房の利点等　　　　　　　　既存建物三熱二二の利点

嚇負欝1乎感化による出潮華向上

二二震：な餓罐導；λによ轟効箪高上

麟高高：な三一ルギー二二による勤皇二上省エネルギー性

@省CO2性 麟紫瀦爾：x：欺ルギー活用

磯護比率な重器灘憲§撫融懸ごよ幽幽瀧騰諏

瓢箪冤湾塗防止
地域門門保全性

勢ヒートアイランド比比

繍火災艶高低鰯

轡高歯な管藩によ為供総幡鞭性薩上都市即下向上

@（防災性） 鰺相互バックアップによる高高性向上

嚇鑑観三二

麟鶏荷平攣；化による設備容豪華謹

経済性 ⑳蟹遅三三翻鱗

趣熟甥篠魏篭藁趣rご醤熱趣鵬

鱒鱗器⑳繰守点襖時の能力⑳翻互融通

x先行投資大（最初から針薩鮪に導入） 麟鰯管幾瀞1～（翻竃⑳藍藩に禽鼎慧海導λ麟淺〉
縫済性・柔軟性

　　　　　　　夢專?蕊叢書憂と昏夢熱毒藩韓瀧霜への鑑難盤

【ピーク期間：各建物の設備を利用】

　　　　　　　　　　鰍離点、X欠点

【オフピーク：高効率設備の能力を建物間で融通】

周道建働

罵葺

設備

設備更新
建物

高効率
設備

霧辺建物

鰍‡

幾．欄襯願幽一嘗麟騰鳳＿騰嶋瞬嚇囎ム齢備鱒扁一嘩儘隅騨鱒轍一纏椰繍」

設備

周辺建物 設備更斬

囎ｨ
V

周這健鋤

騨　輌 薄　鳳

設備

高効率

ﾝ備 設備

高効率設備からの熱融通

図1　既存建物間熱融通の利点
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ることが可能になる。ピーク期間は各建物の設備を能カー杯稼働する必要があるが、熱需要は季節

変動が大きいので、オフピーク期間にできるだけ高効率な設備から優先的に運転することで省エネ

ルギー、省CO2を図ることができる。また、建物の設備を設計する場合に避けられない余剰能力を、

熱融通配管を用いて集約することにより、他の建物や新設建物に利用することも可能である。さら

に設備機器の故障時や保守点一時には、他の建物の能力を融通できる利点もある。従来の地域冷暖

房では熱源設備や地域配管の先行投資が大きいことが課題であったが、既存建物間熱融通では設備

や建物の更新に合わせて少しずつ配管を拡大するので、この課題が解決されるとともに、古い熱源

設備から順に更新しつつ、その中の最新設備を最大限活用する運用を行うことができるので、最新

技術を取り込んで最大限に活かすという、時代変化への柔軟性も備えた地域エネルギーシステムに

なる。

　以上のように既存建物間熱融通にはさまざまな利点があるが、この利点を活かしながら配管の敷

設を行うとともに、熱源設備の集約を少しずつ進めながら、最終的には現在の地域冷暖房規模のプ

ラントにまとめることによって、既成市街地への地域冷暖房導入が可能になる。

4－1－3既存建物間土融通の効果の試算

　既存建物間熱融通を導入した場合の効果を、簡単なケーススタディによって試算した。設定は次

のとおりである。図2のように竣工時期と建物用途の異なる3棟の建物が隣接しており、個別の設

備（吸収式冷凍機とボイラ）によって冷暖房を行う場合と、建物間熱融通により最も効率が高い設

新築 三絶年 築20年

事務所

R0ρ00m2

ボイラ効率

掾D95

笂?機効率
P．39

集合住宅

U0ρ00m2

ボイラ効率

B．88

笂?機効率
P．12

　宿泊

R0ρ0◎m2
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羅
5

圏
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携

園
艦
膿
蕊

ボイラ効率

冷凍機効率

図2　既存建物間熱融通のモデル設定
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備から優先的に運転する場合とでエネルギー消費量を比較する。効率の設定は技術開発による向上

と経年劣化を多少考慮して、図2の設定値とした。冷凍機については負荷率の違いによる効率の変

化も考慮した。結果を図3に示す。温熱、冷熱でそれぞれ11．4％、15，5％、合計で13％の省エネル

ギーとなった。

4－1鱗　東京都区部を対象とした既存建物間熱融通導入ポテンシャルの把握

　既存建物間熱融通の導入ポテンシャルを、東京都区部において把握した。導入可能地区を抽出す

るにあたって、既存の熱供給事業地区（既存DHC）の熱負荷特性を指標とした。地域冷暖房の導

入可能性評価指標として、従来、熱負荷密度が用いられているが、ここではさらに建物熱負荷規模

も考慮した。横軸に熱負荷密度を、縦軸に建物平均熱負荷規模をとり、既存DHC、および東京都

区部の町丁目の3，000㎡以上の建物を対象に集計した各値をプロットしたものが図4である（福原

一樹eta1、2006）。既存DHCに関して回帰直線を引き、それに直交するラインで最も原点に近い
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既存DHCの点をとおるラインを引き、その右側に分布する町丁目を既存建物間熱融通の導入可能

地区とした。結果が図5である。地区面積は10，676ha、延床面積は11，854万㎡で、これは東京都

区部全体の地区面積の16．9％、延床面積の21．2％にあたる。また、既存DHCの地区面積の9．2倍、

延床面積の4．7倍に相当する。以上のように既存建物間熱融通は大きなポテンシャルをもっている。

4－1－42050年シナリオに向けた展開

　4－1－2で述べたように既存建物間熱融通により、導入地区に関しては10～15％程度の省エネルギ

ー性が期待できると試算された。しかしながら、2040年ないし2050年には、温室効果ガスの半減

が求められることも予想されている。それに向けた展開について展望する。

　既存建物間熱融通によって、高効率機器のオフピーク時の相互融通と余剰設備容量の活用を図り、

省エネルギーと経済性を確保しながら少しずつ熱融通配管を拡大する。『拡大しながら未利用エネル

ギーを取り込み、既存地域冷暖房との連携などで、より有用性を高めていく。さて、北欧の都市で

は、ヘルシンキやコペンハーゲンのように数10kH王にわたって熱供給幹線を敷設して発電所等の排

熱利用を行っている例も見られる。東京都区部を例に取り上げると、大深度地下を利用した排熱利

用幹線が提案されている（尾島俊雄、1999）。そこで、建物間熱融通配管が拡大、整備されたところ

に熱供給幹線が連結され、大規模な排熱の導入が行われることによって、大幅な省エネルギー、CO2

削減が可能である。東京都心部には豊島、渋谷、港、品川、中央、有明の清掃工場があり、焼却炉

の温度の制約から最高でも20％程度の低い発電効率で排熱利用されているが、これを熱利用に転換

　　　、　’　　．　　　　ノ
　　　．、　　　　　　　　’

　毫　　　　　　τ
　　　　　　　　　　！’伽、、
　　　　　　●吼　’　　・’㌦・Y

　セな　　　　　ゴ　　　　　　　　　ヒのにノ　　りな　　　　　　つやリロぞ

父1奪‘1憾『き
　　　　罪　　　　・　．9響　’、　　　　ご
　　　　　　　’　藏　　　　、　　　、β
　　　　　　　　　　　ゐ　　セ　　　　　　　　　　　ヨ　お
　　　　　　　1。わ地区　；　　・隔
　　　　　　　　謡導入．コ　，　　群㌔

　　　　　　　　　出典：早稲田大学尾島研究室

　　　　　　　　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隅慶

図6　提案されている東京都区部の排熱供給幹線
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することで100％有効に活用することができる。今後のごみの排出量の変化については不透明であ

るが、大規模なコージェネレーションの導入も同時に進めることが考えられる。それによってむず

かしい技術を使わずに、既存の技術で確実に供給対象区域のエネルギー投入量、CO2排出量を半減

することが可能である。

4－1－6既存建物間熱融通の課題

　既存建物間熱融通の実例はまだ非常に少ない。既存の建物への導入ということでさまざまな課題

がある。それらを列挙すると、①配管や熱源設備を設置するスペースの確保、②所有者が異なる設

備どうしで、更新や連結のための改修のタイミングを合わせるなどの協力体制、③建物間熱融通を

管理・運営する主体、④経済性などが挙げられる。経済性の面では、国土交通省やNEDOなどに

よる補助制度の活用が可能であるが、今後さらに充実が望まれる。管理・運営主体に関しては、今

後、地域エネルギーのESCOによるビジネス展開が期待される。なお、建物間熱融通を行うために

は二次側設備のセントラル化が必須であることから、その推進が必要である。また実例、検討事例

などはこれからであり、熱負荷密度や規模、用途混在の状況、設備更新時期のずれなど、既存建物

面出融通が成立しやすい条件に関する検討を進める必要がある。
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在

経済産業省：新・国家エネルギー戦略、2006年5月

総合科学技術会議ホームページ：平成18年3月22日、第3期科学技術基本計画（平成18～22年度）

に関する配付資料

中央環境審議会：地球温暖化対策推進大綱の評価見直しを踏まえた新たな地球温暖化対策の方向性につ

いて（第2次答申）（案）、2005年3月

福原一樹、元アンナ、吉田聡、佐土原聡、市川徹、山城耕司：東京都区部における分散型エネルギーシ

ステムのグランドデザイン　その1，日本建築学会大会学術講演：梗概集（関東）2006年9月
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4－2化学蓄熱輸送

　近年、資源・エネルギー問題および環境問題の観点から各種エネルギーの有効利用が進められ

てきているが、特に1992年の環境と開発に関する国連会議（UNCED）以来、世界各国では環境負

荷の低減を実現するサスティナブルな都市づくりが求められている・なかでも・エネルギー有効

利用技術導入の必要性は高く認識され、風力、太陽光・熱、バイオマス等の新エネルギーωば一

般的に知られるようになってきた。開発という観点からは、省エネルギーを実現する個々の建築

物から、近年では汐留地区など面的広がりの中でコジェネレーションによる廃熱利用と各種ヒー

トポンプ、顕熱・潜熱蓄熱を組み合わせたシステムを実現させるなど、新たな技術が都市づくり

に取り入れられるようになった1）。

　このような排熱利用型システムは、サスティナブルなエネルギーリサイクルシステムと言える。

しかしながら現在では、廃熱利用は主として工場等に隣接した温浴施設などに代表される顕熱蓄

熱利用等による一定程度の活用に留まっている。こうした廃熱の活用を進めるためには、化学蓄

熱・ケミカルヒートポンプといった次世代エネルギーリサイクル有効利用技術を社会へ導入する

ことが有効と言われている2）。しかし、化学蓄熱技術により未利用熱、廃熱を回収し、ケミカル

ヒートポンプにより熱の改質を図り、利用できる熱として再利用を行う次世代エネルギーシステ

ム3）の導入は、結果として温室効果ガス、SOx、　NOx等の排出を抑制することにつながるものの、

それらの技術をいかに今後の都市開発にとりいれていくかは明確な指針が得られていない。

　これまでのところ、都市づくりにおいては地域冷暖房、太陽光、バイオマスの利活用がサステ

ィナブルな都市づくりに与える影響4）・5）などの新エネルギーシステムの有効性や、コジェネレ

ーション、地域冷暖房等の地域システムの有効性については、一定程度明らかにされてきた6）。

しかし、今後の都市づくりを考えるにあたり、化学蓄熱のような次世代技術の導入が、いかにサ

スティナブルな都市づくりに役立つか、またどのように都市に導入するべきかについてはまだ議

論されておらず、その必要性がある。

　そこで本研究では、次世代蓄熱・ヒートポンプ技術の中でも、放熱ロスの少ない高効率化学蓄

熱機能を持ち、他に比べ出力温度域が幅広いケミカルヒートポンプに着目し、この次世代エネル

ギー技術が今後のサスティナブルな都市づくりの実現にいかに寄与するかを明らかにすると共に、

どのように社会導入されるべきかを明らかにすることを目的とする。エネルギー有効利用型社会

への転換が早急に求められる現在、本研究で論じる新たな技術システム導入の可能性が、今後の

都市計画、都市づくりを考える上での一助となることが望まれる。

恥2－1　次世代エネルギー有効利用技術導入に関して

　前章でも明らかとなったように、現時点でのエネルギーサスティナブルな都市づくりでは、既

存システムの導入が積極的に進められていた。しかし、都市づくり自体は時間がかかることから、

技術の発展スピードを考慮して、検討面では次世代も含めた技術導入を考えることも有効である。

ここでは、廃熱利用技術導入が、都市づくりにいかに有効か、またどのように導入されるべきか

を考える。

（1）廃熱利用技術の最近の状況

　まずは2章で説明した補助制度や特区制度を実際に活用した事例に着目し、補助制度が環境負

荷低減にいかなる効果を上げたのかを説明したい。
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　表3は現在行われている　表3エネルギー有効利用に対する補助および特区の事例

廃熱利用を中心としたエネ

ルギー有効利用の事例であ

る。コンビナートのエネル

ギー効率化を図るため、コ

ンビナート内での熱のやり

取りが行われている1窪｝。ま

た、同様の事業がNEDO平成

17年度省エネルギー・新エ

ネルギー対策導入促進事

業：省エネルギー対策導入

調査事業8）、山口県周縁市

において環境対応型コンビ

ナート特区においても行わ

れている。本研究において

は、これらの取組みをさら
　　　　　　　　　　　　　　資料）；白油ロンビナ→トー亭階4）、N騨、首相官邸1繍ll区域唯進本部
に発展させ、廃熱をより需　　　HP擦三機エ業株式斜押駅梢試会社神翻のよりf械

要の多い離れた地域におけ

る地域熱供給事業に組み込むことを考えていく。

　本研究で提案する廃熱を化学蓄熱して遠隔地ヘオフラインエネル性心輸送するシステムの基本

となる事例として、「トランスヒートコンテナ・システム（THC－Systeの」がある！5）。このシステ

ムでは既存の潜熱蓄熱技術を利用し、廃棄物焼却施設等熱源施設にある未利用熱を回収、輸送し

遠隔施設の熱エネルギー源とする。このシステムは2－2でも取り⊥げた環境省による地球温暖化

対策技術開発事業において平成16年度に補助を受けており、その補助の下において3力年計画で

技術レベルの向上を図って　　表4蓄熱技術の分類

おり、現在実証実験が行わ

れている。また、同じく潜

熱蓄熱による廃熱蓄熱輸送

システムが株式会社神鋼環

境ソリューションと株式会

社神戸製鋼所によって行わ

れている16）。これらの技術

は潜熱蓄熱を用いた事例で

あるが、本研究においては、

より発展させた化学蓄熱・

ケミカルヒートポンプ輸送

に注目して議論していく。

・まず以下では次世代エネル

ギー有効利用技術を用いた

提案システムについて説明

する。

　　　　　　　　　　　　　資料）蓄熱増熱技術フ｝より作成

事業名（事業鯛 参加企業 鋤 灘
箋績

石油隠ンゼ 石湛ロンビナートル 出光興産、 複数L騒i匙お エネルギー使

ナート内の ネヅサンス 住友化学 けるエネルギ」 用益09劇
エネルギ』 （中次H12－14） 等5社 滅生産効率
薫蒸ヒ （第2次団5一蓬7） 5％向上

省エネルギL対策 旺Dor輸7年度雀工 複紅場間こお 鋤導詠調査業 ンビラー十 ネルギー新エネルギー けるエネルト

㈱7） 等8地域 対策導入促進高高：省 の山高ユ：ネルギ州対策導入調 利睡ネルギー
査事業1（今年度公募細 の有射話用

環曉対応型ぼンビ 憎憎周 特区噴本関係等こよら 複数企業間こよ 年間2．2億円

ナ→特区 南市の特 ない密接な関係こよる る電わの棺互融 の電気料弓削

（H15一）

繍
通 減（目標）

醐 年間2．6万ト

ンのCC2削減

帽禰

灘
トランスヒ→＝レテ 三機工業 環境省r三二温暖化対 1欝繕熱を利用

ナ・システム 北海道大 した廃熱輸送

（H1フー） 学他

熱エネルギL輸送 神戸製鋼
一

潜熱蓄熱を利用

騰 所葬 した廃熱輸送

（団7一）

潜熱蓄熱 化学蓄熱

iジネテ勾纏iliii 物質の温度差による顕

Mを利用した蓄熱方式

物質の相変化熱を利用し

ｽ蓄熱方式

物質の化学反応エネ

泣MLを利用した蓄

M方式

；利融1…1； 空調・ 空調生産プロセス （研究段階）

i積：：， 　　簡易

K用形態劉、

入出熱温度ほliト定

@　比較的簡易

　蓄熱密度大

Mロスほli弱し

Lし彊霊域のヒ刷ト

@ポンプ出力

・姫・、1 蓄熱密度小・熱ロス大

@　温度変動有

材糊こより温渡限定

M交換器要、過冷却

灘
舗
卸
要

蓄熱密度：、， ～5kJ／㎏・K ～1w／㎏ ～5W／㎏
甑度．・：：： ◎ ○ △

コズド、 低 使用する蓄熱材の種類に

@　よって高：コスト

使用する機器の仕様

@によって高コスト

、国華護u 化石燃料不使用 化石燃料不使用 化石燃料不使用

、補助制度．． 阻x）等に数件事例有 環境省等に数件事例有 主だった事例ま無

プン≒≒鉄蜘 受けない 二三こより受ける 材料により受ける
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（2）エネルギーサスティナブルな社会構築のための蓄熱・ヒートポンプ技術

　はじめに述べた技術をここでは改φて比較する。まずは本研究で扱う既存・次世代エネルギー

有効利用技術について、蓄熱技術とヒートポンプの特性を示す。蓄熱技術とは熱を蓄え、必要な

場所で必要な分だけ利用するための技術であり、電気の蓄電に対応する技術である。ヒートポン

プは、温度レベルを変えて熱の質をニーズに合わせて向上させる技術である。蓄熱技術およびヒ

ートポンプの種類と社会への導入について表4および表5にまとめた。

　表4からわかるように、次世代技術である化学蓄熱は技術としては優れているが、社会への導

入が進みづらい状況となっている。化学蓄熱は他の蓄熱技術に比べて放熱ロスも少なく蓄熱密度

が高いという利点がある。さらに密閉系システムとすることにより、蓄熱あれたエネルギーのみ

で高温熱や冷熱を生成するケミカルヒートポンプに発展する。しかし受けることができる補助制

度がまだ少ないこと、装置が複雑になりやすくコストが高いといった課題もある。

　表5からもヒートポンプの中でも上記で述べたケミカルヒートポンプが技術としては優れてい

るが、社会への導入が進みづらいことがわかる。駆動時に電気や他のエネルギー源を必要とする

圧縮式ヒートポンプや吸収

式ヒートポンプと比べ、ケ　　表5ヒートポンプの分類

ミカルヒートポンプは蓄え

られた化学反応エネルギー

により駆動するため経済性

に優れていること、基本的

に駆動時に電気や他のエネ

ルギー源を使用しないため

環境保護の観点からも優秀

であること、一つの装置で

蓄熱、海温、昇温、冷凍と

多数の機能を果たすことが

でき、先進性においても優

れていることといった利点

がある。しかし化学蓄熱同

様補助制度が少ないこと、

装置が複雑なため制御が難

しいといった問題点がある。

　次に、次世代技術である　上津高画配比→ポソ禰欝、クミカ比→救搬諦藤ブンク鵯辮戒

ケミカルヒートポンプの仕組みを説明する。本研究では、蓄熱材として100℃以下の排熱利用を

目指して、石膏面材料CaSO4を用いたケミカルヒートポンプを利用して化学蓄熱・ケミカルヒー

トポンプ輸送により廃熱輸送を行うことを考える。CaSq系による化学反応式は以下のように表さ

れる。20＞

圧縮証：卜十飛，ヴ 吸1賦ヒヨ鵬ヴ 吸瓢ヒ→和プ ウミ加比繍ヴ

…騰… 電i畝動が剥、作

ｮ流旅鵬温度
�ﾆ昇させξヒ→ポ

K

溶夜の濃虜＝よって沸

_力魏禰し
ｽヒ→ポレプ

高高剤罐熱縁とし

ｽヒ→ポンプ

化i高志備：：珪じ

髞ｽ応熱を融的こ
?用ずることで蓄熱

搶n冷東舞湯を
sうヒ→ポンプ

i拳棚iiiii

馳
地回翻駐叢：：尤セス

ﾁ州発生
冷感調 （研鍛階

i糠iiii ’1型1ヒ容易

＜塔eフナー容易

@｛謝大

装置が単純

Bα功鴇い

低温熱源携巨動可

@椿鞍i定

灘広，、出が出域

i嫌iiii 1次：Lネルギ→贈の

麹?辮覇囲い

｛次エネ1レ欄の

腰_勧『琢い

熱の穫剰が囎で

@　な，、

装置が複雑不籔定

勝雄：i聾ii ◎ ○ ○ △

i灘iiii 無 無 有 有

i三際鯨iii 電鵬の外力投スが

@　腰
二二の二塁が

@　膿
廃熱瓢でも駆 廃一働@　朧

｝繍lii 化墨跡用 化石然鰻軒使用 化礁耀汗使用 化石燃㌫穫用

i麟麿iiii 旧x瑠舗搾ぎ 旧x瑠舗惰 謝劉列ま無 謝…華例撫

i麟襯i 受掩い 材料：：より受ナる 受掩い 材繍＝より受ナる

Co504・1／21720（∫）＋16・81（1／〃zo1⇔Cα504（∫）＋1／21120（9）

1／2H20（9）⇔1／21720（1）＋20・91（1／〃201
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図1にケミカルヒートポンプの蓄熱および放熱過程の図解を示す3）。ケミカルヒートポンプに

蕎縣灘講灘量

して凝縮する。このときHlO

の凝縮熱が発生する。この凝

縮熱は温熱として利用される。

放熱過程では、蒸発器に蒸発

熱を加える、または自然発生

的に水が蒸発する時の蒸発潜

熱によって水が蒸発し、この

際蒸発潜熱は冷熱として利用

される。また、発生した蒸気

は反応器側で水和反応を起し、

反応熱を発生させる。このこ

とより理論上は投入熱量1に

対して3．48の熱量を得るこ

とが可能である

顯

　　　　　叢熱膿i

＿攣隷囎1／鞠
　　　　　　　　　　　　　　　　　20．9k∫／漁1

高温反応器 　　　　　鋭漂塗i
凝縮器　　　　　乳24　i

　　　　　　　　　　　　←
168三門　（泊S儀　／既（X9）

ア　　i高販応器
　　　　　き
図1ケミカルヒートポンプの概念図

1／21ち（X9）

1／2丑

Z）．9kワ㎞bl

甥繍i
乳241

3－3既存・次世代エネルギー有効利用技術によるシステム提案

　ここでは、以上で説明した既存・次世代エネルギー有効利用技術を活用するためにはいかなる

手法が有効であるかについて検討する。京浜工業地帯、京葉工業地域を中心として全国でも工場

の多い神奈川県および千葉県の工場からの廃熱を回収蓄熱し、化学蓄熱・ケミカルヒートポンプ

コンテナ（CHPC）に搭載してトラック輸送を行い、日本の中心地として商業施設等熱需要の多い

東京丸の内地域での地：域熱供給の原・燃料として改質再利用を行うことを考える。

　このようなオフライン熱供給のメリヅトとしては、①パイプラインといったインフラ整備が不

要なこと②広範囲にわたり熱供給が可能であること等が挙げられる。

　未利用熱エネルギー導入基礎整備調査21）により、神奈川県88工場、千葉県95工場から排出さ

れる廃熱量は相当量に達している。これらの廃熱を再利用するべく本研究で提案する化学蓄熱・

ケミカルヒートポンプ輸送システムを顕熱・潜熱輸送システムと比較してフローチャート図2に

まとめた。

　顕熱・潜熱輸送は、排熱を蓄熱、供給地点まで輸送し、必要に応じて別途ヒートポンプ等で改
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロコロロコ　　ココココ　のココねロつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ
　i藤・藤i　　　　　　　　　　　　　　　　　　L～塑座！蟹j
　L主物星」　　　　　　　　　　　　．〆！野一一…．＿＿。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　温水供給

中高温廃熱　一回撫一　顕熱。潜熱輸送　二輸送一 圧縮式ヒートポンプ

吸収式ヒートポンプ

吸着式ヒートポンプ

薦二
スチーム供給

冷水供給

中高温廃熱 回収
i化学蓄熱ケミカルk＝＝
iヒートポンプ輸送　i輸蓬＼㌔
　　　　　　　　　　改質

温水供給

スチーム供給

冷水供給

図2廃熱有効利用フローチャート
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質して熱供給を行うシステムである。化学蓄熱・ケミカルヒートポンプ輸送は、中高温の排熱を

化学蓄熱してオフライン輸送し、供給地点においてケミカルヒートポンプにより廃熱の質を向上

させ、利用したい温度に変えて熱供給を行うシステムである。顕熱・潜熱輸送に関しては蓄熱装

置とヒートポンプ装置の両方が必要であり、化学蓄熱・ケミカルヒートポンプ輸送は化学蓄熱装

置がケミカルヒートポンプ装置としても機能するので他のヒートポンプが必要ないためエネル

ギー的に高効率となっている。

　これらのシステムで必要となる都市整備については、図2の左から見ていくと、まず事業所の

排熱を回収するための熱交換設備が各事業所に必要となる。次に回収した排熱を蓄熱輸送するた

めのコンテナおよびトラック等の輸送手段が必要となる。排熱を供給地域まで輸送し既存の地域

熱供給設備に熱供給する場合には、地域熱供給事業所においてコンテナに収容された排熱を取り

込む熱交換設備が必要となる。

4－2－2ケミカルヒートポンプ輸送システムに関する基礎実験

（D実験目的

　4－2ヨで提案したケミカルヒートポンプ輸送システムを実現するために、本研究では基礎とな

る蓄熱および放熱実験を行った。これは、用いる反応系が平衡論あるいは速度論的に微粒子単位

では検討されているものの、今回のような蓄・放熱システムとしてはほとんど研究が進められて

いないためである。

　特に、試料となるCaSO4粒子を大量に充填することになるため、粒子単体レベルでの挙動とは

異なる熱・物質移動が考えられるため、可視化装置を試作し、試料状態等も観察できるようにし

た。

（2）実験装置および実験方法

　装置の写真を図3に、概略図を図4に示す。反応器にはアクリル素材の反応器を用い、反応過

程の試料を実験中に見られるようになっている。反応器には硫酸カルシウムCaSqを1500　g

（11．03斑ol）充填でき、10気圧に耐えるように設計されている。凝縮蒸発器は円柱型を採用し、反

応器と同様アクリルを利用し中が見えるようになっている。また、凝縮蒸発器は数気圧まで耐え

るように設計されている。
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図3
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可視化ケミカルヒートポンプ装置
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　放熱実験の反応材には、平均粒径750－1000μmの二水硫酸カルシウム（CaSO4・2H20）を800℃

で5時間焼成した硫酸カルシウム（CaSO4）を15009（11。03澱01）用いて、反応器へ充填した。蒸発

器には脱気した水を十分量充填し、恒温槽から5℃の流体を流し、温度を一定に保った。反応開

始前には反応器内の空気を真空ポンプ④で可能な限り脱気し、蒸発器内を飽和水蒸気圧に保つ。

　十分に時間をかけて脱気し、反応血忌の圧力が下がらなくなったところで反応器と蒸発器をつ

なぐバルブ③を開いて反応を開始した。実験中には反応器内の温度や試料の温度、蒸発器内の水

温、恒温槽から反応器、蒸発器へそれぞれ送られてくる熱交換流体の入り口および出口側の水温

を熱電対で測定し、そのデータをパソコン収集した。また、反応器と蒸発器の圧力および蒸発器

の水位の測定を行い、反応率に換算した。また、今回は装置はアクリル製ということも訪り装置

内の気密性が高くないため、定期的に真空ポンプで脱気する瞬引きも併用して反応を進行させた。

一定時間（60盛n）が経過したところでバルブを閉じて実験を終了した。

（3）結果および考察

　図5に、蓄熱過程における代表的な反応粒子の温度パターンを示す。本図より、90℃以下の熱

源投入により、反応粒子の各部に吸熱分解反応が起こり60分以上にわたり温度降下しているこ

とがわかる。このことより、100℃レベルの排熱があれば今回用いた硫酸カルシウムCaSO4系ケミ

カルヒートポンプにより排熱回収できることがわかる。
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図5蓄熱時反応粒子温度変化

　図6に、放熱過程における代表的な反応粒子および蒸発器内の水の温度パターンを示す。本図

より、バルブ開放と共に放熱反応が急激に起こり、反応粒子温度は90℃レベルまで急上昇し、蒸

発器内水温は5℃レベルを維持していることがわかる。すなわち今回用いた硫酸カルシウムCaSq

系ケミカルヒートポンプでは、熱供給地域において、電力やガス等の外部エネルギーを用いずに、

90℃レベルの温熱と5℃レベルの冷熱を供給できることがわかる。
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60

　図7に、蓄・放熱実験後の試料の写真を示す。今回は、充填層構造となったにもかかわらず、

粒子の癒着や潮解も見られず、今回用いた硫酸カルシウムCaSO4試料が繰り返して利用できると

想定される。

図7蓄・放熱実験後の試料

4遭一3　システムシミュレーション

（D概要
　まず、熱源から供給するまでのプロセスを「蓄熱部分」「熱輸送部分」「放熱部分」に分けてそ

れぞれシミュレーションの計算式を立てた。以下にその仮定と計算式を説明する。なお、化学蓄

熱の場合は反応器側の熱のみを利用する場合、凝縮／蒸発器側で発生した凝縮熱を利用する場合、

凝縮・蒸発熱を利用する場合でさらに3種類に分けて計算した。

図8に、蓄・放熱ケミカルヒートポンプコンテナ概念図を示す。ここでは以下の仮定を行う。

・輸送ユニットは鉄道、トラック、海上輸送のいずれも可能な容積のコンテナとする。
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・熱交換しやすいように蓄熱物質は球状カプセルに入っている。

・常時コンテナ内には蓄熱物質が積み込んであり、このコンテナ内に熱源からの温熱を通すこと

で蓄熱する。

・蓄熱完了後、このコンテナを供給地まで輸送し、放熱する場合もこのコンテナに熱交換媒体を

通すことで放熱するものとする。

・蓄熱方法は水を蓄熱材とする顕熱蓄熱、酢酸ナトリウムを蓄熱材とする潜熱蓄熱、CaSO4・

1／2H20／CaSO4を蓄熱材とする化学蓄熱の3種類を比較する。

外容積 内容積

レ・7［m1

　　5。92［ml 　　5．82回

輸送ユニット

熱源からの温熱

（熱交換媒体）

（熱交換媒体）

　　　　　　　蓄熱物質

図8蓄・放熱ケミカルヒートポンプコンテナ概念図

　　　　　　　カプセルのユニヅト

　　I
VI　　　　V2

　　　　反応器

拡大図

断熱材

蓄熱物質

パイプ

反応器

H20（9）

凝縮器

　　　　　　　　　　　図9化学蓄熱材層モデル

図9に示すように、CaSO4・1／2HlO：1／2HlO⇒6：1なので、この比のように反応器と凝縮／蒸発器

434一



を分けるとする。カプセルは反応器と凝縮／蒸発器をこの比と同じに合わせたものを蓄熱材ユニヅ

トとして考える。それぞれはパイプでつながれている。

（2）計算方法

　下記のそれぞれの過程における熱収支式～導き出された偏微分方程式を、エクセルベースの自

作プログラムにより前進差分法を用いて解くことによりシミュレーションを行った。

①蓄熱過程

　蓄熱過程においては、熱交換流体を蓄熱コンテナと熱交換流体の間を循環させることで蓄熱を

行う。

（基本式）

95∫o　漏σ23△772

93∫o　譜ρcy（1「2繍71）

72識7湿＋C3∫o／（ρcy）

　Qsto：コンテナ蓄熱量（熱交換流体から蓄熱材への流入熱量）、　Ul：熱交換浦体と蓄熱材の総括伝

熱係数、S：蓄熱材表面積、△T2：熱交換流体と蓄熱材の対数平均温度、ρ：蓄熱材密度、　C：蓄熱材

比熱、V：蓄熱材体積、　T1：蓄熱材温度、　Tl：次の時間の蓄熱材温度

　ただし、潜熱蓄熱および化学蓄熱では、蓄熱材比熱として、該当温度域における融解・凝固熱

あるいは化学反応熱を含む総括比熱を用いる。

②輸送過程

（基本式）

9∫如し93∫グ9z。∬

91。∬一σ1A△ろ

　Qsto’：次の時間の蓄熱量、　Qsto：蓄熱量、　Qloss：熱ロス、　U｝：コンテナと大気の間の総括伝熱係

数、A：コンテナの表面積、△T3：保温材表面と大気の温度差

ひ2c放熱過程

　放熱過程においては、中温（40℃）の熱交換流体をコンテナに通すことで放熱を行う。

（基本式）

97εZ　詔　ρCy（1「2　－1i）

72略一9，εz／（ρα）

　Qre1：熱交換量（蓄熱材から熱交i換流体への流入熱量）、　T1：蓄熱材温度、　T2：次の時間の蓄熱材温

度

（3）非定常計算結果

①蓄熱過程

　図10に120℃蓄熱過程の蓄熱材温度の時間変化のグラフを示す。このシミュレーションでは△

T｝，2が0に近づくまで計算したため、蓄熱材最終蓄熱温度は120℃になっている。顕熱は緩やかに
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上昇している一方、潜熱・化学は一定時閤温度が変化していない。この時間にそれぞれ潜熱・化

学反応熱が吸熱している様子がわかる。

　図11に120℃蓄熱過程の蓄熱量の時間変化のグラフを示す。化学蓄熱は凝縮／蒸発熱を利用す

る場合、潜熱よりは少ないが、顕熱より多くの熱が蓄熱できることがわかる。化学蓄熱のみでみ

ると、化学反応熱が発生する10分近くで3っにグラフが分かれていくのがわかる。この時間付近

から化学反応熱が吸熱され、凝縮・蒸発熱が発生しているためである。

　蓄熱材温度変化のグラフと蓄熱量変化のグラフを対応させてみると、温度一定のところで蓄熱

量の傾きが変化していることがわかる。このことから、この時間に潜熱・化学の蓄熱速度が上昇

していることがわかる。なお、化学蓄熱あ蓄熱量の傾きが、化学反応熱が発生している間直線に

なっているのは、本来時間変化する反応率を一定にして、総括比熱という概念を使って計算して

いるためである。
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②輸送過程

　図12、図13にそれぞれ1ヶ月の120℃輸送過程の蓄熱材温度の時間変化、蓄熱量の時間変化の

グラフを示す。化学蓄熱の蓄熱材の温度は時間経過とともに下降する割合が顕熱・潜熱より大き

いが、蓄熱量で比べてみると、顕熱・潜熱の蓄熱量の方が次第に下降する。一方で化学蓄熱の場

合、顕熱蓄熱量分は同様に次第に下降するが、化学反応熱がロスしないため、熱ロスが小さいこ

とが分かる。1ヶ月間輸送した場合、それぞれの蓄熱量に対する熱ロスの割合は、顕熱蓄熱68．7％、

潜熱蓄熱43．2％、化学蓄熱32．5％という結果になった。なお、これらは理想的な断熱構造の計算

に基づいているため、実際にはこの数分の一から数十分の一の時間で同様の同等のエネルギーロ

スがあることも考えられる。その場合エネルギーロスの小さい化学蓄熱が一層有利となる。
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③放熱過程

　図14に120℃放熱過程の熱交換量の時間変化のグラフを示す。凝縮／蒸発器側の放熱ロスは10％
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以下であるため、凝縮／蒸発器側で発生する熱ロスはすべて熱交換量に加算した。化学蓄熱の場合、

凝縮熱は蓄熱時に発生、蒸発熱は放熱時に発生するため凝縮熱を使う場合、放熱時と熱交換量の

始まりは同量であるが、化学反応が始まると蒸発熱が熱交換され、傾きが大きくなることが分か

る。
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図14　120℃放熱過程の熱交換量の時間変化

　図15は120℃放熱過程の蓄熱量の時間変化のグラフである。

　蓄熱量の変化を見てみると、顕熱・潜熱蓄熱は時間が経つごとに下降し続けるが、化学蓄熱は途

中で一定量を保っていることが分かる。
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図15　120℃放熱過程の蓄熱材温度の時間変化
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　以上の結果をまとめると、120℃の蓄熱の場合・化学蓄熱は顕熱や潜熱蓄熱に比べると、当初の

蓄熱量は小さいが、凝縮・蒸発熱を加算すると放熱時には顕天日熱量より大きくなる。長期間輸送

する場合は、頻発・潜熱量は下降するが、化学蓄熱の場合化学反応熱量は下降しないため、熱ロス

が小さいことが分かった。

　このように、120℃の化学蓄熱は蓄熱量こそ潜熱に比べて小さいが、化学反応熱はロスがなく、

長期保存が可能で冷熱を使えることが大きな利点であり、その有効性がコンテナシミュレーショ

ンにより示された。

4－2－4提案システムによるコストおよびCO2排出量

　以上を踏まえ、本システムで事業を行っていく際のコストおよびCOI排出量について以下で推

算する。

蔀靭ン

図16配管表面放熱ロス写真（左）と熱画像（右）（京葉工業地域内）

表6化学蓄熱・ケミカルヒートポンプ輸送による輸送コス
　　平成16年度熱供給事業便覧

22）によると、東京丸の内地域の地

域熱供給事業の年間原・燃料使用

量は1．95×10§GJとなっている。

一方、未利用熱エネルギー導入基

礎整備調査川の廃熱を総合する

と、神奈川県と千葉県の工場から

1時間当たり5．12×10§GJもの廃

熱が排出されていることになる。

　なお、工場内での高温壁面等か

らの放熱ロスとしての排熱が上

記以外にも考えられる。

　例えば図16に示す京葉工業地

1域内のとある配管表面放熱ロ

ス：直径1恥の円管から大気中に

放出している放射熱を考えてみ

る。仮に熱源1箇所あたりの平均

排熱量（10，462GJ／h）の1％以上

ト

杜済性
年間回収廃熱量（GJ／年） 1350000
：コンテナ1台あたりの斐熱量（GJ／台） 2．84

年間使用トラック台数（台／年） 475000
燃　（km／D 6．50

ガソリン”・金（円／D 凄3肇

　　　　　　　　　　　　　　　　魅M源から共帽地までの距　（km） 30．0

トラック1台あたりの　送　（円／台） 605
年間　送　用（百万円／年） 288
年間利用可能熱量（GJ／年） 壌92000◎

送コスト（円／GJ） 150
人牛　（万円／人／年） 700
運　車両　　（万円／台／年） η0
コンテナコスト（万円／台／年） 壌80

ランニングコスト（円／GJ） 壌55

CO2排出量
ガソリンによるCO2排出量（k／D 2．38

トラック1台あたりのガソリン使用量G／台） 4．61

年間CO2排出量（k／年） 2壌9◎0◎0

単位熱量あたりのCO2排出量（k－CC2／GJ） t14
資料）国土交通省9）、石油情報センター23）、環境省地

球環境局平成15年度民生・運輸部門における中核的
対策技術第二次中間報告24）、環境省HP7）より作成
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なら考慮するとすると、壁面温度が443Kとすると、必要な円管の長さは約7㎞となるのでここで

は考慮しないとする。

　神奈川県と千葉県の工場からの廃熱のうちの0．003％を化学蓄熱・ケミカルヒートポンプ輸送を

用いて輸送、利用できたと仮定すると、年間利用廃熱量は1．35×101（GJ／y）となる。5－3および参

考文献2。）よりこの廃熱量から1。42倍の1．92×106GJの熱量が利用可能となるので、全廃熱量の

0．003％を回収・輸送することで丸の内地域の十分な

利用熱量が得られることがわかる。この場合、化学　表7コストおよびCO2排出量の比較

蓄熱トラック輸送を行う場合に必要となるコストを、

輸送コストとしてのガソリン費に人件費、トラック、

コンテナの各費用2ξ）を合わせ、トラヅクおよびコン

テナについては10年間使用するものとしてランニン

グコストを試算した。その結果をCO2排出量と合わせ

て表6に示す。

　　一方、東京ガスによるガス料金は産業用44．29

円加3であり25｝、東京電力による電気料金は10円／k恥

であるll）。これより、1GJあたりの電気料金は2780

円、ガス料金は963円となる。電気、都市ガス、化

学蓄熱・ケミカルヒートポンプ輸送のコストを比較

したものを表7に示す。表からも明らかなように、

電気および都市ガス利用のヒートポンプのCOPが3、

5であった場合と比較しても化学蓄熱・ケミカルヒートポンプ輸送のコストは数分のヅであり、

他のコストを含めても非常に経済性が優れていることがわかる。

　また本表より、CO2排出量の値についても、現在地域熱供給事業の原・燃料として使用されてい

る都市ガスのCOI排出量51．29℃02／MJ、電力のCO2排出量1669－COI／MJ2？）に基づく値と比較して、

数十分の二のかなり低い値であることがわかる。

　以上より提案した次世代ケミカルヒートポンプ排熱利用システムが経済性、環境面において既

存の地域熱供給よりも優位であることが示された。2章に述べたようにこのような次世代技術を

実現化するためには、今後次世代技術を実現化する制度、補助の一層の強化が求められる。

CHPC利用 150

COPコ1 2780
電力利用 COP＝3 926

輸送コスト

i円／Gの COP＝5 556
COP鵠唾 963

都市ガス

@利用 COP訟3 321

COP認5 193

CHPC　l用 1」4

COP認1 166
電力利用 COP認3 55．3

単位熱量あ
ｽりのCO2
r出量（g－

@CO2／MJ）

COPコ5 33．2

COPコ1 51．2
都市ガス

@利用 COP篇3 17．1

COP瓢5 10．2

牟2絡　まとめ

　エネルギーサスティナブルな社会構築のための国による措置としてコンビナート内相互エネル

ギー融通や廃熱輸送システムの事例が存在し、NEDOや環境省からの補助やエネルギー特区がある

ことが示された。しかし、次世代技術に対する補助や特区制度は、燃料電池等の政府主導型の技

術を除いては今のところ適用し難いために次世代技術が社会への導入が進まない状況となってい

る。

　本研究により、次世代技術、特に化学蓄熱・ケミカルヒートポンプを利用したオフラインエネ

ルギー輸送システムの経済性、環境面での優位が実験およびシミュレーションにより示された。

今後、本研究における次世代エネルギー有効利用システムのような研究事例に対しては、工業地

域における廃熱利用に関してはCO2排出削減というメリットにより環境省からの補助で研究・開

発を進め、省エネルギーというメリットによってNEDOより導入促進のための補助を得ていき、よ

り効率よく導入促進を図るため特区制度を利用するという流れが考えられる。

　さらに、次世代エネルギー有効利用技術を社会に導入していくには、各省庁によって行われる
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補助制度の中に次世代技術を育てるという概念が組み込まれて一体化していくこと、特区におけ

る燃料電池関連のように国によって導入促進が図られていくこと、またそのための研究・開発・

普及啓発などのエネルギー有効利用促進のための体制作りを、産官学民一体となり進めていくこ

とが必要であると考えられる。

補注

（1）ここでは国によって新エネルギーと定義された太陽光、風力、バイオマスや燃料電池につい

　ては新エネルギーとし、新エネルギーと明確に定義されていない蓄熱・ヒートポンプ特に化

　廃娼熱・ケミカルヒートポンプ等を次世代技術とした。

（2）特区制度では、まず地域限定で特例措置が実施され、その後国から認あられたのは全国展開

　の実施となる。
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5．都市再生におけるサスティナブル・デベロップメント実現のための制度枠組みの検討

5一葉イギリスの都市再生におけるサスティナブル・デベロップメント実現のための制度的枠組み

　環境負荷低減型の都市づくりという観点で考えれば、世界斉整ではサスティナブル・デベロップメ

ントの必要性が高く問われている。リオで1992年に開催された環境と開発に関する国際会議でも、

各国がアジェンダ21をもとにした、環境負荷低減型都市づくりが求められた。英国では、1997年、

ブレア首相が2000年までにすべての自治体にローカル・アジェンダ21の策定を求め1、それが達成

されている。現在、これはさらに一歩進められ、2003年のエネルギー白書で示された2010年に温室

効果ガスの10％削減、2020年に20％削減という目標値実現に向けて、再生可能エネルギー施設i建設

をめぐって、都市計画とエネルギー政策の連携の必要性が問われている2。

　ここでは、都市計画が、エネルギーの有効利用に果たす役割について、イングランドの都市計画に

着目し、エネルギー有効利用への取り組みを明らかにしたい。なお、英国は連合王国であることから、

本稿では、イングランドの都市計画を対象に、その取組みについて述べることにする。

5四一1イギリス都市計画の枠組み

（1）近年の都市計画システムの変化

　まずは、エネルギー有効利用型都市づくりを考える上で関係する、イングランドの都市計画につい

て説明したい。

　イングランド都市計画の特徴は、「デベロヅプメント・プランー計画許可制度」により、開発コン

トロールをすることにある。そこには、地方自治体の都市計画部局に大きな裁量性が認められている。

イギリスでは都市計画に時間がかかることなどの問題点から、これまで都市計画システムの見直しが

問われてきたが3、2004年の計画強制収用法（Pla㎜iRg　and　Compu粟sory　P糠rchase　Act）により、これま

での、県レベルのストラクチャー・プランと基礎自治体レベルのローカル・プランから成る2層制都

市計画制度と、大都市圏で採られてきた1層制都市計画制度（ユニタリー・デベロップメント・プラ

ン）の仕組みが大きく変わることとなった。

　その特徴は刃デベロヅプメント・プラン策定のための個別指針として機能してきた計画指導ガイダ

ンスPPG、地域計画ガイダンスRPGが変更され、①前者が中央政府発効のPPS（Pla㎜ing　Po豆icy

Statement）となること、②後者がロンドンを除く8つの都市圏別につくられる地方協議会（Regional

Asse磁bly）の策定するRSS（Regional　Spatial　Strategy）となったこと4、③従来からの地方自治体が策定す

るデベロヅプメント・プランがLDF（Local　Developme癬Framework）に再編されたことにある5。ただ

し、個別開発のコントロールは従来通り行われている。計画判断の基準として存在するLDFの一要

素であるデベロップメント・プランは、●業務、住宅、交通などの個別内容となっており、これらの政

策内容をもとに計画が審議される。

　こうしたイギリス都市計画再編の意味は、第一に大都市圏、非大都市圏という都市の位置づけによ

り1層制、2層制という異なる計画体系（図1）を単純化したこと（図2）、第二に、旧RPGでは地

方協議会の：策定する計画があくまでもRPG素案として中央政府に提出されていたのに対し6、　RSS

には法定計画という位置づけが付与され7、地方分権化がさらに進められたものといえよう。

　地方自治体レベルで策定されるLDFは簡素化されていることから、詳細計画、詳細方針について

は、補助計画文書（S叩plementary　Plan㎡ng　G磁idance）の策定を別途行うことが併せて指導されている。

つまり、計画許可の基本となるLDFはできるだけ簡素化させ、計画システムを単純化させたいとい

う意向が大きく表れたものと見ることができる。

　では、デベロヅプメント・プランはいかに策定されるのだろうか。都市計画の所轄官庁である副首
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相府（ODPM）発行の各種指導書であるPPS（Pla㎜ing　Policy　Statement）とRSS（Regiona至Spa重ial　Strategy）

を用いて策定されることが位置づけられている8。前者は、デベロップメント・プランの内容に大き

く関係する個別内容別の指導であり、後者は、イングランド全域を8つの広都市圏に分割し、その都

市圏を対象とした指導書として存在している9。各組織と策定される計画の関係は図1に示したよう

に理解することができる。

二大都市圏　　大都市圏

PPG

ストラクチャー

　プラン

ローカル

　o髄臓、

RPG　　　PPS　　　①中央政府レベル
　　　薯　駅　　　　　　　認瓢凌郵題落＆惹＆覇醜塔驚薄瞭郎蔵博｝

RPG
挽露

UDP

　　RSS　②広域都市圏レベル
弼韓　　　　　　　　㎏怒駅廃郊～憂鑑淡慧＆潔騒濾・

LDF

　　　　な　セなおな　おば　ヌ　　

図1従来までの計画
　と行政の関係

鞭＿＿襯勲聖轟穿論鯵慕劇k

　　　図22004年以降の
　　　計画と行政の関係

（2）上位計画にみるエネルギー有効利用の方向性

　1992年の「環境と開発に関する世界会議」以降、世界各国ではエネルギーの有効利用が問われて

いる。京都議定書をめぐっては、2004年11月のロシアの批准により、①55三国以上の批准、②1990

年排出量の和が55％以上という発効要件が満たされ王。、2005年2月に発効に至った。議定書では、

各国に2008年～2012年に温室効果ガスの1990年比による削減値が与えられている。

　もっとも高い値の削減値のEUでは、2001年、サスティナブル・デベロヅプメントEU戦略方針を、

続く2002年再生可能エネルギー義務が承認され、これを受けてイングランドとウェールズでも、再

生可能義務令（Renewable　ObHgation　Order）が出された。これにより、英国のすべての電力関連企業は、

供給量のうち特定割合を再生可能エネルギーとすることが義務付けられた11。しかし、再生可能エ

ネルギーの活用は、企業努力のみならず、都市活動の中で問われるものも大きく、2003年に策定さ

れたエネルギー白書においても、2010年に温室効果ガスの10％削減、2020年に20％削減を目標値と

掲げながらも12、再生可能エネルギー施設の建設をめぐって、都市計画との連携の必要性も高く認

識されている13。なお、イングランドにおける再生可能エネルギーとは、英国の政府指導書である

PPS22に位置づけられている太陽、バイオマス、下水、風力、埋め立てガス、廃棄物などからのエネ

ルギーである14。

　2003年、PPSのひとつである「再生可能エネルギー（PPS22）」が改定された。それは現在のサスティ

ナブル・デベロップメント、ならびに、2003年のエネルギー白書（経済産業省：DTI発行）を受けた

詳細な指導の必要性が高かったためである。ただし、ここでいう「再生可能エネルギー」の意味は幅

広く、風力、水力、太陽光耀の自然力で作られるエネルギーに加え、バイオマス、下水道等の廃熱を

エネルギー源としたものも含まれている15。

　エネルギー有効利用型都市づくりに二つの省庁が大きく関係することから、両者の結びつきという

観点から、中央政府、広域都市圏、地方自治体という行政間の関係を見たものが表1である。
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表1PPS22とエネルギー白書の関係

PPS22 エネルギー白書
⑳中央

ｭ府
政府方針、エネルギー白書に即す6 省庁の枠組みを超えた連携

ﾌ必要性6
地方協議会はRSSに再生可能エネ
泣Mーの予示値を憩平する12

広域計画で戦略的にエネル
②広域

s市圏 目標値のモニタリングを地方協議会

ｪ行う3

ギー有効利用を積極的に位
uづけていく必要性①

地方自治体レベルでは主要なことの
ﾝをしDFに描き、詳細は補足計画書

ﾉ示す4

エネルギー有効利用のため
ﾌ土地利用計画に向けたガ
Cダンスを作成④

◎
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル

政
策 住宅、商業、工業の新規開発で再生

ﾂ能エネルギーの利用％の設定を
ｭ策として位置づけることが可能4
目標達成後に、再生エネルギー活用

v画の申言を却下しない5

計画許可を巡り、都市計画へ助言を実施⑤

計
画
許
可

自然、歴史資産の指定穿りアでは、

i観を妨げない開発のみ可能⑤
　　　　　　　　資料）ODPM（2004）PPS22、　DT！（2003）エネルギー白書より筆者作成

　これより、PPSでは②広域都市圏レベルで、①これまで都市計画のガイドライン上設定されていな

かった、再生可能エネルギーの利用について目標値の設定を行うこと、②それをRSSに描くこと、

③目標値のモニタリングを行うことが示されている。このように、ppsにエネルギーの指導が増えた

のは、DTIにおいてODPMの行う都市計画上のエネルギー政策の「指導が不十分」16であったこと

が大きい。これまでのイングランドの地方分権推進の中では、とりわけ地方開発庁（RDA）に、都

市再生関連事業が集中してきた17。計画体系でも同様に、地方協議会への権限が大きくなり、それ

は、計画と開発の両面で「広域都市圏」の果たす役割が大きくなったと見ることができる。特に、①

これまで都市圏としての再生可能エネルギーの目標値をRPGに設定しなかったことが、「PPG22にお

ける指導が不十分」とされる評価もあり18、結果として、都市圏別の目標値を設定することになっ

たと理解できる。

　次に、実際の開発コントロールを行う⑧地方自治体レベルを見ると、④政策面でPPS22に詳細な

方向性が提示されているものの、⑤計画許可レベルでは、再生可能エネルギーを含む都市計画を実現

しないことへの危惧が、PPS22、エネルギー白書の両方に表れている。これは、都市計画側の再生可

能エネルギーの理解の低いことも関係している。DTIは、再生可能エネルギーの開発に関る計画申請

が不許可になる点も指摘している19。つまり、再生可能エネルギー活用の実現には、都市計画側の

理解の必要性も高く求められる訳であり、だからこそ、ODPM，DTIの両者が各政策に位置づけを行

っている。ODPMは、都市計画側のさらなる再生可能エネルギーの理解を深めるために、　PPS22の

補足資料として、再生可能エネルギーに関する指導書を策定した20。こうしたことから考えれば、

エネルギー有効利用の必要性について、現場レベルでは必ずしも十分な理解につながっていないから

こそ、こうしたガイドラインの必要性があるものと考えられる。また、広域都市圏だけでなく、個別

開発を扱う地方自治体レベルでも同様に再生可能エネルギー活用の理解が求められることから、⑪中

央政府レベルで⑥省庁の枠組みを超えた連携の必要性が強調されたと見ることができる。

　以上、ここでは再生可能土ネルギー政策が国の方針の中に位置づけられ、目標値の設定という観点

で、地方協議会の役割が大きくなってきていること、さらに実現のためには、基礎自治体レベルの都

市計画の理解が重要であることが明らかとなった。これより、中央政府・広域都市圏・地方自治体と

いう3つの都市計画の段階で再生可能エネルギー供給の重要性が指摘される枠組みにあるといえよ

う。　つまり、現場レベルの計画は、こうした中央政府レベルの政策を元に策定されることから、両
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者の連携の意味は大きいといえるだろう。

5－1－2広域都市圏における再生可能エネルギー政策の実際

　次に、広域都市圏の再生可能エネルギー政策とその効果について明らかにしたい。

G）大規模開発にみるエネルギー有効利用一公的主体によるエネルギー有効利用型開発

　前章の議論は、あくまでも出された計画申請の可否をめぐり、再生可能エネルギー利用を問うとい

う開発コントロールによるものである。では、公的主体が中心となり、エネルギー有効利用型の開発

を誘導する仕組みはないだろうか。ここでは、中央政府のエージェンシーの一つであるイングリッシ

ュ・パートナーシヅプス（EP）に着目し、エネルギー有効利用型開発がどの程度実現される見通しに

あるのか見てみたい。EPは、イングランドのサスティナブルな都市成長を目的として設立されたエ

ージェンシーであり、多数の官民パートナーシップ型都市開発を行っている。

　
つ

國
國
團
□

醗

クシャー

鴨炉ランザ

贈
πンFン

磁

　　　　　　　　　　　　　　　　図3　EP管理による状況

　EPが助成・管理している低・二二用地は、イングラン’ドに2003年の報告段階で83ある21。地方別

にみると、ヨークシャー、東ミッドランド、北東部の順に多くなっている（図3）。傾向としては、

相対的に南部に比較して北部ほど開発放棄された土地（いわゆるブラウンフィールド）が多い。これ

は、ロンドン周囲の富裕層の多い南東部にはブラウンフィールドが限られ、北に一上がるに従い、産炭

地域や失業率の高い、再生の必要性の高いエリアが存在するためである。

　　　　　　　　　　表2　開発プロジェクトにおけるエネルギーの活用方法

電力　　　　　　　　　　　　その他
バイオマス 太臼エネルギー その他

SRC

コ　・

Wェネ
風力 水力

PV SWH S目W

…ヨーク 19 5 4 6 1 16 8 2 0

ヒ　部 6 0 1 2 1 4 4 0 0

ヒ　吝 8 2 7 7 ◎ 唾 1 0 0

≒ツドラ 15 0 9 4 0 5 0 壌 2

ミッドラ 6 0 2 1 0 5 ◎ 5 0

南東部 1 0 0 3 0 2 0 2 0

羊　　立 3 1 1 2 0 3 0 4 o

口言　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　3　　　　　　　1　　　　2
註）SRC：廃材燃料バイオマス、　PV：ソーラー発電、　S照：温水暖房、　SHW：温水　資料）
EP（2003）S聡talnableε轟erqy衆evlewより作成

これら83敷地を対象に、エネルギー有効利用型開発がどれだけ誘導されているのかを見ると（表
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2）、①風力・水力・太陽エネルギーといった自然エネルギー利用システムと、②コジェネレーション、

バイオマスなどのエネルギーリサイクルシステムの2種類の存在することがわかる。中央政府は、廃

熱源のある工同等に隣接した敷地ではコジェネレーションの利用を奨励しており、積極的に取り入れ

る傾向が見られた22。

　EPが民間だけでは実現しにくいプロジェクトを、公的資金の導入により開発する役割を担ってい

たことを考えれば、こうした開発プロジェクトではエネルギー有効利用を考慮したサスティナブルな

開発を、実現できるものと考えられる。さらに、個別計画を実現させるために、2002年から再生エ

ネルギー利用の資金が政府に配分されるなど23、政策とその実現を下支えする補助金システムも整

備されてきており、イングランドでは、個別開発と公的資金の多数入る大型開発の両方でエネルギー

有効利用型都市開発が進められる状況にあると見ることができる。

（3）再生可能エネルギー政策の実際

　各都市圏の地方協議会には部門別計画が存在しており、9都市圏中7都市圏で広域エネルギー戦略

方針の立案が行われている。そこで、各都市圏の広域都市計画とエネルギー戦略方針との関係をまと

めたものが表3である。

①広域都市計画にみる再生可能エネルギー政策

　まず、RSSから見てみたい。多くの都市圏のRSS（またはRPG）は2002年から2004年に策定が

進められたものであるが、再生可能エネルギーの目標値は、全てのRSSで設定されている。政策内

容の都市圏による相違はあまり見られず、再生可能エネルギーやエネルギー有効利用手法を積極的に

表3都市圏別RSSと広域エネルギー戦略方針にみる再生可能エネルギー政策の内容

地方 北東部 北西部
ヨーク

Vヤー
東ミツドランド

西ミツド

宴塔h
東部 ロンドン 南東部 南西部

策定隼 2002 2003 2004 2002 2004 2◎04 2004 2004 200肇

男1ターゲット ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
再生可能エネル“＿　　曇　ム

O ○ 0 ○ 0 0 O ○ ○

方・・法での 0 ○ O ○ 0 ○ ○ ○

獲堵　守るエリ 0 ○ ○
D
h
S
S

地域冷暖一、 0 0 ○ O O ○

脚徳　　プ

特定規模での再
ｶ可能エネルギー
蛯P用．の挿豊＿．．彌蜜ムの

一　■　　嗣　　幕　　卿　　輸　　韓 輸　　購　鱒　　嘘　　纏　●　　闘　　卿　　臓　　騨 輪　　繭　　謄　　“　　鯖　卿　　の 欄　鱒　輔　髄　繭　“　薗　●　隔　胃　曝　一 費　　騨　　質　　鱒　　脚　　鱒　　備

i鑛灘……：＝難…醸醗蓑灘雛……………難繍鱗捲

@冨・竃望・冨幽苫’ご幽冨・冨・冨・冨・㌶・竃・竃・冨・苫・冨・z・冨・冨・㌶熔・
轍　薦　庸　　一　騨　　鱒　繍　　嚇　　劇　　讐　　・　　餉 輌　　の　　騨　　鳳　　鱒　　囎　　殉

20◎3 2004 一 2◎03 2004 ｝ 2004 2◎◎3 20G3

都市計画に関す

驪L述
X

都市計画と

ﾌ連携の必
v性あり

X

趨都市計画での協議権
ﾀを用いてエネ駐」戦略

罇jの案現を窒施。基
@自治　にも目　のこと

㊧大規模い開

ｭで再生可能
Gネ1レギーの利

p　・める
再生可能エネル

Mー　用の雲ム
⑤追加計画

ﾌ
雛諜灘翻幾遊…………………

懇憩職i…i…iii

広
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
戦
略
方
針

実現の方法 ⑧自標値を設定。開発

?限を用いて案現
S全ての大規模開発に
ｾ陽熱、光電池、水力、

bHPの和用　求める

O穏標値を設
閨B計画権眼
�pいて案現

市民との連携 離雛蟹霧濠　　参加　押、 ⑧市民と

ﾌ連携
ﾌ」’・

他地域、景観と

ﾌ関係
◎地域に悪影
ｿ（影など）を

@えないこと

⑧地域に悪影響（影な
ﾇ）を与えないこと

②悪影響を与
ｦないこと

資料）各地方協議会RSS，Regi◎員al　Energy　Strategyより作成
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導入するという方向性の提示がそのほとんどとなっている。しかし、再生可能エネルギーの活用を具

体的な開発規模と割合で示した方針が、東部とロンドンのRSSに見られた。両者の策定年度は2004

年と新しく、具体的な供給方法を指導しているPPS22の策定後に作られたことが、詳細な政：策内容

につながったものと考えられる。

②広域エネルギー戦略方針にみる都市計画との連携

　次に部門別計画としての位置づけにある広域エネルギー戦略方針をみると、その内容にバラヅキの

あることがわかる。再生可能エネルギーに限らず、エネルギー有効利用も含めた都市計画との連携の

必要性についても、7都市圏中5都市圏でその位置づけを行うに留まっている。一方で、ロンドンは、

その内容が極めて詳細という興味深い事実があった。これは、ロンドン市長の計画権限が大きく、2000

年7月3日以降、ロンドン市内の大規模開発計画申請に介入する権限を持つことから24、どのよう

な計画・開発でロンドン市が再生可能エネルギー開発を求めるかをより明確に位置づける必要性が高

かったと見ることができる。RSSには詳細内容が位置づけられていないものの、それは部門別計画に

位置づけられ、両計画の連携により、ロンドン全体の再生可能エネルギーの目標値を達成する方針に

あるといえる。

　反対に、他の都市圏の広域エネルギー戦略方針にここまで詳細計画方針が描かれていなかったのは、

ロンドンが、開発事業とセットで再生可能エネルギー開発を行おうとしているのに対し、他の都市圏

では必ずしも、大規模開発とのセヅトを想定していないためと考えられる。

表4　2003年度の都市圏別計画許可の数

北東　北西
部　　部

　　　　　　　　（千件）

mン　南東　南西イング
ドン　　部　　部　ランド

　　　　　　　　　16．8
　　　　　　　　　87」
　　　　　　　　625コ

註＊D用途転換等その他の開発申請を含む
　　橋頭平均以上の許可件数
1資料）ODpM（2005）Devebβment　C◎ntrol　Statistics：臨gland　2003／2004より作成

　表4は、2003年度の都市圏別計画許可の数を示したものである。これより、南東部、ロンドン、

南西部などの南側で開発数が多く、北部で開発数の少ないことがわかる。表3との関係で考えてみれ

ば、再生可能エネルギー政策の立案、及び都市計画との連携を行っているのは、ロンドン、東部、南

東部などの都市圏であり、開発が多いからこそ、こうした再生可能エネルギー利用の可能性が高く、

政策立案が積極的に行われたと見ることができる。反対に、全体的に開発の限られる北東部では、都

市計画を通じた再生可能エネルギー活用は難しい。実際、北東部では2010年の再生可能エネルギー

利用の目標値10％の達成には、公的資金を中心に風車等の設置を中心に位置づける結果となってお

り25、計画申請時の協議を通して、再生可能エネルギー開発を実現できるロンドンと、他の都市圏

との相違が顕著に見られたものといえる。ただし、ロンドンでは保全区域の指定状況が90％を超え

る地方自治体も存在し、風車のタービン等が景観に影響を与える影響から困難なケースもあり26、

目標値の達成には、より詳細な指導の必要性があるものと理解できる。

　ところで、表1にも示したエネルギー白書には「計画許可をめぐり、都市計画への助言を実施」と
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あったが、再生可能エネルギーの計画許可をめぐっては、不許可になる割合が高いという興味深い事

実がある。D買は、1994年から2002年の期間の再生可能エネルギー関連の計画許可の割合は、バイ

オマス88．2％、埋め立てガス99，6％、風力（1MW以上）63・9％・風力（1MW以下）72．5％、水力92．9％

と報告している27。これより、特にタービンの大きな風力発電では、計画が許可されるケースの限

られることがわかる。こうした理由から、表2に示したように「再生可能エネルギー施設立地可能場

所の指定」の必要性がきわめて高く認識されているものと理解できる。

（2）再生可能エネルギー利用の実際

　次に、都市圏別に設定された再生可能エネルギーの目標値の達成状況を見てみたい。2004年より

イングランドでは再生可能義務令により、目標値の設定と地方協議会のモニタリングが義務付けられ

ている28。表5は目標値と現在のエネルギー利用状況、再生可能エネルギー量、コジェネレーショ

ン量と割合を提示したものである。

表5　都市圏別エネルギー利用と再生可能エネルギーとの関係

北東部 北西部
ヨーク

V　一

東ミッドラ

@ンド

西ミッドラ

@ンド
東部 南東部 qンドン 南西部

2010　の　　ロ舵工ル　一
ﾌ目標割合

1α0％ 8．0％ 9．4％ 10．6％ 5．0％ 10．0％ 5．5％ 14．0％ 掴一15％

電又 13164 39611 35179 17，927 32029 3壌076 44437 29130 32，528エネルギー

?用
iGWh）

ガス 34966 98179 72942 5486董 68365 60088 94331 88474 46158
合計 48130 137790 灌0812壌 72788 100394 91164 138768 穏7604 78686
再生可能エネルギー 199 662 552 276 754 1316 1094 1094 515サスティナブ

泣Gネルギー

iGWh）

CHP（，、） 5，532 1t240 6，624 2，313 1，217 2，188 9，536 2，826 t434
CHP（電力） 2867 3979 3554 1320 437 1064 4444 986 397

エネルキー利用における

ﾄ生可能エネルギーの割合
α4％ 0．5％ α5％ 0．4％ 0．8％ 1．4％ α8％ α9％ α7％

エネルキー利用における

Tスティナフ》にネルギーの割合
17．86％ 1t53％ 9．92％ 5．37％ 240％ 5．01％ 10．86％ 4．17％ 2．98％

資料）各都市圏2enewableεaergy　S宅rategy，　Dη（20（瀦）Progress　on　Regional　Implemegta加R　oギthe臨ergy　White　Paperyより作成

　これより、イングランド全体で2010年の再生可能エネルギーの目標値は10％とされながらも都市

圏には5．5％～15％と開きのあることがわかる。しかし、2002年段階での再生可能エネルギーの量は、

もっとも多い東部でも利用量のL4％に過ぎない。コジェネレーションの導入は比較的高くなってい

るものの、再生可能エネルギーの量は現時点では限られることがわかる。

　以上、ここでは広域都市圏の再生可能エネルギー政策と実際のエネルギー利用についてみた。国と

しての目標値の達成には、都市圏による開きがあるものの、開発圧力の高いところでは、都市計画権

限を用いることが可能なことから、都市計画とエネルギー政策の連携の必要性の高いことが明らかと

なった。
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5－1－3地方自治体にみる再生可能エネルギー政策の実際

　次に、地方自治体レベルで広域都市計画を受けて、いかに計画指導を行っているのか、LDFの政

策に着目して明らかにしたい。ここでは、RSSに詳細に再生エネルギー政策が位置づけられていたロ

ンドンに着目する。新たな都市計画制度は2004年に開始したところであり、ロンドンの33自治体の

多くは、LDFの策定を現在進めている段階にある。これまでに策定されたUDPは、そのままLDF

を構成する地方開発文書（LDD）に移行する方向性を提示する自治体の多いことから、ここではubp

の政：策内容から再生可能エネルギー政：策の実際を明らかにしたい。分析対象は2005年3月現在入手

できた31自治体ののUDPとする。

表6　日ンドン基礎自治体U◎Pにみる再生可能エネルギー政策

生可　エネルギー　入・

立
地 UD粋

自
治
体
数

SPG
ﾌ有
ｳ

再生可能
GネルキL

?用を奨

@励

景観、環

ｫで問題
ｪない場
㍼ｧ励

開発
齒鰍

ﾌ指

他政

�ﾉ適
№ｷる
鼾㍼

ｧ励

計画

ｦ定
開発

K模
v件

面積 規摸 種類
再生可能エネ

泣L旭の割合

1000

u 10芦
主要な

烽ﾌ
住宅 業務 産業 他 10％ 一疋

氏魔R

2000年以前 1 0 1 0 0 0 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 ◎ 0

40Q％ o鶉 G％ G％ ◎％ 0騰 G鵯 0篤 0篤 0％ C鶉 0％ ◎聡 ◎鶉 0鴨

2◎00～04 7 3 3 2 ◎ ◎ 2 1判 0 0 0 0 0 0 0 0 1
瓜イ

塔塔

hナ
唐P

43鑑 29％ 0％ ◎％ 29％ 14％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0鶉 0％ 葉4騰

2004年以降 5 1 …i…iiiiii蕪iiiii i…i…iiiii廷

0 1 0 ｛越iiiiii iiiiiiiii織iiiiii；iiiiiii蓬 3 0 0 0 Oiiiiiiiiiiiiiii蓑 1

：i：iiiiii総磯iiiiiii　iiiiiiiii鵬 0％ 20％ 0％ 20％iiiiiiiiiiiiiiε磯iiiiii： 蜜鰭 60％ 0％ 0鶉 ◎冤 0％iiiii：鱒％ 20鴇

2000年以前 4 0 ｛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ ◎鴨 0魅 0偽 0％ 0％ 0％ 0％ 0％

20◎0～04 8 0 i：i：iiiii灘iiiii ：：：i：iiii嚢 1 蓬 0 oiiiiiii　iiiiiii！i謬 3 2 1 2 遷 1iiiii　iiiiiiiii嚢 0

ロ
ン
ウ
ド
タ
ン
i

……i…iiiii顯鎌iiiiii　iiiiiiiiii鶴 壌3％ 招％ 0％
0％iiiiiiiiiii；ii專醗

38％ 25飴 壌3巽 25％ 13％ 13％iiiiii奉轍 ◎％

2004年以降 6 3 iiiiiiiii奪iiiiii ：iiiiiiii嚢 ◎ 壌 壌 0 2 2 2 2 ◎ 0 2；iiiiiiiiiiiiiiき 0
、・…・…………葺鱒國…… …・………………蓑繍

◎％ 17％ 17鴨 0％ 33％ 33％ 33％ 33％ 脇 ◎％ 33％薫騰 0％

合
計

2◎◎◎年以前 5 Q 2 ◎ ◎ 0 ◎ G ◎ 0 ◎ 0 0 ◎ ◎ ◎ ◎

40％ 0鮎 0鶉 ◎％ ◎％ 0％ O％ 0鷺 0％ ◎％ ◎％・ 0鷺 0鶉 0％ 0拓

2000～04 マ5 3 10 7 1 葉 2 0 4 3 2 1 2 1 1 4 1

67％ 47％ 7鶉 7％ 13％ 0究 27％ 20％ 堪3％ 7編 13％ 7％ 7垢 27％ フ冤

2◎04年以降 肩 4
iiiiiiiii塗

0 2 董 1iiiiii　iiiiiii≧iおiiiiiiiiiiiiiiii奪 5 2 ◎ 0 2iiiiiiiiiiii雛 1
…………i…i…i峯鱗麟i…i… ……i…i…i…i鱗葛

0％ 鷹8％ 9鶉
9％…iiiii…i…iii…i綾鵬i…i…iii綾麟

4脇 壌8％ 0％ 0％ 18％
…i…iii奪鱗

9％

二　斗）　治　のUDρより　　作

註＊Dニューナムでは、敷地α5ha3000r吟2以上の開発を対象
＊2サザクでは、全開発に対して再生可能エネルギーの導入を要求

＊3特定の割含設定なし

G）再生可能エネルギー政策の策定状況

　分析対象とした31自治体中、再生可能エネルギー政策の策定を行っているところは26自治体、未

図4　ロンドンにおける再生可能エネルギー政策立案行政の状況
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策定のところは5自治体に限られた（表6）。未策定のうち3つが2000年以前の計画であるため、多く

は近年のサスティナブル・デベロヅプメントの必要性、再生可能エネルギーの活用といった施策・方

針の影響を大きく受けているものと理解できる。

　そこで、年代別に詳しくみると、PPS22と広域エネルギー戦略方針との関係が大きく、両者の出さ

れた2004年以降の11のUDP全てで再生可能エネルギーの活用を奨励する政策が位置づけられてい

た。こうした政策の相違は、比較的建物密度の高いインナーロンドンと戸建て住宅が中心のアウター

ロンドンの間に相違がなく、開発規模・用途とは無関係に再生可能エネルギーの活用を実現しうる開

発を進める方向性にあるものと理解できよう。

（2）政策内容にみる特徴

①景観・環境との関係

　きわめて高い割合で「再生可能エネルギー活用を奨励」する自治体が多く、次いで多いのがr景観、

環境に大きな影響がない場合奨励」であることがわかる。これは、再生可能エネルギーの必要性は理

解しながらも、①グリーンベルトなどの自然環境を維持すべきところ、②保全区域では地域のデザイ

ン、歴史性に優先度を与えることから、外観に影響を与える再生可能エネルギー施設の開発は難しい。

②導入規模との関係

　では、いかなる規模の開発に再生可能エネルギー施設開発が指導されるのかを見ると、2004年以

降は84％の自治体で1000㎡、住宅の場合10戸以上の開発を対象としている。その割合は、利用さ

れるエネルギーの10％を再生可能エネルギーにするというロンドン市のエネルギー戦略方針の値を

用いている。こうしたことから考えると、UDPはRSSを受けて策定されるものの、詳細計画は関連

する上位計画の内容にきわめて大きな影響を受けて策定されていること、その必要性が高く認識され

ていることと理解できる。

　以上、ここでは基礎自治体のUDPに再生可能エネルギー政策の実際をみた。個別開発の開発コン

トロールは基礎自治体にあるものの、大規模開発については特にロンドン市との関係が深いこと、都

市圏としての目標値の実現に必要とされる開発には、都市圏としてのビジョンが大きく影響するもの

と考えられよう。

③インタビュー調査を通した再生可能エネルギー政策の実際

　ここでは、ロンドンにおける再生可能エネルギー政策と都市計画との連携について、2005年9月

に実施したインタビュー調査から、現場レベルでの問題点について明らかにする。

［全般的な傾向］

　まず、インタビュー調査全体を通して明らかとなったことを以下にまとめる。

○どこの自治体でも環境担当は人数的に限られており、多くの仕事を実施している。

○特に、部局が都市計画ではないところでは、サスティナブルに関連するものすべてに対応しなけ

　ればならない。

b都市計画への不満は大きい。（再生可能エネルギーの理解不足、サスティナビリティへの理解不

　足）

○エネルギー有効利用の観点からはPPS22ができて、環境側としては活動しやすくなってきた。

　　1000年前以上、10％は、多くの自治体で取り入れられている。

○都市計画へのトレーニング等を行う組織、NPO等があり、計画審査での支援、補助金獲得での支
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　援等を実施している。，

○各行政でのサスティナビリティ担当者が少ないことから、ロンドン全域としての行政担当者会議

　を組織、勉強会、意見交換会等を実施。

［ウェストミンスター区（内ロンドン）］

○都市計画部局内部に3人の環境担当者が配属される。

○保全区域と指定建造物の量から、新たな施設を入れていくことは難しい。

○行政主導型開発であっても、政策転換以前の開発計画では、再生可能エ

ネルギー施設を入れることは難しい。

○地区別、状況別の詳細計画が必要。

○国の政策が出てきたことから、エネルギー有効利用を実現するのは以前ほど難しい状況ではなくな

った。時間がかかった。

・1997年に策定されたデベロヅプメントプラン（UDP）の見直しがはじまる。

・当時、サスティナブル」デベロップメントを都市計画により導入する必要性が問われるようにな

　る◎

・UDP1部の政策の中に戦略方針として、サスティナブル・デベロヅプメントを入れることとなる。

　国からはサスティナビリティを入れることが指導されるが、「要求事項」という位置づけになつ

　ていなかった。

・PPS22により、再生可能エネルギー政策の立案が求められる。ただし、ウェストミンスターは区

　域の80％が保全区域、11000の指定建造物を抱えることから、新たな施設を入れていくことは必

　ずしも簡単ではない。

・UDPの政策は見直しが行われている。「ウェストミンスターにおけるサスティナブルデザイン」

　を策定。エネルギー政策、いかにサスティナビリティをウェストミンスターで実現するかを述べ

　ている。歴史的建造物、新しいものでもいかにサスティナビリティを実現させるかが課題。

・まずは、エネルギーの効率化を行い、その上で再生可能エネルギーを入れていく。

・ウェストミンスターでは10％の再生可能エネルギーを入れることを条件に開発を誘導している。

　敷地内部での対応、エネルギー有効利用に投資を集めている。

・最近では、行政内部の環境担当者が騒音の審査を行っている。教会でPVを設置したケースがあ

　つた。PVを見えないようにした。

ウェストミンスター内での地区内エネルギー

・国では太陽光、太陽熱を活用する方針にある。PVはウェストミンスターでは1一一2件のみで限ら

　れる。

・都市計画で可能なことは、地域による差がある。地区ごとに実現できることは異なる。たとえば

　メイフェアでは、エネルギー源が非常に限られる。

・RIBA（王立建築家協会）の建物の上に、2つの風車の設置を試みたことがある。これは、外側か

　　ら見ることができるもので、20－30mの高さを持つ。こうしたものが許可されるということもあ

　る。ただし、地域住民は風車の音を理由に反対意見を出していた。

・ホワイトホールでも水力を活用したCHPを考えている。

・ウェストミンスターではCHPは12－14件存在する。古いものとしてはピムリコの1936年のも

　の。近年では、導入が資金的に困難ではなくなった。
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・パディントンの再開発事業では、ガイドラインができる以前の開発計画であったため、あまり多

　くの再生可能エネルギー設備が入っていない。

他組織との関連性

・国や自治体ではエネルギー有効利用、再生可能エネルギーの積極的な導入を求めているが、不動

　産所有者その重要性を理解していない。

・REAL（団体）の設立は大きな意味があり、補助金確保のための支援が得られる。プランナーに

　30－40人向けのトレーニングを行っている。

・再生可能エネルギー組織としては、GLAにロンドン・リニューアブルとロンドン水カバートナー

　　シヅプが組織された。

・開発に関連して考えれば、ロンドン市では大規模開発に介入する権利を持つが、高層建築物には

　PVが設置できず、たとえ置いてもジェスチャーに過ぎないこととなる。コストがかからずうま

　　くいく仕組みは何か？

・建物規則（Building　Regulations）において、最低限の規則の中で安全性と快適性を実現させるた

　　めに、内容を変えていくこと、その中でエネルギー有効利用について入れていくことがある。

・GLAでは都市計画チェックリストを作成し、これに応じた計画コントロールを助言している。

・モニタリングは、計画許可から実施することで対応。（実際の利用については不明）。

他地区の取り組み

・ランベス区では風力を使った建造物を許可している。

・カムデン区ではマイクロタービンを設置し、市場ができつつある。

・シェフィールドでは、都心部でCHPを導入。10－15年を経過している。

・近年の開発では、ポーズだけの再生可能エネルギー施設がある。たとえば、Bed　ZedではCHPが

　　うまくいっていない。ガリアンリーチでは、ソーラー、南面配置、ゼロエミッションに注力して

　いる。

・ロンドンでは、風力は郊外の自治体で使われている。シェル石油が再生可能エネルギーの設置を

　行っている。

［クロイドン区（外ロンドン）］

○環境担当者は少なく、環境に関する幅広い内容を取り扱っている。都市

計画はそのうちのひとつ。

・環境担当は、都市計画・交通計画部局に置かれる。2年前に環境担当が

　この部局に移る。130人の行政官の中で環境担当は1人。この1人が5

　年間事業を進めてきた。

・環境政策は1999年より開始。

・サスティナビリティは、ビジネス、環境管理、コミュニティの3つを考えている。

・リサイクリング、エネルギー、サスティナブルな交通、サスティナブルな材料、サスティナブル

　な建設、都市計画（政策）、自然環境、フェアトレードに分けている。

・環境ビジネスについては・専門家のネヅトワークを構築し（300ビジネスを支援）、地域ビジネス

　の中で環境貢献を行っている業種を金銀銅で表彰した。
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都市計画におけるエネルギー

・環境管理は、都市計画において、1000平米以上10戸以上の開発で10％の再生可能エネルギー政

　策を導入することとなった。

・PPS22により、デベロップメント・プランにも再生可能エネルギーが位置づけられた。　PVを積

　極的に入れたい。バイオマスは2つのみ存在する。

・都市計画との協力により、エコホームズの建設を計画権限を用いて誘導している。

・すべての都市計画申請書をモニタリングしている。これは、環境担当（1人）と都市計画（1人）が実

　施。

・都市計画との連携は、106条合意を用いて、エネルギー有効利用が実現するようにしている。

・もっとも重要で効果的なのは、コミュニティの理解。ゴミを出さない、リサイクルをするよう心

　　がけることを求めている。

・埋め立てゴミ税を取り、それをロンドンリサイクルファンドに入れている。これは、競争的入札

　　方法で利用されている。

・環境観光は、環境部局との連携で実施。グリーンイニシアティブ、紙の再生等を実施。

エネルギー有効利用度の査察

・エネルギー検査を実施。中央政府の補助金（3年間）を利用して、エネルギー有効利用度を査察

　　している。1万5千ポンドと行政の資金を用いて施設が使われているかのチェックを実施。

・市庁舎についても実施。コスト削減に貢献。

［ルイシャム区（内ロンドン）］

○ほかの行政に比較して環境担当者が多く、内容が充実。

○エネルギーは環境の中のひとつの部門として設置。

○都市計画とは別部門としておかれている。

○ビーコンカウンシルの再生可能エネルギーについて、ステイタスを取得。

・サスティナブルエネルギーという点では、効率化、CHR再生可能エネルギーの3つを実施。

・成果が上がってきており、pvソーラーパネルの設置が増えている。バイオマスは少ない。

・PVはあまり行政区域内では利用されていない。

・DTIにロビーイング活動を実施し、補助金を獲得できるよう試みている。

・エネルギー担当は、再開発・経済環境が一緒になった部局がチーフエグゼクティブ室の下に設置

　されている。都市計画とは別の枠組みによる。

・エネルギーの効率性のための行政へのアドバイスセンターを設立、ここが4つの自治体をカバー

　している。それがあることから、他の行政よりもエネルギー担当者が多くなっている。

・現在、担当者は8人。

・行政内部にコーポレートサステイナビリティチームが設置されている。都市計画、環境は1月に

　玉露のミーティングを行う、エネルギーフォーラムを3ケ月に1度実施、行政内エネルギーにつ

　いて月2回、環境チャンピオン制度（40にの行政スタヅフ）、健康と安全性（7000人の行政スタヅ

　フ）という形で、行政をあげてサスティナビリティの実現に対応している。

・2000年の地方自治法により、コミュニティに恩恵を与えることが求められている。それによって、

　緑の調達が進められている。
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・2002年建築規則が改正され、二重窓以下にしないことが義務化した。

・環境エネルギーの観点からは、すべての公共建築物はエネルギー有効利用を求めている。

・現在、公共建造物では、エネルギーの16％が再生可能エネルギーによる。

・再生可能エネルギー施設では、4自治体分のゴミ（年間420000トン）を用いて周辺3500戸の住宅

　にエネルギーを提供している。

・2001年現在、グリーンエレクトリヅクは、公共財源の10％の投資に過さなかったが。2015年に

　は15％に増加する見通し。

・ルイシャムでは、特に中心部での風車は難しい。したがって、グリーン電気のみの利用となる。

・PVの設置は高価で、6平米で8000ポンドとなっている。いかに安くするか、安くできるかが課

　題。

・PPS22を受けて、公営住宅3万戸に再生可能エネルギーを入れることとなった。

・1995年、住宅修繕支援補助金を受けて、すべての地方自治体はエネルギー有効利用を行うことが

　求められ、また1年1度の報告義務が課せられた。

・2001年から03年に110万ポンドが使われ、262戸が対象となった。

・現在イギリスには52箇所のエネルギーセイビングトラストが存在する。ここは、エネルギー有

　効利用についてアドバイスするところであり、ルイシャムは積極的にこうした組織に関わってき

　た。民間企業の発想も利用しながら、様々なプログラムを展開している。

・ルイシャムの中には、共同建物計画がある。これは、計画の中にヒーティングシステムがはいつ

　ているため、　補助は、カーボントラストのものを用いている。

・ルイシャムで実施していることは、①市長、助役などのトップの参画、②様々なパートナーを持

　っこと、③公的な協議、④公的でいて、明確な戦略方針、⑤明確なターゲット、⑥電子目録（eneygy

　biU）である。

・環境と管理の監査も重視。モニタリングは、質問、経済収支、環境、環境配慮での満足度などを

　実施。

［メートン（外ロンドン）］

○再生可能エネルギー政策をはじめた自治体であり、積極的に、国・ロンド

　　ン市に働きかけている。

010％はエネルギー白書からはじまる。

○ここを中心に、ロンドン市、国が同じ政策を採用。最終的にPPS22ができ

　て、政策の後ろ盾ができた。

・ローカルアジェンダ21担当行政官としてメートン区に入る。これは、92年の地球サミヅト以降、

　地方自治体にローカルアジェンダ21担当者が必要になったため。

・サスティナビリティと七一カルアジェンダ21からは、10％の再生可能エネルギーを入れること

　は、大きな意味があった。

・メートンは人口2万人を抱えるが、サスティナビリティに関心がなかった。
“・ P0％のターゲヅトというベンチマークは政党の違いなく、プロムリィ、ウェストミンスターで受

　け入れられる。

・地方自治体の5段階評価（Compfehensive　Performance　Assessment）で1992年から96年の問にメ

　ートンは1を採ってしまう。これを挽回すべく、サスティナビリティを軸に建て直しを図る。

・都市計画権限が大きいので、これを用いてエネルギー有効利用を図るべきと考える。
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・メートン発信の10％の再生可能エネルギー方針はパブで生まれ、ロンドン市、国へと広がってい

　つた。

・10％の意味合いは、エネルギー白書のドラフト版から得ている。

・中央政府はエネルギー有効利用ガイドを出版、そこにサスティナブルエネルギー、特に再生可能

　エネルギーについて言及。

・PPS22が出版されたことで、メートンの主張は正当化した。北東部では開発圧力が低く、土地め

　価値が低いため、価値を考えれば、要求事項のついた開発は望まれない。

・都市計画担当者にさらなる仕事を増やしている。そのため、早くわかるガイドや支援が必要とな

　る。

・メートンでは2015年にCO2排出量を15％削減、10％再生可能エネルギーの活用を目標とする。

・慈心トンではCHPが用いられてきた。

・都市計画については、1年間に15件ほどの住宅開発申請がある。200戸ほどの新規開発。これに

　使える方法として、マイクロ風車が考えられる。これが次のイギリスの産業として有効なことを

　期待している。

5－1－4ロンドン市にみる再生可能エネルギー開発の実際

　次に、ロンドン市でいかに再生可能エネルギー開発が行われているのか、実際の計画審査と実現の

ため体制がいかに採られているか明らかにしたい。’

（D計画審査にみる再生可能エネルギー開発の誘導

　まず、ロンドン市で取り扱われた大規模開発29の計画審査から見ることにする。ここでは、PPS22、

RSS、エネルギー戦略方針が計画判断に影響を及ぼしている2005年1月25日から3月に審査された

全48件に着目した。

　表7は、ロンドン市で審議された48件の計画内容と協議項目を集計したものである。これより、

ロンドン市で扱われた案件の33件（69％）は商業・住宅を含むミクス．トユースが最も多くなってい

る。これらに対する協議内容を見ると、大きくは①施設内用、②外観、③インフラ、④環境、⑤社会

といった項目で開発の可否を審査している。表より、もっとも議論が集中しているのはアフォーダブ

ル住宅であるものの、エネルギーについても58％と高い割合で議論されていることがわかる。

　では、開発申請に再生可能エネルギー施設が含められているのかという観点でみると、ほとんどの

案件が該当しないことがわかる。ロンドン市では、エネルギー供給のヒエラルキーとして、①エネル

ギー利用量の減少（デザイン等での対応）、②再生可能エネルギーの積極的な使用、③エネルギーの

有効利用（コジェネレーション等）の段階を位置づけている30ことから、このヒエラルキーに応じ

て計画審査での要求事項の整理を試みた（表8）。しかし、PPS22、　GLAの広域エネルギー戦略方針が

　　　　　　　　　　　　　表7　ロンドン市開発案件と討議内容との関係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　qンドン市から提示された課題
　　　　　　　　　計画申請の内容
　　　　　　　　　　　　　　　　　設内用　　外観　　　インフラ　　　　環　　　　　社会

　　　　　　　資料）GLA計画決定資料より筆者作成
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立案され、基礎自治体レベルでは多くが採りいれられているものの、計画申請では3割弱の開発に位

置づけられるのみで、その認知度は必ずしも大きくないといえる。また、多くはヒエラルキーの第一

段階に該当する「建築物のデザイン・素材」などの環境配慮の段階に留まっていることが明らかとな

った。

　こうした申請に対して、ロンドン市ではいかに対応しているのだろうか。市長は、太陽熱、太陽光、

バイオマス燃料、風車、地熱をエネルギー源として積極的に用いていこうとしているが31、計画決

定では、どの手法を用いるかは、申請者にそれぞれの経済性等を考慮して何らかの方法を用いること

が求められている。実際、ロンドン市との協力で誕生したロンドン・リニューアブルの策定した都市

計画・都市開発者向けの再生可能エネルギー活用指導書によれば、バイオマスやコジェネレーション

などは広く知られて来ているものの、ロンドンで最も広く活用可能なものとして太陽光をあげている

32
O

　審査内容をみる限り、風力、バイオマスが指導されるケースはなく、実際の計画指導には偏りが見

られる。それは、ロンドン市内では、①景観上、風車の設置が困難なこと、②バイオマス源の調達が

全てのところで可能ではなく、結果として、③建物景観にあまり大きな影響を与えない太陽光・太陽

熱を用いた方法が現段階では中心になっているものと理解できよう。

（2）エネルギー有効利用型都市づくりのための連携体制

　これまでの議論を通して、再生可能エネルギーの重要性は都市計画においても高く認識されながら

も、都市計画、開発申請側の理解度の問題から、必ずしも全ての案件で実現に至っていないことが明

らかとなった。ロンドン市ではこの状況打開のために、ロンドン開発庁（LDA）との協力体制を持

　　　　表8　開発案件にみる再生可能エネルギー開発の方針と計画決定での指導の関係

　　　申請における
ﾄ生可能エネルギー開発方針

計画決定での要求事項

削》’

Q 触二 舶脚O 紬噸 触三
デザイ

刀A素材
ﾈど環境

再生可

¥エネ
泣Mー

コジェネ

戟[ショ

再生可

¥エネ
泣Mー

太陽

�ｭ
d

太陽

�ｭ
M

コジェネ

戟[シ難

その他

14 13 5 4 21 7 6 7 2

29％ 27％ 10％ 8％ 44％ 15％ 13％ 灌5％ 4％

註）第一～第三段階は市長のエネル　ーヒエラルキー区分を用いている。

資料）GしA開発決定資料より筆者作成

　　【ネガティブプランニング】　　蕊　【ポジティブプランニング】

【組織】

▼

画
．
・

斑葉鯨
蒸
一
…

ビジネスプラン
　　　　　　【計画】

基　自治体：LDF

小規模開発　　大規模開発 【事業】

【社会】

図4　ロンドンにおけるエネルギー政策と事業との関係
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ち、また、エネルギー有効利用を目指して関連機関が協議・戦略方針を実現するエネルギー・パート

ナーシップスを組織するなど、新たな組織体制づくりが積極的に進められている。こうした再生可能

エネルギー利用を含む幅広いエネルギー有効利用のための連携体制を整理すると、図4に示したよう

に理解することができる。

　まず、イギリス都市計画は、計画許可申請を通し可否を判断するネガティブプランニング、積極的

に事業を行うポジティブプランニングに分けて考えられるが、両者の間は大きな関係がある。

　2節でも明らかとなったように、前者はPPS，　RSS、ロンドンの場合はRSS（ロンドンプラン）とその

個別計画であるエネルギー戦略方針を受けて、大小の開発をロンドン市と基礎自治体が分けて審査す

ることで対応している。この流れの中では、RSSと広域エネルギー戦略方針がその要となっている。

後者は経済開発を中心と行うLDAがビジネスプランの立案を行い、それに伴い事業展開を行ってい

る。両者の連携は、ロンドン市が同様にエネルギー有効利用のための方針をLDAがビジネスプラン

の中で打ち出すことに表れている。それは、経済発展を求めるロンドン市にとって、2010年には33

億5千万ポンドと予想されるエネルギー市場33が、経済開発の面で大きいためであり、個別組織と

の連携が、結果としてLDAの求める成果につながるためである。また、新たに作られたロンドン・

エネルギー・パートナーシップは、やはりRSSと広域エネルギー戦略方針を受けた計画づくりを行

い、事業実施を行っている。こうしたことから考えれば、ロンドンの再生可能エネルギーの活用を含

む、エネルギー有効利用型都市づくりは、強い広域計画が個別計画・個別事業をまとめる役割を担っ

ていると見ることができよう。

（3）8edZED住宅にみるエネルギー有効利用の実際

　次に、ロンドンにある英国で最大級のエコビレッジである、BedZED住宅におけるエネルギー有効

利用型開発について説明したい。

　これは、環境組織であるBio　Regionamevelopme獄t　Groupと、社会住宅供給組織であるピーボディ

トラストによる開発であり、82戸の住宅開発（賃貸・分譲）と2500㎡の就業空間、健康センター、

病院、小売施設、スポーヅ施設で構成されており、ロンドン郊外のサットン区に開発された。敷地は

そもそもブラウンフィールドであり、土地の再利用という観点からも、サスティナブルな開発となっ

ている。なお、開発地区で利用されるエネルギーは全て敷地内で作られている。

　　　　　図4BedZED住宅の状況

出典）htセρ：／／www，zedfact・nゾ．c・m／bedzed／bedzed．html
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サスティナビリティの観点からこの開発て採られた方針は、以下の6点である。

図58ed　Zed住宅

①建物に利用される材料は、自然素材、リサイクル、再利用素材を用いており、できるだけ敷地か

　ら35マイル以内のところがら調達する。

②コジェネシステムによる住宅は、熱源と電力を廃材から得る。

③エネルギ…有効利用なデザインとして、南面配置、3重窓方式を採用。

④雨水、再生水を活用。

⑤自家用車の活用をできるだけ避けた開発にするために、居住者の望む施設を敷地内に設置。

⑥リサイクルの箱を各住戸に設置。

　では、実際どの程度の効果が出ているのかを2002年10月に出された調査結果に見る（図6－8）。

調査は、同年8月21日から10月1日の期間に、モニター調査により実施された。

　調査結果より、温水については、モニター住宅14戸で、英国の平均値よりも43％エネルギー利用

が少ない結果となっている。電力消費については60％減、水の消費については56％減となっており、

全ての項目で一般の英国家庭に比較して少ないエネルギー利用であることが報告されている34。こ

うした成果は、エネルギー有効利用システムと同時に、これまであまり英国で指導されてこなかった

「南面」開発など、サスティナビリティを追及した複合的な取組みによる成果と考えられる。

　また、居住者へのサスティナビリティ教育という観点では、結果の周知が、最終的にエネルギー有

効利用型都市づくりに広く役立つものと考えられる。なお、こうした施設は、計画の申請にあたり、

許可に再生可能エネルギー施設を「条件」として付帯させたことにより実現している。これより考え

れば、前述した都市計画側の理解がエネルギー有効利用型都市づくりに大きな影響を与えているとい

える。

　なお、Bed　Zedについては、分譲価格は必ずしも安くはなく、市場価格に比較してどのタイプとも

10％以上の開きがある（表9）。生活する上で必要とされるエネルギーは住宅が創り出してくれるもの
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の、市場価格との差は年間600ポンド程度であり、消費者にとって光熱費の少なさが住宅購入の「旨

味」として機能するには、だいぶ時間がかかることから、環境への貢献という形で市場を動かすこと

が、こうした住宅づくりには必要となるものと考えられる。
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図6－88edZEDにおける温水のためのエネルギー利用量

出典）BedZBI）b鷺1霊e糠n，　October　2002

8edZEDにおける電力使用量　　BedZEDにおける水利用量

表9　BedZed住宅と市場の価格の差

タイプ 平均価格Au　2◎03 市場との比
市場 BedZED

1LDK £工25000 £150000 20％
2LDK £175000 £190000 857％
3LD
テラスハウス

£225，000 £265，000 1778％

4LDK £300000 £350000 1778％
平均価格 £206250 £238750 1575％
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5－1喝イギリス都市計画からのサスティナブル・デベ日ップメントに向けた示唆

　イングランドではエネルギー有効利用型都市づくりが、都市計画の中で広く認識される状況になっ

てきている。イングランドの都市計画は、行政に大きな裁量性が認められているため、現場レベルの

プランナーの力量が問われる。専門知識の構築と同時に、社会ニーズに合った知識が求められるが、

そのためにも、異なる分野との連携の必要性は高い。実際にできあがった都市型再開発事業が、結果

としてエネルギー有効利用に寄与していることから考えれば、我が国でも多数の都市再生事業が、「稚

内から石垣まで」進められている現在、．分野の枠を超えた連携が、次世代のために必要ではないだろ

うか。よりよい技術を都市開発に取り入れるためには、エネルギー有効利用の必要性を都市開発側が

理解すること、そして、その理解を助けるガイドライン等を早急に作ることが、まずは求められる35。

また、エネルギー工学による新たな技術が都市づくりに取り入れられるためにも、異なる分野の連携

の必要性は高い36。

　これらの点を踏まえ、今後のサスティナブル・デベロップメントの実現に向けて、省庁の枠組みを

超えた連携のあり方が構築される必要性は高い。特に、以下の点が必要と考える。

（1）連携体制づくりに向けた指針の必要性

　イングランドの都市計画においても、再生可能エネルギーの活用を実現する計画申請は、不許可に

なるケースが大きく、都市計画側の理解度の低さがひとつの要因と考えられていた。こうした点に対

処するために、都市計画側にエネルギー有効利用のためのガイドラインを提示する必要性が問われ、

そしてそれが実現していた。

　我が国では、エネルギー有効利用をめぐってはNEDOの地域エネルギービジョン等を通して個別に

計画策定が行われているものの、都市計画との連携はほとんど行われていない。今後は、都市計画・

エネルギー政策の個別計画の乗り入れ・連携を目指して、両者の連携体制を作る必要性がある。その

ためには、再生可能エネルギー開発を含む技術が、都市づくりにいかなる成果につながるのか示した

指針を都市計画サイドに用意することが第一段階として必要と考える。

（2）目標値の設定とモニタリングの仕組み

　イングランドでは再生可能エネルギーの利用目標値が広域都市圏ごとに設定され、そのモニタリン

グが地方協議会に義務付けられていた。国をあげての目標値の達成には、都市計画の果たす効果も大

きかった。

　我が国では、都市再生事業を中心に英国以上に開発活動が活発に進められている。特に開発活動の

大きな三大都市圏では、開発に伴う目標値を設定して、積極的に再生可能エネルギーを用いた計画を

積極的に進めていくことが、今後のサスティナブルな都市づくりには有効に機能すると考えられる。

　本研究は、再生可能エネルギーの活用に向けた都市計画という観点で、イングランドの取組みを中

心に議論した。サスティナブル社会の構築には、未利用エネルギーの活用、次世代エネルギー有効利

用技術などの他のエネルギー有効利用システムを活用して、総合的に環境負荷を低減する都市づくり

が必要となってくる。こうした総合的な都市システムのあり方については、今後の課題としたい。

17bny　Blair，23　June　1997，　New「Ybrk，　UN　Genera豆Assembly　SpeciaI　Session　on　1he　Environment

2Dn，2003，0磁・En・・幻Futu・e－C・eating　L・w　C・・b・鍛E・・n・my

3DETR（1998）Modemisi鍛g　P至anning，　A　Pdicy　Statement　by　the　Minister　for　the　Regions，　Regenera重io簸and

PlanniR9
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4イングランドは1994年から9つの都市圏で広域都市計画を行ってきたが、ロンドンが公選制の議

会と市長を持つため、他の8つの都市圏と異なる。
5

　0DPM（2004）Local　Development：Framework：PPS12
6
　DETR（2000）Regional　P董anniHg，　PPG11
7
　0DPM（2004）PPS11
8
　0DPM，2003，　PPS12：Local　Development　Framewo憲ks
9都市圏別に作られるRSSは、地方協議会（Regiona韮Assembly：RA）が策定を行い、中央政府認可！

の上に発行される。
10　　UN，　Kyo10　Protocol，　ar1icle　25

1r　　Rellewab至e　Obhgation　Order
12　　DT粟，2003，0ur　E鵬rgy　Future－Creating　Low　Carbo簸Economy，　ppユ048
13 O掲書12）PP50－52
14　　0D：PM（2004）Pla㎜ing　for　Re鵬wable　Energ第ACompa璽ison　Guide　to　PPS22
15　　0DPM，2004，　PPS22：Renewable　Energy
16　　Chris重Bamard　Associates，2000，　Review　ofAreas　of　Search　for　Renewab蔓e　Enefgy　Pla簸ning　Studies，　DTI，

P．28

17　　DETR（1997）Buildi益g　Partneτship　for　Prosperity
18　　0DPM（2004）Plaming　for　Re鵬wable　Energ第ACompariso鍛Guide　to　PPS22
19　　DTI，　Renewable　Eneτgy　Plallning　Moni10ring　Report
20　　0DPM，2004，　PPS　22　Supplementary　Guidance
21　　English　Partnerships，2003，　Sustainable　Energy　Review
22　　National　Land　Use　Database，2000，　Previously　Developed　Land，　p．5
23　　DTI，2003，　Fu薮ding　fod》lanning：Faci玉ities

24ロンドン市長は、たとえば、新規住宅開発では500戸、または10ha以土、商業業務では地域に

よる相違があるが15000㎡以上、25m以上の開発、バス・鉄道などの交通計画、駐車場等の計画申請

を直接審査介入する権限を保有している。
25 k東部では、2003年のToward訟Renewab夏e　E盆ergy　Strategyによれば、2010年の目標値10％の達

成のために現在の風車25機が100機に、また2020年の目標値には400機が必要とされている。
26 ﾛ全区域はロンドンの25％であるが、ウェストミンスターやケンジントンでは90％以上のエリア
が保全区域の指定を受けている。
27　　DTI，　Re鍛ewable　Eneτgy　Planning　MoniIo伽g　Database
28　　Renewable　ObligaIio簸Order

29ロンドン市長は、たとえば、　新規住宅開発では500戸、または10ha以上、商業業務では地域に

よる相違があるが15000㎡以上、25m以上の開発、バス・鉄道などの交通計画、駐車場等の計画申請

を直接審査介入する権限を保有している。
30　　GLA，2004，　The　Mayor’sEnergy　Strategy，　p．40
31　　h銭：〃www．Iondo】｝．　ov．uk　mavor／enviroRment／ener　v　renewable．．s）
32　　London　Renewals，2004，　Integrating　Energy　into　Develop血e凱s：Toolkit　for：P粟anners，　Developers　and

Consuhan，Is，　p．17－18

33　　LDA，2003，　A　Study　of　the　Sustainable　Energy　Sector，　p．14

34　　htt：／！www．zedfacto…6ろcom　edzed　edzed。　htm1

35 ｺ木美貴・小倉裕直，2003，サスティナブル・デベロヅプメント実現のための都市計画のあり方に関

する研究一日英の環境負荷に着目した低・未利用地の再生について一、都市計画論文集
No．38－3，PP．331－336

36　　Hironao　Ogura＆Miki　Muraki，　P豊a1玉曲｝g　S重raIegies　f（πSus1aillable　Deve10p敷1e撮by　E撫ct三ve　E難e∫gy

UF麟2a£10」ユ侮ironao　Oguガa＆厳ik三二猿ra短）ACSゑ2004，　P．66
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5－2ゴ坙{の都市再生におけるサスティナブル・デベロップメント実現のための制度的枠組み

5－2－1エネルギーサスティナブルな社会構築の仕組み

　まずは、現在のエネルギー有効利用型社会を実現するためにいかなる仕組みがあるのかレビュ

ーする。

（1）エネルギー有効利用事業への補助の現状

　次世代エネルギー有効利用技術は研究段階の技術であり、導入を進めていくには実用化のため

の実証実験や、普及活動を進めていく必要がある。表1は、今年度実施の補助制度について次世

代技術への適用の可能性のあるものについてまとめたものである。

　国の都市エネルギー利用に関する補助事業は主に、NEDO（新田ネルギー・産業技術総合開発機

構）、環境省、国土交通省が行っている。やはりエネルギー関連を扱う機関であるNEDOと環境省

が多く、国土交通省は少ない。補助額から見れば、NEDOではプロジェクト数が多いものの個々へ

の補助額が他と比べて小額となっている。逆に国土交通省による補助事業はプロジェクト数に比

較して補助額は他のものよりも多額となっている。これは国土交通省の補助事業がNEDOに比較し

て、まちづくりまで含めた大規模な事業に対することに起因すると考えられる。環境省において

も環境と経済の好循環のまちづくりモデル事業によってまちづくりの一環としてのエネルギー事

業が行われており、この事業も国土交通省同様に少ないプロジェクト数で大規模な事業を補助し

ている。

　　　表1補助制度の特徴

関係省

｡輪重
補助事業名 プ臼ジェ

Nト数

補助総

¥算（薦

怏~〉

補助内容 太
陽
光

風
力

バイ

Iマ
X

燃料

d池
蕎熱
qート

|ンプ

対象

環境省 環境技術実証モデル箪業 14・ 249 2年間の費用の大

舶ｪ
研究

地球温暖化対策技術開発事業 8 2716 1／2以内 ○ 研究

地方公共団体率先対策補助事業 30 等645 500万円以内 O 0 ○ o 事業

環境と経済の好循環のまちモデル事業 2 2040 2／3以内 O ○ O 事業

再生罵能エネルギー高度導入地域整備事業 2 750 1／2以内 O o o 事業

醤旺）o 産業技術研究助成事業 174． 5920 ¢000万円以内 ○ O O O、 研究

産業恩徳実用化開発助成事業 77 6500 1／2～2／臼 o o O 硬究

地域新エネルギー導入促進事業 鷹53 7600 1／2以内 ○ O ○ 事業

薪エネルギー・省エネルギー罪営利活勤促進事業 35 η0 1／2以内 ○ o O ○ 事業

地域新エネルギービジョン策定等事業 1η 壌180 定額 ○ 0 ○ 事業

地域省エネルギービ滋ン策定等事業 62 450 定額 事業

国土交

ﾊ省

先導的都市整備事業（次世代都撫整備事業〉 2 壌47肇 1／4～1／3 O 事業

環境共生｛主宅甫街地モデル事業 壌3 3600 1／2以肉 ○ ○ 事業

資料）環境蜘P7＞、　NEao8牌、国烹交通省H炉〉より作成 8　　6　　　8　　　7　　　　2

　次に各補助事業の対象について見ると、表1より太陽光、風力、バイオマス、燃料電池等の新

エネルギー（1｝に関する補助がほとんどであるのに対し、蓄熱・ヒートポンプへの補助は限られる

状況がわかる。蓄熱・ヒートポンプは、その基本技術は旧来の技術であるためと、化学蓄熱やケ

ミカルヒートポンプは国の定義する新エネルギー技術より先を行く次世代技術であるために、そ

の補助枠が少ないと考えられる。つまり、エネルギー有効利用技術として一定程度その効果の上

がってきた新エネルギー、中でも太陽光発電および燃料電池がその主流になっていると言える。

省庁別に見れば、国土交通省はエネルギー所轄ではないため太陽光発電といった住宅に取り付け

られる事業に補助を行っているという特徴が見られる。

　以上より、次世代型のエネルギーシステムはその有効性は高いものの、補助事業という観点か
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らは、やはり次世代技術というよりは、実績のある即実現化しうる新技術への支援が手厚い状況

にあることがわかる。

（2）エネルギー有効利用事業のあり方

　前節より明らかなように次世代技術が新エネルギーとして組み込まれるようになると、受ける

ことができる補助制度が増えるが、現状ではまだ補助制度は少ない。さらに現在のまちづくりの

現状では、縦割り行政によってエネルギー事業は開発当初の土地利用計画には取り込まれず、上

記の補助事業に関しても別枠扱いとなっており、エネルギーサスティナブルなまちづくりの体制

が整っていない状態となっている。上記のサスティナブルなまちづくりを実現する各種事業制度

の内容は、補助金の出資・融資、税制優遇、規制緩和、人材派遣、によりそれぞれの支援を行う

ものであるが、今後はこれらを一体化し、一つのまちづくり補助制度として統合していくことで、

都市開発・都市計画の中にエネルギーに関した項目も明確に組み込むことが可能となりエネルギ

ーサスティナブルなまちづくりが可能となるであろう。このようなエネルギーを含めたまちづく

り全般に対する課題に加え、本研究で提案する次世代技術の課題として、顕熱・潜熱蓄熱による

熱輸送は実用化に向けて実証実験が行われているが、化学蓄熱・ケミカルヒートポンプ輸送に関

してはまだ研究室レベルでの研究段階である。化学蓄熱を利用して実用化されているものとして

携帯カイロ、携帯熱燗等があり、ケミカルヒートポンプは深夜電力蓄熱一悪・温熱回収1）等のシス

テム提案はなされているものの、都市熱供給のようなまちづくりには生かせていないということ

が挙げられる。本研究では、このようなまちづくりに向けた手法のうち現段階では最も統合され

ている制度と考えられる特区制度の活用について次に検討する。

（3）特区による地域規模のエネルギーサスティナブルなシステムの実現状況

　地域規模でのエネルギー・サスティナビリティ実現に向けて次世代技術を社会に導入していく

ための手段として考えられるのが、もちろん前節で述べたような補助制度を活用して個別に申請

していく方法があるが、最近は平成14年に始まった構造改革特別区域制度、いわゆる特区制度の

活用がある。

　我が国の特区制度の特例措置は、経済活動の活性化を目的とする補助金や財政投融資・税の減

免等の財政上の措置などの規制緩和が主な手段となっている。また、計画提案制度も仕組みとし

て盛り込まれているが、行政庁の意向を受けて審査されるため、民間業者の創意工夫につながる

とはいえない問題点も指摘されている2）。
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表2全国展開となったエネルギー特区の特徴（平成侶年2月現在）

　　　　　　　撒ﾁ触昔置の事業名
搬銘、事業名 熊

醸
エネルギー 轍

荷
ランニング

|口：血続密接な関心よる電力斜綻供網縢 電力相互融蔽バイナ1ト発電 △ ◎ ◎ ◎

→職作継r糊：まる家庭用一野業 鰍 O O ◎ X

不活姓ガスを置潮撫、家庭騰鷹池発電設備導λ事業

灘 0 ○ ◎ X

ジメチル瓢例テ蝿　　　警・　　　。　ビ事業 ジメチル澱冊ル O △ ◎ X

ジ粁ル｝うり二二研究施設おナる防爆二二を要じ蟹、電気設備設置事業 ジメチル｝一テル O △ ◎ ＠

埋没されたジメチル瓜一チノー灘 ジメチル瀞テル ○ △ ◎ X

水畔ガススタンド讐の司燃性ガーE離現行事業 燃料電池ジメチノしこ一

@テル
O △ ◎ X

可燃性ガスの三三おナる含有酸素量変更事業 可灘ガスの圧縮 ◎ O △ ◎

丁丁1鋤おナー業 離
◎ △ △ ◎

高田」豪　　　　　　・ 高圧だス設繊査 ◎ △ △ ◎

萄蜘十等糊覇災区域内事業所の多一＝よる施設騰 施設内のノ一遍アル △ △ △ ◎

特定施設調ナる保安惨翻饗麟 高圧ガス製遷事業 ◎ △ △ ◎

1亀 @　　　　　iの鋸難変更事業 蘭ヲ」薩整備 ◎ △ △ ◎

高励幡購こ係醐妾する保躯画内柵三三まで蹴三業 高圧ガス施設整備 ◎ △ △ ◎

　　資料）首相官邸繍ll一のより作成

　表2は、現在までに全国展開ωとなったエネルギーに関連した特区の特徴を示したものである。

エネルギー安全部会（評価一覧）にある『特例の概要』および構造改革特別区域推進本部HP12）に

ある『認定された構造改革特別区域計画について』から『導入技術』および『技術普及度』の項

目を記述した。『技術普及度』の評価に関しては、既にその技術が広く普及し、実用化されていれ

ば◎、その技術に関する研究が数多くされている技術に関しては○、数寄しか事例がない場合に

は△、というように評価した。また、エネルギー安全部会（評価一覧）にある『効果の内容』、『享

受者』、『評価指標』、および『認定された構造改革特別区域計画について』にある計画の意義・計

画の目標により、『エネルギー効率』、『環境負荷』、『ランニングコスト』の項目を記した。この際

の判断基準は、平成14年以前のエネルギー特区申請前のつくば市、鹿島経済特区、横浜市、仙

台市とし、評価方法は特例措置を導入した際にどれだけの効果が期待できるかということを、◎

目標として挙げられており大きな効果が期待、○直接目標には掲げられていないが十分効果が期

待、△轟轟目的には挙げられていないが最終的には効果が期待、×効果は期待できない、という

ように評価を記した。

　まず導入技術については、燃料電池やジメチルエーテルに関連した規制緩和の多いことがわか

る。経済産業省の平成18年度予算案の『新エネルギー対策関連予算』3）の枠の中における燃料電

池の促進に充てられる費用が1566億円中340億円となっており、太陽光発電（179億円）、風力

発電（29億円）、バイオマス（76億円）といった他の予算と比較し予算が大きいことから燃料電

池が国によって導入促進を図られているということがわかる。つまり、国が導入促進を図ってい

るため、全国展開としての特例措置としての認定が燃料電池等に偏った状況であるといえる。な

お、この場合国により導入が進められている燃料電池関連技術は、現段階ではコストの低減より

も環境負荷低減を優先させている規制緩和が多いことがわかる。ここで、過去に認定されなかっ

＼たエネルギー関連の特区に対する再検討要請を確認してみると4）、燃料電池やジメチルエーテル

に関する特区で認定されなかった理由として最も多かったのは安全上の理由であった。よって燃

料電池等と比較して安全上に問題がなければ、化学蓄熱・ケミカルヒートポンプによるオフライ

ン熱輸送のような次世代技術も特区として将来認定許可が得られる可能性はあるといえるであろ
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う。技術的に先進性の無い既存の技術に関する特例措置として目立つのは手続の簡素化や検査を

変更といった時間的・経済的ロスを回避するための措置である。経済発展が特区制度の目的とし

て挙げられているため、既存技術に関しては経済性の向上に対する規制緩和が認定されやすいこ

とがわかる。今後、エネルギーサスティナブルな社会構築を図っていくためには次世代技術の実

証実験等に対しても特区制度が活用できるようになることが望ましい。

　以上ここでは次世代技術の都市づくりの導入状況をレビューした。エネルギーサスティナブル

な都市づくりを実現する既存システムへの補助事業や特区制度の存在から、環境負荷低減の早期

実現を大きな目標として、既存システムの導入にプライオリティが与えられていることが明らか

となった。ただし、現在検討がされている高効率の次世代型技術については、事業に向けた検討

自体が、現時点では限られている状況が明らかとなった。

補注

（1）ここでは国によって新エネルギーと定義された太陽光、風力、バイオマスや燃料電池につい

　　ては新エネルギーとし、新エネルギーと明確に定義されていない蓄熱・ヒートポンプ特に化

　　学蓄熱・ケミカルヒートポンプ等を次世代技術とした。

（2）特区制度では、まず地域限定で特例措置が実施され、その後国から認められたのは全国展開

　　の実施となる。

参考文献

1）小倉裕直他，（1998）「深夜電力蓄熱一桁・温熱回収型CaO／H20／Ca（OH）2系ケミカルヒートポン

　　プ試作機の基本特性」，化学工学論文集，Vo　l．24，　No．6，　pp．856－861

2）菅正史（2002）「都市型特区における公益性概念に関する考察一都市再生特別措置法における

　　特区法を通じて一」、日本都市計画学会学術研究論文集第37号，pp．781－786

3）首相官邸構造改革特別区域推進本部HP　http：／／www。kantei．go．jp／jp／singi／kouzou2／

4）日本自動車研究所（2004）「JHF　C総合効率検討結果中間報告書」
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ひ2－2臨海部にみるエネルギー有効利用の可能性

（1）開発可能性のあるエリア

　東京湾臨海部を考えたときに、その就業の申心が東京であることから、東京を中心に取り巻く

環境からの分析を行うべきと考え、まず、東京駅を中心とした人口分布から、現状の認識を行う。

　図2－1は、東京駅からの30km県内の昼間人口を2000年の国勢調査のデータをもとに示した

　　　　　　　　　　　　　気／〆

図24　東京30km圏の昼間人口

資料）平成12年度国勢調査

rノ

し、
　＼、

図2－2　東京30kα1圏の夜間人口

資料）平成12年度国勢調査・…一

ものである。これより、人口の分布は東京駅周辺の一極集中していることがわかる。

一方、図2－2は同様に30km町域の夜間人口を示している。昼間人口の多かった都

心部では、定住人口の都心回帰があちこちで説明されているものの、この段階では

顕著には見られず、その多くは都心隣接地域に多く、また鉄道沿線上に広く分布し

～、！⇒

　　　　σ5324

蕪蕪14448．35（珍3

灘灘35094－83432

麟83433．172848

ていることがわかる。つまり、東京の都市構造上は、人は、通勤に利便性の高い公共交通沿線上

に居を構え、都心への通勤を行っているものと理解できる。

　では、人はどのように移動するのであろうか。同様のエリアに対して、人口移動を見たものが

図2－3である。これより同じ臨海部でも

　　①千葉市を超えた京葉工業地帯では、自市内で就業する割合が高く、また、就業人口の移

ゆサのののサの　ｫ

0戯一◎f一Town

commu纐9
P◎pula宝…o獅5－109も

Ou‡・◎蕾一T◎wn
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P◎Pし】latlOR　over

1◎％

i俄。糊CO霧1凱U釦R9

∴二：2・～42％

！　｛　42～55％
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繍69～84％
翻騰Over84％

図2－3　就業人口の移動状況　資料）平成12年国勢調査

　　　　　　　　　昂圭b了静



　　　動も、隣接する市への移動に限られていること、つまり、工場の集積するエリアでは、特

　　　定業種の「企業城下街」を支える人口や、その業種へのサービス事業等、閉じた都市圏を

　　　構成し、東京の影響が限られる状況にあること、

　　②千葉市以西では、東京への依存度が高く、就業地東京のべヅドタウンとしての色彩の強

　　　いこと、

　　③同じ30km圏でも神奈川側の方が東京の影響の強いこと、

　　④県庁所在地である、千葉市、横浜市は、その周辺の人口を吸引しているものの、東京ほ

　　　どの大きな吸引力として機能しているわけではないこと

以上の特徴のあることがわかる。

　では、開発ポテンシャルという観点で考えるとどうだろうか。開発ポテンシャル自体は、低・

未利用地の状況からは明らかではないことから、実際に人がどこに住宅を求めるか、という観点

からそのニーズを明らかにする。図2－4は、不動産取引情報をREINSのデータに基づき区分し

ている。

　まず、全体像を明らかにするために、東

京、千葉、神奈川の1都2県を対象に取引

状況の経緯を示したものが2・5である。こ

れより、バブル経済の影響を受けながらも、

経年的に見ても、東京で取引の多いことが

わかる。一方、千葉県は全体的に、バブル

期であっても取引が少なく、市場が十分発

達していないように見受けられる。次に、

2－6は2－4の区分を元に建設数を示したも

のである。これより、東京都心部は他の地

区に比較してやはり建設数が限られるもの

の、東京に隣接している地域ほど、開発が

多く、ニーズとしては、距離が離れるほど

低くなるという一般的な見識がデータ上か

らも明らかである。

　　　　　図鉛4　不動産価格提示上の区分
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5東京都市圏の不動産マーケットの推移　　　　　　図2－6　東京都市圏の住宅着工の推移資

STIAT住宅統計　　　　　　　　　　　　　　　　　資料）STAT住宅統計　

に、住宅建設着工件数がどの程度あるのかを、もっともニーズの高い東京区部に限り1989年

の推移を明らかにしたものが図2－7である。　

より、行政面積が広く、開発可能性の高い世田谷区に近く着実に供給戸数を伸ばしている一
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のが港区であることがわかる。特に、港区は、2003年から2004年にその数が伸びていることが

わかる。

　では、住宅市場としては、どの程度の成約率があるのだろうか。レイズの成約に至った不動産

取引情報に着目し、開発ポテンシャルの高い地域がどこにあるのかを把握したい。つまり、不動

産取引が活発なところでは市場があり、その可能性が高いからである。情報が入手できた2004

年11月から2006年10月までの期間における不動産取引は、32，000件となっている表24は、地

域別取引価格、取引物件面積、単位床面積当たりの価格を示している。また、図は平均値を上回

る取引価格（120％）と、下回る取引価格（80％）の地域を網掛けして示している。

ぜ
に
⊃

25，000

20ρ0◎

15，000

10ρ00

5ρ00

0

曇轟塁墾難難塁蕪嚢蕪
　　　　図　23区における住宅着工の動向
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表　住宅の取引価格（2000－2004）

頃ce：｛Ot熱ousand　yen

圏　二σver肇2◎％of　th　e　average

醗劃・b・1・W蹴・｛th・av・臓9・

　これより、東京都心地域（東京1地域）は、他地域に比較して取引価格が高いものの、取引面

積からすると平均値よりも小さいものの、平均の80％を下回るものは存在しないことが明らかと
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なった。一方で㎡単価は高いことから、地価の高い都心部では、それに伴い分譲価格も高いもの

が市場として成立しているといえる。

　一方で、西高東低め物件価格状況であることも明らかであり、都心から遠い千葉（千葉1、千

葉2）地域では、成約平均面積はそれほど大きくないのに対して、物件価格、㎡単価とも低く、

全体として価格の低い物件が流通している。しかしながら、物件全体としては、東京隣接地域に

比較してニーズも低く、マーケットとしては必ずしも活発ではないといえる。

（2）人口問題に見る東京東部の課題

　前節から明らかになったように、東京都東では、マーケットとしては成立しにくい状況が見ら

れる。ところで、我が国は少子高齢化と人口減少が問題視されている。人口問題研究所の2006

年の発表によれば、2050年の65歳以上人口は40％になるものと予測している。これには地域間

相違が見られる。図2－7は現在の65歳以上、また2－8は55歳から60歳の人口を1kmメッシュ

で示したものである。示したものである。これより、特に臨海部の南東部、千葉の臨海部の後背

地で、現状、すでに高齢者人口の多いこと、また、団塊の世代である55歳から60歳人口も多く

抱えていることがわかる。ところで、この千葉県臨海部の工場地帯では、工場労働人口の大きな

割合を団塊の世代が占めており、また、その多くが持ち家を後背地に取得している1。従って、こ

れらのことから、特に千葉県南部の京葉工業地帯では、

　　①団塊の世代が一度に退職を迎えるものの、その人口はそのまま居続ける。

　　②一方で、流入人口はそれほど多くなることが期待できず、市場は限られる。

という2点が問題点として考えられる。

篠謝
ノ’

恣?＿糞

図2－7　65歳以上人口の分布

資料）平成12年国勢調査

図2－8　団塊の世代の分布状況

　資料）平成12年国勢調査

12006年11月、出光興産へのインタビューによる。
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5－2－3都市計画を通じたエネルギー有効利用開発の実現

　これまでの議論から明らかとなったように、東京都では建設活動が一定規模以上であれば、エ

ネルギー有効利用のための指導がなされていた。では、そもそも東京都内ではどの程度の建設活

動が行われているのだろうか。ここでは、全体の建設活動と床面積の大きなものという観点から、

総合設計制度に着目し、その実態を把握したい。

（1）建設活動の状況

　次に東京都臨海部における建設活動を床面積推移で見る。

　図は業務・商業・百貨店の床の推移を見たものである。この後に議論するエネルギー原単位は、

特に業務、商業で異なるものの、統計上データが得られなかったことから、これで対応すること

にしたい。また、2006年にだされた、森トラストによる東京23区の大規模オフィスビル供給量調

査によれば、23区内の1万平米以上のオフィスビルの床面積推移は、100万平米で推移しているこ

とが報告されている（図1）。ただし、2003年のオフィスの過剰な供給が問題視されていたものの、
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その後も新たなオフィス開発が進められている状況にある。近年では100万平米を下回っているも

のの、長期的には100万平米で推移することが予想されている。
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　ただし、地域による相違は大きく、近年では都心3区にそのほとんどが集中している状況にある

（図2）。特に千代田区、港区での大規模オフィス開発が多く、港区では近年千代田区を抜く規模で

供給が進められている。
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資料）森トラスト（2005）東京23区の大規模オフィスビル供給量調査
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　　　　　　　　　　　　図4住宅床面積の推移

　さらに、住宅床面積については、オフィスの床面積の供給量が相対的に少ない大田区、品川区

等で住宅開発の多いことがわかる。ただし、港区は、オフィス床の供給量が多いにも関わらず、

住宅床面積も多いことがわかる。これは、超高層等による開発によって、大規模な床面積の実現

が可能なためと考えられる。

（2）総合設計制度にみる供給床の特徴

　森トラストの実施した東京23区の大規模オフィス供給量調査では、「大規模」として延べ床面積

1万平米以上を対象としていたが、延べ床面積1万平米を実現するのに、もっとも活用しやすい手

法が、総合設計制度であることから、ここでは1万平米以上の開発に着目し、どのような用途が多

いのかを明らかにしたい。また、東京都では、1万平米以上の開発は、許可を東京都が実施してい

ることから、ここでは東京都の総合設計制度にのみ着目する。

　表は、1976年から2003年までの総合設計制度の運用状況を示したものである。東京都では、こ

れまでに506の総合設計制度を認可しており、うち、臨海部が50％以上を占めており、都心部での

大床面積を実現するための手法として、総合設計制度の果たす役割の大きなことがわかる。しか

し、表からも明らかなように、総合設計制度の2／3を都心3区画占めており、（1）の建設活動から
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も明らかなように、建設活動は臨海部でもとりわけ都心3区が中心になっているといえる。

　ただし、全体としてみれば、総合設計制度により供給される用途は、業務がもっとも多いもの

の、次いで住宅の多いことがわかる。これは、都心回帰による住宅ニーズの高いことと、住宅供

給による容積ボーナスの仕組みによるものと考えられる。

表1　璽976－2003年の総合設計制度の状況

建物数
用途

住宅 業務 商業 その他

平均延べ床
ﾊ積（m2）

平均公開空
n面積（磁2）

千代田区 67 32 56 29 16 45，734．41 乳058．28

中央区 81 59 68 15 14 4524Z38 2641．29

港区 111 89 90 29 18 33061．70 2146．15

品川区 38 17 25 4 10 49，497．82 店015。37

大田区 9 4 4 4 4 64．60259 ◎387．31

江東区 28 18 11 9 2 25698．77 2493．93

墨田区 14 7 8 6 5 27579．48 333＆56

合計　　　　348　　226　262　　96　　69　41，631．02　　3，297．27
　　　　　　出典）東京都

　また、平均延べ床面積を見ると、平均的には4万平米であり、ほぼ1棟で東京都の地域冷暖房を

考慮するに必要な面積となっていることがわかる。また、公開空地面積は3200平米であり、延べ

床面積の5－12％が平均的な規模となっている。

（3）新規開発にみるエネルギー需要の状況

次に、新規開発からエネルギー需要の状況を明らかにするために、（1）、（2）で出された床面積

に必要とされるエネルギー量について考える。

①新規建設活動で必要とされるエネルギー量

（i）業務・商業系床面積について

　臨海部の業務・商業床面積は年間5千万～9千万平米新規建設により増加している。

総合設計制度により実現された開発がどの程度の数で、その内訳がどの程度なのかを明らかにす

る。日本エネルギー経済研究所によれば、業務系の床面積におけるエネルギー消費量は年々増加

傾向にあるといわれている。現在の業務系床面積1平米当たりのエネルギーは、178．4Mca1であり、

これを元に図＊の2000年以降のエネルギー消費を試算したものが表＊である。ただし、前述したよ

うに、この単位は、業務、商業、百貨店の床面積の合計値であることから、実際の必要エネルギ

ー量はさらに多いことが予測される1。

　これらが他用途を加算したものであることから、1万㎡以上の開発に限ったエネルギー量につい

て試算したものが表＊である。両三からも明らかなように、特に港区におけるエネルギー需要が開

発面積の増加に伴い、増加していることがわかる。ただし、港区では低・未利用地がそもそも限

られることから、再開発等によりこれだけの床面積が実現されたことがわかるものの、これだけ

の大床面積の増加は、総合設計制度等の容積ボーナスによるものの大きいことが予想されること

から、既存のものを差し引いても、大きな増加量になっているものと考えられる。

1　卸・小売業のエネルギー量の原単位は、340．6Mca1／㎡であり、業務系よりも多い。
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表4　業務床増加によるエネルギー消費量（GJ）

2000 2001 2002 2003 2004 合計

千代田区 1t152刀2 41フ41，259 1匪，403，816 1t51t716 1t659，639 87湾69203

中　央　区 9β斜ρ03 9β26」18 9，99t671 10，070，979 1◎，◎35，424 49β35」95

港　　　区 1◎947556 1｛ρ33，899 11β76，127 12，49t756 12，994，961 58β44298

墨　田　区 12α229 1216，862 t213，877 t2◎6，458 t259，623 6ρ98ρ49

江　東　区 2β79，127 3ρ84，5◎3 3，09α366 3，116，064 3，209，922 15479β82

品　川　区 3479，132 3β00，971 3，574，447 3，8◎6，897 3，906，η7 B26フ，623

大　田　区 2β70糾0 2β58，812 2β65，714 2，403，952 2，556，044 12ρ54962

合計　　　　41741259　72562，424　43，016，018　44，607，8勿　　45，621，790　247549β12

表5　1万㎡以上の新規業務床の必要エネルギー量（GJ）

千代田
　　区

1995－1999

　238628
　壌56600
　686055

350，485

417，599

395227
604，027

2000－2004

　穏63311
　499627
　1819537
　17壌514
　253，542
　298，285

　156600
　253，542

2005－2009

　1237882
　208799
　｛185682

　186428
　　59，657

　238β28
　260999
　164ρ57

2639820
865026

3691274
626398
663，684

954，5臼

812826
tO2t625

　　では、これらの床面積の増加は、エネルギー量からしてどの程度だろうか。3弓で説明した東

京都の地域冷暖房の導入を考える際の基準である、1時間当たりに必要とするエネルギー量21GJ

を基準に、1日の稼動状況を8時間と24時間で考えたみたものが表＊である。これより、たとえ、24

時間オフィスがフルに稼動していたとしても、毎年60地域分のエネルギー効率化を考える必要性

の高じているものと理解できる。そして、臨海部全体としては、年間200から300地域分の増加を

考える勢いになっていることがわかる。

表6　地域冷暖房導入基準からみた業務・商業・百貨店床面積の実態

2000 2∞遷 2002 2003 2004 合計

8時間24時間 8時間24時間 8時間24時闘 8時間24時間 8時間24時間 8時間24時間

千代田区 18t9 60．6 680．7 226．9 壌86．0 62．0 1877 62β 19α1 634 1426．4 475．5

中　央　区 156．7 52．2 壌57．0 52．3 162．9 54．3 164．2 547 蓬63．7 54．6 804．6 26＆2

港　　　区 η8．5 59．5 179．9 60．0 壌85．5 6t8 203．7 679 21肇．9 70．6 959．6 319．9

墨　田　区 壌9．6 6．5 壌9．8 a6 19．8 6．6 19．7 6．6 20．5 6．8 99．4 33．1

江　東　区 48．6 16．2 5α3 壌6．8 50．4 16．8 508 給9 52．3 17！4 252．4 84．葉

品　川　区 56．7 1＆9 57．1 19．0 58．3 ｛9．4 62．1 207 63．7 2t2 297．9 99．3

大　田　区 38．7 壌2．9 38．5 12．8 3＆6 壌2．9 39．2 13．遷 4壌．7 遷39 196．6 65．5

合計　　　　680．7　22a9壌肇833　3944　70壌．5　23a8　7275　2425　744D　248．04037．0壌3457

②住宅床にみる必要エネルギー量

　同様の試算を住宅についても行ってみる。ただし、住宅の場合、エネルギー需要が1世帯あたり、

年間U，155Kcalであることから、図5で提示した東京都の住宅着工統計をもとに1世帯あたりのエ

ネルギー需要が新設でどの程度あるのか試算したものが図である。
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　これより、多くの場合、業務床の少ないところで住宅数が多いことからエネルギー需要も大田

区、品川区等で多かったものの、2004年における港区でのエネルギー需要が非常に高くなってお

り、試算上は59万GJとなっていることがわかる。さらに、業務同様に、これを地域冷暖房の導入

基準（1時間あたり21GJで24時間稼動）に合わせて考えてみたものが、図6である。これより、住
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　　　　　　　　　　　　図6臨海部の住宅開発における地域冷暖房の必要性

宅開発のそもそも多い大田区では、床面積の累積から、その必要性が高いものの、都心部でも住

宅床の増加に伴い、総数ベースでみれば、その必要性が年々高まっていることがわかる。とはい

え、業務等に比較して住宅でのエネルギー需要は限られることから、必ずしもこうした結果の通

りに重要はないものと考えられる。

③総合設計制度を用いて住宅開発を実施した場合のエネルギー需要

　前節から住宅でのエネルギー需要が限られることが明らかとなったものの、その面積が必ずし

も少なくないことから、特に、総合設計制度を通して床面積の実現に至り、なおかつ、それが面

的に実現された港区港南地域を対象に、需要の可能性について明らかにしたい。

一175一



表7　港区港南地区でのエネルギー需要推計（GJ）

プロジェ

Nト番号
階数 戸数

延床面積
@（m2）

エネルギー需
@　要（GJ）

1 32 325 2◎，663 8，863

2 40 590 77，228 15，726

3 43 829 29，431 22500
4 30 258 20β26 6β76
5 42 2，082 壌4t802 55，5◎5

6 22 162 等8，407 4，319

7 3壌 223 　 5，944

8 40 594 58，777 15β36
9 15 128 　 3，4報

｛0 36 372 一 9，9遷9

合計　　　　5，563　　　　　　　　148，499
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では、未だ全ての建設が終了していないものの、計画だけでは62521戸の計画があり、その多く

がまだ建設途上にあり、現段階では表の通りとなっている。前述したとおりの方法で住宅供給戸

・176一



数からエネルギー需要を考えてみると、14万8千GJの需要のあることがわかる。これは、同様に

地域冷暖房の要件である、1時間あたり21GJに合わせて考えてみれば18万3千GJが必要とされる

ことから、業務系の床面積に比較すればそのニーズは低いといえる。しかし、今後のこの地区で

の住宅開発を併せて考えれば、その必要性があるといえる。
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（4）廃熱量の特徴

　省エネルギーセンターの廃熱調査によれば、日本全国には多くの廃熱源があり、試算によれば、

全国排熱量は約27万Tca1！yとなっており、排熱の多い業種は、」電力、化学、鉄鋼で各4～6万Tcal／y

となっている。電力、鉄鋼は購入エネルギーの6％前後が排熱となっており、他のエネルギー多

消費産業が10％以上であるのに較べると比率的には低く、熱利用が進んでいるといえる。

　廃熱量の多い業種は以下の通りである。

電力：150℃以下の低温ガス排熱部分が約95％と圧倒的な割合を占めている。

化学：150～200℃の比較的回収のしにくい低温のガス排熱部分が45％と半分程度を占めている。

　　排熱は比較的に全温度範囲に分布している。また、40～60℃の低温排水もかなりある。

鉄鋼：200℃までの比較的回収のしにくい低温ガス排熱が50％弱と大きな割合を占めていると同

　　時に350℃までの回収利用しやすい高温排熱もかなりある。また、500℃以上の固体排熱が

　　かなりある。

清掃：150～300℃の排熱が多いことおよび蒸気排熱の多いことが特徴である。

窯業：150℃までの低温ガス排熱が40％弱と大部分を占め、低温排水もかなりある。

製紙・パルプ：150℃までの低温ガス排熱が大部分を占める。

石油：150～200℃の比較的回収のしにくい低温排熱部分が多い。

　さらに、廃熱量を全国ベースでみると、特に千葉県に多いこと、それが産業系が大きな値を占

めていることがわかる。

現状、廃熱の活用での規制はなく、特にオフラインの場合はトラック輸送で危険物取り扱いと

なること、廃熱活用上の受け入れ側の施設（面積）が大きな問題となっていることから、次に、

これらの点に着目し、議論を進める。
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（5）京葉工業地帯におけるオフライン熱輸送の可能性

東京臨海部の中でも京葉工業地帯は化学工業を中心に工業が発達しており、活発な事業形態か

らも排熱量が京浜工業地帯を上回ることが予想される。小倉（2006）によれば、5．12×106GJの
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　　　　　　　　　　　　　　　図10　京葉工業地帯の石油化学系工場の分布

排熱量が存在し、これを地域にトラック輸送により分配することが可能である。

　特に活力の低い、千葉県南東部においては、排熱利用の可能性が高い。NEDOが2001年に実施

した調査によれば、京葉工業地帯の市原市では、20社が操業しており、低密の蒸気と温水が廃エ

ネルギーとなっており、これらの活用の可能性が高い。

表8熱輸送トラックの大きさと必要規模

6058
コンテナのフレーム 震 2483

高さ 2590
9000

20t　type 欝 2500
高さ 3800

キャリア
長さ 11000

30t　type 管 3800
高さ 壌1∞0

鱒毫　8 達2◎◎◎

3　　奄 拓

　ここでは、オフラインによる輸送を考える。その理由としては、第一に、京葉工業地帯からの

輸送距離を遠くにとってもオフラインでは問題のないこと、第二に技術の発展が日々進化を遂げ

ることから、新たな技術への転換が容易なオフラインが適切と考えたことによる。なお、オフラ

インによるエネルギー輸送にはトラックによる輸送が一般的である。

　現在のトラヅク輸送は、ISO規格のコンテナが用いられている。そのサイズは、長さ20負

（6，058㎜）、幅8負（2，438㎜）、高さ8．6負（2，438mm）というものである。コンテナ自体のサイ

ズは8種類が存在するが、コンテナ輸送に必要となるフレームは1サイズのみとなっている。した

がって必要とされるサイズは、表＊に示したとおりである。これらのサイズのコンテナを収容する

ための受け手側は、さらなる空間が必要とされる。仮にトラヅクを建物内に入れる場合は、奥行

き12m、幅員4m、高さ4mの空間が必要となる。また、トラヅクが2台駐車することを考えれば、

この2倍の広さ、つまり、幅員8mが必要となってくる。

　こうしたことから、オフラインによるエネルギー輸送をトラヅクにて考える場合、以下のこと

を考慮する必要性がある。

　⑧　一般的に民間セクターは、開発に伴う負担を嫌う傾向にあり、何らかの協力を求める場合、
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　　容積ボーナス等のやりとりが必要となる。仮に従来型の緩和型都市計画によりエネルギー

　　輸送に必要とされる床面積の確保を考える場合、これまで成功してきた総合設計制度等の

　　手法を用いて、トラック輸送の空間を確保することが考えられる。この場合、総合設計制

　　度で用いられている公開空地をトラック輸送の空間に代替することが考えられる。

　＠　オフラインによる熱輸送のためのトラックスペースをまちづくり条例をとおして実現化す

　　ることが考えられる。一般的に、総合設計制度により実現化した建物の床面積の平均は

　　40，000㎡である。東京都における地域冷暖房を考える際の面積要件が50，000㎡であり、実現

　　化した総合設計制度の複数がこの値を超えている。こうしたことから考えれば、プロジェ

　　クトごとに実現化する床面積をまちづくり条例に位置づけ、そこから実現化していくこと

　　がある。

　オフラインによるエネルギー有効利用をトラックにより運搬することは、高額なプロジェクト

になりえる。過剰な要求はマーケット自体が縮小することも考えられることから、必要とされる

資金の一部を補助金等で賄い、実現化していくことが、化石燃料の枯渇が問題視されている現在、

必要といえる。
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　5－2－4　まとめ

　　以上、本節では日本の都市再生におけるサスティナブル・デベロヅプメント実現のための制

度的枠組みを明らかにした。

　英国同様の仕組みは現在の都市計画の枠組みには存在しないものの、制度的な枠組みでは以下

の点が今後の都市づくりを考える上からは必要と考える。

G）国レベルでのエネルギー有効利用型都市づくりが可能な仕組みの必要性

　5－2－1からも明らかとなったように、既存の都市づくりの体系では実現できることは限定的な状

況にある。直近で実現化しうる仕組みへの補助等は支援が拡充しているものの、将来的に有望な

エネルギー源の活用につながる支援を拡充していくことが考えられる。都市の抱える諸問題に、

より明確に応えられる技術開発を行っていくことが、Co2の削減等には求められる。

　また、開発自体に時間のかかる都市再生プロジェクト等において、エネルギーシステム自体は

開発計画当初に考えるよりは、事業化に近づいた時点で、最適なエネルギーシステム導入を考え

ることが望まれる。さらに、技術の進展に伴い、導入したシステムを転換できるようにする、柔

軟なシステムづくりが、大規模開発事業には求められる。

（2）総合設計制度の拡充

　そもそも、新たなエネルギー施設を導入するには、初期投資が大きいことから、補助金同様に、

開発負担金等の民間の協力が必要になってくる。必要な施設の導入には開発負担金による協力が

考えられるが、施設導入のための面積を確保するためには、まず、容易に考えられるのが総合設

計制度による必要床面積の獲得である。

　総合設計制度により実現化される公開空地等は、場所によっては利用率が低い、周囲の同様の

公開空地が存在するなど、地区により実現化させることでの有効性が異なる。都市で必要とされ

る貴重な緑地応問の確保はこの制度の利用により実現化できるものであるが、それをさらに5－2－3

で考察したオフラインによるエネルギー輸送の実現化に向けて確保していくことが考えられる。

特に、東京都などの開発圧力とエネルギー消費量の高いところでは、たとえば、環状6号線の内側

の総合設計制度など、すでに都心居住型総合設計制度で実現したような方法を、エネルギー有効

利用の観点から考えていくことがあろう。

・180一



6．おわりに一今後のエネルギー・サスティナブルな都市づくりに向けて

　本研究で議論した今後のエネルギー・サスティナブルな都市づくりには、その実現に向けて、

ソフトを中心とした特定地域内での地区管理、エリア・マネジメントによる取組、そして、エネ

ルギーの需要と供給を結ぶこと、そして、需給関係を実現化させるためのエネルギー配分をいか

に考えるか、そしてその実現のために、都市計画がいかなることを行うかというシステムづくり

が求められる。

　技術部門は、我が国は世界各国の中でもトップランナーの地位を築いている。しかしながら、

都市レベルで考えれば、二酸化炭素の排出権の売買を超えて、今後、われわれが自然との共存を

図りつつ、豊かな都市生活を享受していくためには、オフィス、住宅等での個別製品の買い替え

によるエネルギー消費量の削減を待つだけではなく、積極的に、都市システムの中にエネルギー

有効利用方策を導入していくことが、次世代に都市を引き継ぐためには必要といえる。

　研究全体を通して明らかになったことから、今後の都市づくりに向けて考えていく必要性の高

いことは以下にまとめたものである。

（1）必要エネルギー量の把握と地区に必要とされるエネルギー有効利用方策の実現

　これまでの日本の都市づくりの中において、特定開発の中ではエネルギー有効利用が個別に実

施されてきた。それは、新規開発でのエネルギー有効利用型開発、既成市街地での地域冷暖房の

導入、近年の屋上緑化、太陽光パネル等の既存システムの導入からも明らかである。

　エネルギー利用は、そもそも、地区内にどれだけの需要があり、それをどの時間帯にどれだけ

必要か、または、それに見合っただけの必要エネルギー量をどのように確保していくかを把握す

ることが求められる。現在、エネルギーの消費は、県単位では明らかにされているものの地区別

データが不在であり、したがって、どのようなシステムが最も有効かは、推察する状況となって

いる。さらに、エネルギー原単位は、雪の多い北海道・東北と温暖な九州・沖縄では絶対的に異

なるものであり、エネルギー消費の月別状況も異なってくる。また、東京都心では、近年の地球

温暖化に伴い、冷房稼働が長期化しているという状況もあり、より詳細なデータ分析の上に、都

市づくりでのエネルギービジョンを作っていく必要性があろう。

　こうしたエネルギーに関係した基礎データをもとに、各地域に必要とされる、もっとも有効な

システムを構築していくことが、現段階では必要といえよう。それは、たとえば、2章で説明した

ように、地区の中でどのような用途があるからこそ、いかなるゴミが出てくるのか、という、地

区特性に応じたエネルギーシステムを考えることにつながってくる。

（2）エネルギー需給のマッチング

　既存の都市開発圧力を考えれば、経済の回復に伴い、旺盛な開発圧力を確認することができた。

しかしながら、開発に伴い、必要とされる省エネルギーは、必ずしも積極的に展開していない状

況にある。3章からも明らかとなったように、臨海部を中心に工場による未利用エネルギーが多数

存在し、それを近接地内でマヅチングしていくことは可能といえる。この場合、5章でも議論した

ように、受け入れ先の搬入施設、搬入面積さえ確保されれば、エネルギーの配送自体は可能と考

える。そのためにも、新規開発では必要施設を実現化するための空間確保を都市計画ヅールを活

用して実現化していくことが考えられる。
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　さらに、先に述べた、省エネルギー都市づくりをより一層推進していくためには、未利用エネ

ルギーを開発圧力の高い首都圏全体を受け皿として考えることがある。特に、京浜工業地帯は、

開発圧力の高い地域に隣接することから、この可能性は高い。一方で、京葉工業地帯については、

人口動態、将来推計からも、流入人口の増加は見込めず、既存の維持が最大限必要となる。また、

高齢化が問題視されることから、廃エネルギーの受け皿としての役割は限定と考えられることか

ら、開発圧力の高い都心地域へのエネルギー輸送に着目した施策展開が求められる。

（3）地区に適したエネルギー技術の検討方法構築の必要性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3章からも明らかとなったように、既存
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技術の導入、または次世代型のエネルギ

ー技術を導入することにより、地区内の

需給方法に変化が見られる。しかしなが

ら、都市行政は、必ずしもその地域にい

かなる技術が適しているのか明らかでは

ない。そこで、どのような既存システム

が考えられるのか、また有効に機能する

のかが理解できる手引をつくること、ま

た、ここで提案した技術を導入するため

にネックとなる既存のシステムを再構築

していく必要性があろう。

　一方で、既存システムの中では、技術の進展が図られても都市開発で導入することが困難な事

象も存在する。たとえば、共同溝の中にエネルギーシステムを導入すれば、別にシステム導入の

ための溝整備が不必要になるものの、現状では困難である。こうした技術導入を阻む仕組みを明

確化させ、それを変更していくことが、環境と公共投資の両面でサスティナブルな都市づくりに

つながるものと考える。これは、4乎2で指摘したように、近年その導入が限られてきた①従来か

らの熱供給事業のタイプ、②熱供給事業の対象に満たない「集中プラント型」で、施設更新時に

併せて、活用しうるシステムである。

（4）サスティナブルな都市づくり実現のための都市計画ツール

　本研究、なかでも5章で議論した都市計画ヅールでは、総合設計制度を用いてエネルギー・サス

ティナブルな都市づくりのための施設導入空間を確保することが、前述したように可能となる。

これは、オフラインによるエネルギーシステムの運搬には、活用可能であり、連携しうるシステ

ムといえる。しかし5章で受けることのできなかった、建物間の熱融通などの手法を、都市システ

ム、とりわけ都市計画の中で考えていくためには、たとえば、地区計画で一定程度の建物規制を

行ったように、特定エリアをエネルギー推進地区として指定し、その中で既存建物問熱融通を実

現するための配管を建物更新時に導入すること、また、近接する建物を、小規模な公共事業とし

て実施する、または、補助金の導入により実現化していくことが考えられる。今後、エネルギー

地域推進計画の立案に伴い、CO　2排出量の削減を目標値として設定する場合、面的開発のみで対

応していくには限界がある。そのため、小規模な取り組みを実現していくことが考えられる。

　公共事業として事業を実施する場合、建物間の熱融通システム自体が小さな事業であることか
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ら、複数事業を束ねた、プロジェクト・バンドリング型PFI等の手法により、民間事業者を参入さ

せて、事業化していくことが考えられる。プロジェクトを束ねることによる利益が増えることか

ら、この場合、サスティナブルな都市づくりと同時に、新たな産業の創出にも貢献することがで

きよう。
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